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第１節 計画の概要 

 

１ 計画の目的 

松江市地域防災計画「各種災害対策編」（以下「本計画」という。）は、災害対策基本法（昭和 36 年

法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき松江市防災会議が策定する計画である。 

本計画は、本市、関係機関、住民、事業所等がその有する全機能を有効に発揮し、また、相互に協力

して災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、市域並びに市民の生命、身体及び

財産を各種災害から保護するとともに、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるが、市民一人一

人の自覚及び努力を促すことによって、できるだけその被害を軽減していくことを目指す。 

なお、本計画に定められていない事項のうち、風水害対策については「風水害対策編」、震災対策に

ついては「震災対策編」、原子力災害対策については「原子力災害対策編」の各編によるものとする。

また、各編に必要な資料については「資料編」として編集している。 

 

２ 計画の構成 

(1) 計画の全体構成 

本計画は、各種災害対策に関して総合的かつ基本的な性格を有するものであり、本市が行うべき各

種対策を、災害ごとに「予防」、「応急対策」（及び「復旧・復興」）の時系列で配置している。 

本計画の全体構成及び主な内容と、取りあげている災害は次のとおり。 

 

構成 主な内容 

第 1章 総則 計画の目的、本市において発生が懸念される各種災害

の想定、本市及び防災関係機関等の責務の大綱等 

第 2章 流出油事故災害対策計画 

第 3章 海難・水難事故災害対策計画 

第 4章 航空災害対策計画 

第 5章 道路災害対策計画 

第 6章 危険物等災害対策計画 

第 7章 大規模火災対策計画 

第 8章 林野火災対策計画 

第 9章 鉄道災害対策計画 

第 10章 雪害対策計画 

第 11章 ライフライン災害対策計画 

第 12章 渇水災害対策計画 

【予防計画】 

災害の発生を未然に防止し、被害を最小限に止めるた

めに、本市及び防災関係機関等が行う災害予防事業及

び市民、事業者等が日ごろから行うべき措置等 

【応急対策計画】 

災害の発生から応急対策の終了に至るまでの間にお

いて、本市及び防災関係機関等が行う災害応急対策に

係る体制、措置等 

【復旧・復興計画】 

市民生活の早期回復と生活安定を図るための措置、公

共施設の復旧・復興事業等 

松江市地域防災計画 

風 水 害 対 策 編 震 災 対 策 編 各種災害対策編 原子力災害対策編 

資 料 編 資 料 編 
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(2) 計画策定に当たっての基本方針 

本計画の策定に当たっての基本方針は次のとおり。 

 

【計画の基本方針】 

1 市民、地域、行政及び事業者の防災上の役割を明確にする。 

2 災害対策本部等の設置等により組織体制の充実を図り、「行政の即応力」を強化する。 

3 県、消防、警察、自衛隊、海上保安庁、周辺自治体及び各種災害に関連した事業者・団体等

との連携を強化する。 

4 指揮命令系統及び予防対策、応急対策の実施責任を明確にする。 

 

３ 計画の性格等 

(1) 計画の前提 

本計画は、本章第 3節「被害想定」に掲げる想定被害を前提とする。 

 

(2) 計画の修正 

本計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、

これを修正する。 

 

(3) 他の計画及び他の法令等に基づく計画との関係 

本計画は、島根県地域防災計画、災害対策基本法第 41条に掲げる防災に関する計画（水防法に基づ

く松江市水防計画等）及び同法第 38 条に掲げる防災に関する計画（国土形成計画法に基づく中国圏広

域地方計画等）との整合性、関連性を有している。 

 

(4) 計画の周知、習熟 

本市及び防災関係機関は、日頃から職員、自主防災組織等に対する実践的な調査・教育・研修、訓練

その他の方法により、本計画及びこれに関連する他の細部計画等の実現・習熟に努め、災害対策への

対応能力を高める。また、このうち特に必要と認めるものについては、本市における各種災害対策の

総合的な推進のため、市民への周知徹底を図る。 

 

(5) 細部計画の策定 

この計画に基づく活動を行うに当たって必要な細部については、本市各部並びに防災関係機関等に

おいてあらかじめ定めておくとともに、本計画の修正等に応じ見直しを行う。 
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第２節 計画の方針 

 

１ 各種災害対策における基本的な課題 

近年における社会構造の変化には著しいものがあり、都市化、情報化、高齢化、国際化等の進展に

伴い、災害の発生要因及びその態様はますます複雑なものになっている。これらの災害に備え、災害

に強い都市を実現するため、次に挙げる 4つの課題に着目し、対策の強化を図る必要がある。 

 

(1) 新たな災害発生要因等に対する課題の研究 

科学技術の発展に伴う情報化社会の進展等に応じて、これまで予想しなかったような災害の発生や

災害発生の危険要因の増大が指摘されている。今後の法令等の整備や技術の進展等に応じて、国、県

及び関係機関との連携を図りつつ、防災に関する研究を進めていく必要がある。 

 

(2) 情報収集伝達体制の整備・強化 

多種多様な災害に迅速かつ的確に対応するためには、施設の状況や災害の原因となった物質の把握

等、災害発生初期における情報を可能な限り早期に収集する必要がある。このため、平常時から、災

害発生時を踏まえた防災関係機関や施設管理者等との情報収集伝達体制を整備し、本計画に反映して

おく必要がある。 

また、近年の情報収集手段の発達に伴い、災害発生時にはインターネットによる情報検索や、県総

合防災情報システム及び衛星画像等による広範囲な災害状況の把握等が有効であることから、これら

を利用、活用するための環境整備を推進していく必要がある。 

 

(3) 要配慮者対策の推進 

本市における老年人口（65 歳以上人口）の割合は、令和 2年国勢調査において 29.7％となっており、

高齢化は今後もますます進行することが予想される。 

また、国際文化観光都市である本市は、コロナ禍前においては、年間観光入込客数が 1,000 万人を

超え、外国人旅行者については増加傾向にある。加えて本市には約 1,900 人の外国人住民が居住して

おり、観光客対策に加え、早期帰国等に向けた交通情報を必要とする訪日外国人と、避難生活や生活

再建情報を必要とする本市居住の外国人のそれぞれのニーズの違いを踏まえた迅速かつ的確な情報伝

達の環境整備を図る必要がある。 

こうした高齢者、観光客及び外国人のほか、病弱者、難病患者、障がい者、児童・乳幼児、妊産婦と

いった要配慮者＊1のうち避難行動要支援者＊2に対しては、プライバシーに配慮しつつ、その所在を平

素から把握しておくとともに、地域コミュニティが一体となって救助活動が行えるよう、自主防災組

織等の避難支援等関係者＊3 による避難誘導、備蓄物資の充実等によるサポート体制を強化していく必

要がある。 
 
＊1要配慮者：本計画では、高齢者、難病患者、障がい者、児童・乳幼児、妊産婦、外国人、観光客・旅行者など、

災害時に迅速・的確な行動が取りにくく、被害を受けやすい者を要配慮者と位置づける。 

＊2避難行動要支援者：要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の

確保を図るため特に支援を要する者。 

＊3避難支援等関係者：避難行動要支援者の避難支援等に関わる関係者。 

 

(4) 地理的条件への対応 

平成 17 年 3 月及び平成 23 年 8 月の市町村合併により、島根半島の海岸沿いの集落（鹿島町、島根

町、美保関町）、南部の山間地に点在する集落（八雲町、玉湯町、宍道町、東出雲町）、堤防道路又は橋
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梁のみで市街地と結ばれた地区（八束町）が新たに市域に含まれた。これらの地域においては、土砂

災害等による主要幹線道路の断絶により孤立状態となり、様々な面で応急対策に支障が発生すると予

想される地区もある。このため、災害発生前及び発生後において確実に情報伝達を行うことのできる

体制の整備、陸上交通及びヘリコプターや船舶等による輸送手段の確保、災害種別に応じた地区別の

避難所の指定といった対策を重点的に講じる必要がある。 

 

２ 計画の目標 

地域防災力の向上に当たっては、上記の基本的な課題や本市における防災環境等を踏まえ、本市の

地域特性を反映した防災対策の基本姿勢及び骨格的な施策を明らかにし、具体的な防災対策が進めら

れるように方向性を明確化しておくことが重要である。 

本計画においては、計画策定後に重点的に取り組む目標として、次の 3項目を定める。 

 

ア 地区の安全を守る人・組織づくり（市民参加による防災意識、行動力の向上） 

 町内会・自治会単位での自主防災組織、要配慮者支援会議の結成促進 

 未加入世帯の自主防災組織への加入促進 

 事業所の職員に対する地区別防災訓練への参加促進 

 市職員に対する職域ごとの研修会の実施 

 島根半島・宍道湖中海（国引き）ジオパーク推進協議会と連携した地域住民等への防災教育の

推進 

 

イ 安全で安心な住みよいまちづくり 

 都市の防災構造化の推進 

 市民との協働による防災まちづくりの推進 

 ライフライン施設の耐災化、整備 

 全市民に対する災害情報の伝達システムの構築 

 

ウ 防災教育施設整備及び研修、訓練の実施 

 防災センター等、拠点施設の整備と活用 

 市民参加型防災訓練の実施と推進 
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第３節 被害想定 

 

１ 想定する災害 

本計画の対象として想定する災害は、災害対策基本法第 2 条第 1 号及び同施行令第 1 条において定

める災害のうち大規模な火事若しくは爆発及びその他の大規模な事故等による災害であって、かつ、

その災害が死傷者及び施設損壊等の人的・物的被害を伴い、社会的に著しい影響を与えるものをいう。 

 

２ 想定災害の種別 

本計画において想定する災害の種別は次のとおり。 

なお、本計画に想定されていない災害態様については、類似する災害に関する規定を準用する。 

 

(1) 流出油事故災害対策計画 ................. 第 2 章 

過去の流出油事故の事例やタンカー、船舶等の航行状況を踏まえ、海洋、沿岸又は河川、湖沼にお

いて、防災関係機関及び漁業関係者等の関係者が連携して防除措置を講じなければならない程度の量

の重油が流出したことにより、漁業資源、海岸、河川管理施設、水道・農業用水等への被害が発生し、

又は発生するおそれがある場合を想定する。 

 

(2) 海難・水難事故災害対策計画 ............. 第 3 章 

海洋において、船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難・水難事故が生じ、

多数の遭難者、行方不明者、死傷者等が発生した場合を想定する。 

 

(3) 航空災害対策計画 ....................... 第 4 章 

航空運送事業者の運航する航空機が、出雲空港又は米子空港（美保飛行場）、あるいは市内の山林及

び周辺海域等に墜落したこと等により、多数の死傷者等が発生した場合を想定する。 

 

(4) 道路災害対策計画 ....................... 第 5 章 

風水害、雪害、地震その他の災害によりトンネル等の道路構造物が被災し道路通行車両等が被害を

受けた場合、濃霧・着雪等自然現象の急変により衝突が生じた場合、又はトンネル内で多数の車両が

衝突し火災が発生する等大規模な車両事故が発生した場合で、乗客、道路通行者や沿道住民等に多数

の死傷者が発生し、沿道施設等にも被害が生じる程度の事故災害を想定する。 

 

(5) 危険物等災害対策計画 ................... 第 6 章 

危険物及び高圧ガスの漏洩・流出、火災、爆発、毒物・劇物の飛散、漏洩、流出等、火薬類の火災、

爆発等により、多数の死傷者等が発生した場合を想定する。 

 

(6) 大規模火災対策計画 ..................... 第 7 章 

島根県地域防災計画（震災編）における地震火災（鳥取県沖合（F55）断層の想定地震による）と同

様の規模の火災が生じた場合を想定する。これによると、火災の想定条件は、最も被害結果が大きく

なる冬の夕方（午後 6 時）の出火であり、被害の規模は市域において約 2,150 棟の家屋が焼失する。

このほか、強風乾燥下での大規模火災についても想定する。 
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(7) 林野火災対策計画 ....................... 第 8 章 

強風乾燥の気象条件のもとで、焼失面積が極めて大規模な林野火災が発生し、他の都道府県、消防

機関、自衛隊等へ空中消火活動等の応援を要請し、付近の住民等に避難勧告を出す等の対応が必要と

なる程度の災害を想定する。 

 

(8) 鉄道災害対策計画 ....................... 第 9 章 

列車同士の衝突事故や落石、土砂崩れ、雪崩、車両故障、踏切横断や道路からの転落による自動車

との接触等の原因による列車の脱線・転覆事故等が発生し、乗客、沿線住民、施設等に多大な被害が

生じた災害、又は山間部において事故が発生し救出・搬送が困難、あるいは死傷者が多数発生する等

のため消防機関や自衛隊への応援要請が必要となり、複数の病院が受け入れ体制をとる必要が生じる

程度の災害を想定する。 

 

(9) 雪害対策計画 ........................... 第 10 章 

昭和 38 年豪雪と同規模の雪害で、降雪等により車両の立ち往生が生ずるような規模の雪害、又は交

通機関が途絶し山間地域が孤立する程度の雪害を想定する。 

昭和 38 年豪雪では、昭和 37 年 12 月 30 日から、翌年 2月にかけて厳しい寒波に襲われ、記録的な

豪雪となった。本市の被害は、次のとおりである（数値は旧市のもの）。 

 

人 的 被 害 死者 1人 

住 家 被 害 全壊 10 棟、半壊 24棟 

非住家被害 全壊 69 棟 

 

(10) ライフライン災害対策計画 ............... 第 11 章 

市内の電気、ガス、上下水道、電話等のライフライン施設において管路網の破損や断線等が発生し

た場合を想定する。 

 

(11) 渇水災害対策計画 ....................... 第 12 章 

市内において、給水制限等を伴う渇水被害が発生した場合を想定する。 
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第４節 危機管理連絡会議 

 

１ 基本方針 

大規模な事故、海洋汚染等のおそれがある場合、県、警察機関及び消防本部等との連携により対応

することとなるが、庁内においては、情報の共有を図り、必要な対策を関係機関と協議することが重

要である。 

このため、庁内に危機管理連絡会議を設置し、情報の共有と、関係機関への対策実施の要請、市民

への情報提供等を実施する。 

 

２ 危機管理連絡会議 ................................................. 【防災危機管理課ほか関係各課】 

(1) 設置基準 

防災部長は、次の場合に危機管理連絡会議を招集する。 

ア 大規模な事故、海洋汚染等が発生し、市民生活への影響が大きいと予想される場合。 

イ その他防災部長が必要と認めるとき。 

 

(2) 事務局 

事務局は防災危機管理課に置き、関係各課及び関係機関との連携のもと情報収集を行う。 

 

(3) 報告 

防災部長は、会議の結果について随時市長、副市長に報告を行う。 

 

(4) 組織 

危機管理連絡会議の組織は次のとおりとする。なお、発生した事故の内容等により必要な体制をと

るものとする。この場合において、防災部長は必要な関係課長の出席を求める。 

 

図：危機管理連絡会議の組織 
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危機管理連絡会議の任務は次のとおり。 

ア 情報収集及び収集した情報の一元化 

イ 関係機関に対する対策実施の要請 

ウ 市民への情報提供 

エ 報道機関への協力要請 

オ 災害体制（災害対策本部設置）への移行準備 

カ その他必要な事項 

→  資料編  [資料 3-6]松江市危機管理連絡会議設置要綱 

 

３ 所管課の対応 ....................................................... 【防災危機管理課ほか関係各課】 

 電話あるいは関係機関からの情報提供により情報を入手した場合、事象の大小にかかわらず、予

断することなく防災危機管理課に通報するとともに、市長、副市長及び教育長に報告を行う。 

 警察、消防への通報と対策の協議を行う。 

 防災危機管理課（事務局）に危機管理連絡会議の開催を要請する。 

 情報の真偽について確認に努める。 

 

４ 報道機関への対応 ..................................................... 【防災危機管理課、広報課】 

第一報以降、連絡会議の結果を含め、広報課は情報の一元化を図り、所管課とともに報道機関への

情報提供を行う。 
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第５節 防災関係機関等の処理すべき防災事務又は業務の大綱 

 

１ 関係機関等の処理すべき防災事務又は業務の大綱 

本市、島根県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、その他の防災関係機関等が

防災に関して処理する業務は、概ね次のとおり。 

(1) 松江市 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

松江市 

1 松江市防災会議に関する事務 

2 松江市の地域の防災に関し、指定地方行政機関、指定公共機関の処理

するものを除く各機関の業務についての援助及び総合調整 

3 松江市における災害予防対策、災害応急対策、災害復旧対策の実施 

 

(2) 島根県 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

島根県 

1 島根県防災会議に関する事務 

2 島根県の地域の防災に関し、指定地方行政機関、指定公共機関の処理

するものを除く各機関の業務についての援助及び総合調整 

3 県全域における災害予防対策、災害応急対策、災害復旧対策の実施 

 

(3) 指定地方行政機関 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

中国四国管区警察局 

1 管区内各警察の指導、調整に関すること 

2 警察災害派遣隊の派遣等、警察庁、他管区警察局との連携に関するこ

と 

3 関係機関との協力に関すること 

4 情報の収集及び連絡に関すること 

5 警察通信の運用に関すること 

6 津波警報等の伝達に関すること 

中国四国防衛局 

1 原子力艦の原子力災害に関する通報を受けた場合の関係地方公共団

体等への連絡に関すること 

2 災害時における防衛省本省及び自衛隊との連絡調整 

3 災害時における米軍部隊との連絡調整 

中国財務局 

1 地方公共団体に対する災害復旧のための財政融資資金地方資金の貸

付 

2 金融機関による金融上の措置に係る要請 

3 国有財産の無償貸付等 

4 被災施設の復旧事業費の査定の立会 

中国四国厚生局 独立行政法人国立病院機構との連絡調整（災害時における医療提供） 
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機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

近畿中国森林管理局 

1 国有林、公有林野等官行造林地における森林治水による災害防除 

2 国有林、公有林野等官行造林地における保安林、保安施設、地すべり

防止施設等の整備及びその防災管理 

3 災害対策に必要な木材の供給 

中国四国農政局 

1 海岸保全施設整備事業、農地防災事業及び地すべり防止対策事業によ

る農地・農業用施設等の防護に関すること 

2 農地保全施設又は農業水利施設の維持管理の指導に関すること 

3 農産物等に対する被害防止のための営農技術指導に関すること 

4 農地、農業用施設、海岸保全施設及び農畜産物の被害状況の取りまと

め、営農資材の供給、病害虫防除所及び家畜保健衛生所の被害状況等

の把握に関すること 

5 農地、農業用施設、海岸保全施設及び農業共同利用施設について、災

害復旧計画の樹立、災害復旧事業及び災害の再発防止のため、災害復

旧事業とあわせて実施する災害関連事業の査定・調査に関すること 

6 被害農林漁業者が必要とする天災融資法に基づく災害資金、日本政策

金融公庫資金（農林水産事業）の資金等の融資に関すること 

7 主要食糧の供給に関すること 

中国経済産業局 

1 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 

2 電気、ガスの供給の確保に必要な指導 

3 被災地域において必要とされる災害対応物資生活必需品、災害復旧資

材等の適正価格による円滑な供給を確保するため必要な指導等 

4 被災中小企業者の事業再建に必要な資金融通の円滑化等の措置 

中国四国産業保安監

督部 

1 所掌事務に係る災害情報の情報収集及び伝達 

2 火薬類、高圧ガス等所掌に係る危険物又はその施設、電気施設、ガス

施設等の保安の確保に必要な監督、指導 

3 鉱山における危害及び鉱害の防止並びに鉱山施設の保全に関する監

督指導 

中国運輸局 

1 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 

2 輸送等の安全確保に関する指導監督 

3 関係機関及び関係輸送機関との連絡調整 

4 緊急輸送に関する要請及び支援 

大阪航空局 
1 災害時における航空輸送の調査及び指導 

2 災害時における関係機関と航空輸送者との連絡調整 

第八管区海上保安本部 

1 海難救助 

2 海洋の汚染の防止 

3 海上における治安の維持 

4 海上における船舶交通の安全確保 
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機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

大阪管区気象台 

（松江地方気象台） 

 

1  気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表を

行うこと  

2  気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限

る）及び水象の予報並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び

解説を行うこと 

3  気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努めること 

4  地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行うこ

と 

5  防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努めること 

 

中国総合通信局 

1  所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 
2  電波の監理及び電気通信の確保 
3  災害時における非常通信の運用監督 
4  非常通信協議会の指導育成 

5  災害対策用移動通信機器、臨時災害放送機器及び移動電源車等の貸与

並びに携帯電話事業者等に対する貸与要請 

島根労働局 

1 産業災害防止についての監督、指導 

2 被災労働者に対する救助、救急措置に関する協力及び災害補償の実施

並びに被災労働者の賃金支払についての監督指導 

3 被災事業場の再開についての危害防止上必要な指導 

4 災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者

の発生状況、求人・求職の動向等に関する情報の収集・把握及び離職

者の早期再就職へのあっせんの実施 

5 雇用保険の失業給付に関する特例措置の実施 

6 被災事業主に対する特別措置等の実施 

中国地方整備局 

1 直轄土木施設の計画、整備、災害予防、応急復旧及び災害復旧 

2 地方公共団体等からの要請に基づく応急復旧用資機材、災害対策用機

械等の提供 

3 国土交通省所掌事務に関わる地方公共団体等への勧告、助言 

4 災害に関する情報の収集及び伝達 

5 洪水予報及び水防警報の発表及び伝達 

6 災害時における交通確保 

7 海洋の汚染の防除 

8 緊急を要すると認められる場合は、申し合わせに基づく適切な応急措

置を実施 

中国四国地方環境事

務所 

1 廃棄物処理施設及び災害廃棄物の情報収集及び伝達等 

2 家庭動物の保護等に係る支援 

3 災害時における環境省本省との連絡調整 

中国地方測量部 

1 災害情報の収集及び伝達における地理空間情報活用の支援・協力 

2 防災情報及び災害復旧・復興に資する地理空間情報の提供と活用支援・協

力 

3 災害復旧・復興に伴う公共測量への技術的助言及び審査の実施 

 
 

(4) 自衛隊 
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機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊出雲駐屯部隊 災害緊急対策及び災害復旧対策の実施 

 

(5) 指定公共機関 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

日本郵便株式会社 

中国支社 

1 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

2 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

3 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

4 被災者救助団体に対するお年玉葉書等寄附金の配分 

5 被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料金免

除 

6 為替貯金業務及び簡易保険業務の非常取扱い 

7 簡易保険福祉事業団に対する災害救助活動の要請 

8 被災地域の地方公共団体に対する簡保積立金の短期融資 

西日本旅客鉄道株式会社 

日本貨物鉄道株式会社 

1 鉄道による緊急輸送の確保 

2 鉄道の安全管理及び事故対策 

西日本電信電話株式

会社島根支店 

1 電気通信施設の防災管理及び応急復旧 

2 緊急を要する電報及び電話通話の取扱い 

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

ｽﾞ株式会社 
電気通信施設の防災管理及び応急復旧 

株式会社ＮＴＴドコモ中国支社 島根支店 

1  電気通信施設、設備の整備及び防災管理 

2 災害非常通信の確保 

3 被災電気通信施設、設備の応急復旧 

ＫＤＤＩ株式会社 電気通信施設の防災管理及び応急復旧 

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社 電気通信施設の防災管理及び応急復旧 

楽天モバイル株式会

社 
電気通信施設の防災管理及び応急復旧 

日本銀行 

1  銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節 

2  資金決済の円滑な確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

3  金融機関の業務運営の確保に係る措置 

4  金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

5  各種措置に関する広報 

日本赤十字社 

1 医療、助産等救助保護の実施 

2 避難所等における救援物資配布、こころのケア等の避難所運営支援 

3 災害救助等の協力奉仕者の連絡調整 

4 義援金等の受付 

国立病院機構 

中国四国グループ 
医療、助産等救護活動の実施 

日本放送協会 

1 気象等の予報及び警報等の放送 

2 災害応急対策等の周知徹底 

3 その他災害に関する広報活動 

西日本高速道路株式

会社 

1 道路等の防災管理及び災害復旧 

2 災害救助、水防、消防活動等災害緊急車両の通行に伴う料金徴収の免

除の取扱い 
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機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

日本通運株式会社 

福山通運株式会社 

佐川急便株式会社 

ヤマト運輸株式会社 

西濃運輸株式会社 

陸路による緊急輸送の確保 

中国電力株式会社 

中国電力ネットワーク

株式会社 

1 ダム施設等の防災管理及び災害復旧 

2 電力供給の確保 

 

(6) 指定地方公共機関 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

隠岐汽船株式会社 
1 海上における緊急輸送の確保 

2 運行船舶の安全管理及び事故対策 

一畑電車株式会社 
1 鉄道による緊急輸送の確保 

2 鉄道の安全管理及び事故対策 

一畑バス株式会社 
1 陸路による緊急輸送の確保 

2 運行車両等の安全管理及び事故対策 

株式会社山陰放送 
山陰中央テレビジョン放送株式会社 
日本海テレビジョン放送株式会社 
株式会社エフエム山陰 

1 気象等の予報及び警報等の放送 

2 災害応急対策の周知徹底 

3 その他災害に関する広報活動 

山陰ケーブルビジョン株式会社 
1 有線テレビジョンによる災害時の情報提供 

2 その他災害に関する広報活動 

島根県医師会 

島根県看護協会 
災害時における医療救護活動の実施 

島根県ＬＰガス協会 
1 ＬＰガス施設の防災管理と災害復旧 

2 ＬＰガスの供給 

島根県トラック協会 陸路による緊急輸送の確保 

 

(7) その他の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

境港管理組合 境港の防災管理と災害復旧 

土地改良区 水門、水路、ため池、排水機場等の施設の防災管理及び災害復旧 

全国農業協同組合連

合会島根事務所 

1 緊急物資の調達 

2 陸路による緊急輸送の協力 

農業協同組合 
1 共同利用施設の災害応急対策及び復旧 

2 被災組合員に対する融資その他緊急措置に関する協力 

森林組合 
1 共同利用施設の災害応急対策及び復旧 

2 被災組合員に対する融資又はあっせん 
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機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

漁業協同組合ＪＦし

まね 

1 災害時における漁業無線による情報伝達 

2 漁船による緊急輸送の実施 

3 油流出等の防除方針決定への参画 

4 油流出等事故による風評対策 

漁業協同組合 

1 共同利用施設の災害応急対策及び復旧 

2 被災組合員に対する融資又はあっせん 

3 有線放送施設の利用による公共団体の行う災害対策への協力 

4 流出油等の防除 

5 流出油事故により被害を受けた組合員の補償請求対策 

島根県水難救済会 海上における緊急輸送の協力 

商工会議所 

商工会等 

1 物価安定についての協力、徹底 

2 救助用物資、復旧資材の確保についての協力、あっせん 

病院等経営者 負傷者等の医療、助産、救護についての協力 

松江市医師会 災害時における医療救護活動の実施 

建設業協会等 
1 水防、緊急輸送、救助･救出、災害廃棄物の処理についての協力 

2 重機等資機材確保についての協力 

一般運輸業者 緊急輸送等、各種物資の輸送に対する協力 

ダム施設の管理者 ダム等施設の防災管理 

ため池管理者 農業用ため池等の防災管理 

松江市社会福祉協議会 
1 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の融資 

2 ボランティア活動についての協力 

社会福祉施設経営者 被災者の保護についての協力 

金融機関 被災事業者等に対する資金融資その他緊急措置に関する協力 

学校法人 
1 応急教育対策及び被災施設の災害復旧 

2 被災者の一時受け入れ等応急措置についての協力 

重要文化財の管理者 重要文化財等の防災管理 

危険物等の管理者 危険物等の保安措置 

都市ガス関係機関 
1 ガス施設等の防災管理と災害復旧 

2 都市ガスの供給 

ＬＰガス取扱機関 
1 ＬＰガス施設の防災管理と災害復旧 

2 ＬＰガスの供給 

 

２ 国、県、市、指定公共機関・指定地方公共機関、市民及び事業所の責務 

(1) 国の責務 

国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災基本計画等を作成し、実施

するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等における業務の総合調整を行い、災

害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。 

また、県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行われるよう、勧告し、指導し、助言し、そ

の他適切な措置をとらなければならない。 
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(2) 県の責務 

県は、県の地域並びに県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方

公共団体の協力を得て、地域防災計画を作成し、実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関に

おける業務の総合調整を行わなければならない。 

(3) 市の責務 

市は、基礎的な地方公共団体として、市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護

するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、地域防災計画を作成し、実施する。 

また、消防機関、水防隊及び自主防災組織等の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進

を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するよう努めるとともに、消防機関、水防隊等は

相互に協力しなければならない。 

(4) 指定公共機関及び指定地方公共機関の責務 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、防災業務計画を作成・実施し、県又は市町村の地域防災

計画の実施が円滑に行われるよう協力する。 

また、その業務の公共性又は公益性に鑑み、それぞれその業務を通じて防災に寄与しなければな

らない。 

(5)市民及び事業所の責務  

 

ア 市民の責務 

 「自らの身の安全は、自ら守る」のが防災の基本であり、市民はこの観点に立ち、日頃から自主的

に災害等に備える必要がある。 

 市民は、食品、飲料水その他の生活必需品の備蓄に努めるとともに、防災訓練その他の自発的な防

災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承等により防災に寄与するように努めなけれ

ばならない。 

 市民は、災害に際して、被害を未然に防止しあるいは最小限にとどめるため、警戒・避難活動、救

出・救助活動等において相互に協力するとともに、市が実施する防災業務について自発的に協力し、

市民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。 

  

 

 イ 事業所の責務 

 食料、飲料水、生活必需品又は役務を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企

業は、災害時においても事業活動を継続的に実施するとともに、国、県、市町村が実施する防災施

策に協力するよう努めなければならない。 

 事業所の事業者（管理者）は、市及び関係機関が実施する防災業務に協力するとともに、事業の実

施に際しては、従業員や顧客の安全を守りながら、経済活動の維持、地域への貢献等の役割を果た

す等、その社会的責務を自覚し、災害を防止するため最大限の努力を払わなくてはならない。また、

事業者は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動すること

のないよう、テレワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適

切な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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第１節　災害予防 
 

本市は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律上の防除措置、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律上の回収処理に係る責務はないものの、港湾法及び漁港漁場整備法の港湾・漁港管理者として

の責務を有し、かつ地方自治法及び災害対策基本法の一般防災上の責務を有している。したがって、

流出油事故による災害を未然に防ぐとともに災害発生時に効果的に対応できるよう、流出油事故の覚

知・評価、油防除並びに回収油の輸送・処理等の実施体制を次のとおり整備する。 

 

１　油防除実施体制の充実強化 ....【防災危機管理課、水産振興課、環境エネルギー課、河川課、上下水道局】 

(1) 覚知及び初期評価体制の充実強化 

県をはじめ、各関係機関が行う覚知及び初期評価活動が円滑に実施されるよう配慮し、協力する。 

 

(2) 油防除（除去）体制の充実強化 

ア 防災関係機関相互の連絡体制の整備 

· 県、第八管区海上保安本部、中国地方整備局、自衛隊及び山陰沖排出油防除協議会等の機関相

互の緊密な連携が確保されるよう、役割分担、要請手続、要請内容等についてあらかじめ協議

を行う。 

· 斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会、島根県水質汚濁防止連絡協議会松江支部等と連携を密に

し、災害発生時に即応できるよう、協力体制を整備する。 

イ 広域相互応援体制の整備 

大規模な流出油事故の発生時には、市単独では対応できない事態が想定されるため、他地域から

の応援又は他地域への応援を必要とする場合に備え、県内外の広域相互応援体制を整える。 

ウ 防除資機材の整備 

油防除（除去）活動には、次の表に掲げるような多くの資機材が必要となる。そこで、県をはじ

め、第八管区海上保安本部、国土交通省中国地方整備局、山陰沖排出油防除協議会及び漁業協同組

合等と調整のうえ、流出油事故時にこれらを迅速かつ的確に確保するために、連携して必要な資機

材の備蓄を推進する。特に、沿岸への漂着油の除去、回収が主な応急対策となることから、過去の

流出油事故時にニーズの高かった表中に＊印を付した品目の整備に努める。 

また、災害時に必要な資機材の把握、要請、輸送、管理、配分等の実施方法について関係機関間で

十分協議し、資機材を保有する機関や事業者からの調達が円滑に行える体制を整備する。 

 

 

エ 地元住民、ボランティア等防除作業実施者の健康安全確保対策 

災害発生時に作業現場への周知を円滑に図れるよう、健康安全確保のための体制整備に努める。 

 資機材の種類 具体例

 油の拡散を防止するための資機材 オイルフェンス、オイルマット等＊

 油を機械的に回収するための資機材 油回収船、油回収装置等
 油を物理的に回収するための資機材 油吸着剤、油ゲル化剤等
 油の分解を促すための資機材 油処理剤＊

 応急的・補助的に回収するための資機材 ひしゃく、たも、バケツ等＊

 回収した油を一時貯留するための資機材 ドラム缶等＊

 漂着した油の清掃のための資機材 高圧温水清浄機、ふるい等
 活動要員をサポートするための資機材 活動記録用のカメラ、マスク、作業着、手袋等
 輸送用の資機材 船舶、車両等
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２　被害回復対策等の充実強化 ....【防災危機管理課、水産振興課、環境エネルギー課、河川課、上下水道局】 

(1) 環境対策の充実強化 

ア 環境対策に係る情報及び知見の収集・整理 

流出油事故による環境への影響に関する情報及び知見を収集し、事故発生時の環境影響調査及び

評価に活用できるよう、整理しておくとともに、環境対策の実施に当たって、専門家による情報提

供、助言等を迅速に得られるようあらかじめ専門家に関する情報を収集・整理しておく。 

また、これらの情報及び知見を関係機関間で有効に活用できるように、その共有化に努める。 

イ 水鳥救護対策の充実 

油により汚染された水鳥の捕獲、搬送、洗浄、治療、リハビリテーション、放鳥までの水鳥救護活

動が適切に実施されるよう、捕獲・搬送体制、洗浄・治療の場の確保、汚染水鳥の取り扱い方等につ

いて、県、獣医師会その他の関係団体と協議し、水鳥救護対策の充実を図る。 

ウ 環境省等の実施する研修等への参加 

環境省等が実施する環境対策に関連する研修等への職員の参加について検討する。 

 

(2) 風評対策の充実強化 

ア 基礎データの収集 

事故発生後の調査結果と効果的に比較することができるよう、市内水産物の市場における取扱

量・価格・各観光地における観光入り込み客数等の情報を収集し、整理しておく。 

イ 関係機関との連携体制の確立 

災害発生時に関係機関が一体となって風評対策を実施することができるよう、農業関係者、漁業

関係者、商工観光業関係者、報道機関等との連携体制を確立しておく。 

 

(3) 補償体制の充実強化 

県の収集する、油濁損害に対する補償制度に関する情報（補償制度の概要、請求先、請求手続、補償

対象となる費用等）について、県の指導に基づき、農業関係者、漁業関係者、商工観光業関係者等の関

係機関等への周知を図る。 

 

３　防災知識の普及・啓発及び防災訓練 ........................................................ 【防災危機管理課、消防本部】 

(1) 防災研修への参加の検討 

流出油事故発生時には、市職員も防除作業に関わることとなるため、必要な知識等を修得しておく

必要がある。このため、一般財団法人海上災害防止センター等が実施する各種研修へ職員を参加させ

ることについて検討し、人材の育成に努める。 

 

(2) 油防除（除去）に係る訓練への協力 

県及び関係機関が協力して実施する油防除（除去）に係る総合的な防災訓練（オイルマットを使っ

た訓練、県防災情報システムによる情報伝達訓練、図上訓練等）が円滑に実施されるよう配慮する。 
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第２節　災害応急対策 

 

１　災害応急活動体制の確立 ........ 【防災危機管理課、水産振興課、環境エネルギー課、河川課、上下水道局】 

本計画において想定する流出油事故が発生した場合、その影響が複数の市町村の沿岸や河川敷等広

域にわたり、また、地元住民やボランティアも含む数多くの機関、団体が関与することとなる。 

したがって、収集・連絡された情報に基づき、迅速かつ的確に応急処置を実施できるよう、直ちに

必要な活動体制をとるとともに、県をはじめとする各防災関係機関との緊密な連携の確保に努める。 

流出油災害が発生した時の主な応急対策活動である「流出油回収」の基本的な流れを次に示す。 

 

図：流出油回収の基本的な流れ 

 
 

２　災害情報の収集・伝達 ...................................................................【防災危機管理課、政策企画課、各支所】 

海洋における流出の場合、船舶の種類、船主の明確性の有無により、防除措置義務者、防除費用の

負担者、漂着した油の廃棄物としての処理･処分責任者、処理費用負担等に違いがあるので、原因者の

特定、漂着範囲、汚染程度の確認等を迅速に行う必要がある。よって、第八管区海上保安本部、国土交

通省中国地方整備局、県及びその他関係機関と連携し、迅速かつ的確な情報の収集・伝達を行う。 

 

(1) 事故情報の収集・伝達系統 

ア 事故情報の収集・把握 

関係機関と相互に連携を図りながら、流出した油の種類と性状、油の流出量、流出油の状況（瞬間

流出、一定時間の流出又は流出が止まっているかどうか。）、油の風化の程度及び汚染域を把握する

とともに、周辺の地勢及び気象海象状況についても把握する。 

市においては特に、海岸の巡視と、事故状況及び被害状況等の情報収集に努める。 

油の流出

気象・海象等周辺環境 
流出油の性状、量等 
拡散・漂流

（海上）第八管区海上保安本部 
（河川）県、国土交通省中国地方整備局

【初期評価】
現状把握

油の拡散、漂流予測の活用

対応方針の決定・伝達

資機材の調達

物理的回収機械的回収 応急的・補助的回収

ひしゃく・バケツ等油吸着剤、油ゲル化剤等油回収船、油回収装置

一時貯留

搬送

処分

回収処理
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イ 収集伝達系統 

流出油事故情報の収集・伝達系統は、海洋における場合、河川・湖沼における場合それぞれについ

て、本ページ及び次ページに記載のとおり定める。なお、情報の収集伝達に当たっては、原則とし

て県総合防災情報システムを使用するが、同システムが使用できない場合は、その状況下において

最も迅速かつ確実な手段（電話又はファックス等）を使用する。 

図：海洋における流出油事故における情報収集･伝達系統（山陰沖排出油防除協議会ルート） 

 

中国地方整備局境港・空港整備事務所　0859-42-3145（0859-42-3173）

陸上自衛隊第八普通科連隊　　　　　　0859-29-2161（0859-29-2161） 
陸上自衛隊第 13 偵察戦闘大隊　　　　 0853-21-1045（0853-21-5975） 
海上自衛隊舞鶴地方総監部　　　　　　0773-62-2250（0773-64-3609）

中運輸局鳥取運輸支局（境庁舎）　　　0859-42-2169（0859-42-2160） 
中国運輸局島根運輸支局　　　　　　　0852-38-8310（0852-37-2030）

大阪管区気象台　　　　　　　　　　　06-6949-6539（06-6949-6079） 
鳥取地方気象台　　　　　　　　　　　0857-29-1313（0857-23-8646） 
松江地方気象台　　　　　　　　　　　0852-22-3784（0852-22-3827）

鳥取県警察本部 
0857-23-0111（0857-23-0111）

鳥取県 
0857-26-7878（0857-26-8137）

境港管理組合 
0859-42-3705（0859-42-3735）

西郷港流出油等防除協議会 
08512-2-4999（08512-2-4999） 

鳥取県漁業協同組合 
0857-28-0111（0857-28-7060）

海水油濁処理協力機構境港支部 
0859-42-4311（0859-42-4314）

浜田港運株式会社 
0855-27-0072（0855-27-3409）

島根県港湾漁港建設協会 
0852-23-1055（0852-23-8977）

漁業協同組合ＪＦしまね 
0852-21-0001（0852-27-6130）

境港海陸運送株式会社 
0859-44-8406（0859-47-0099）

鳥取県港湾建設協会 
0857-22-7263（0857-27-9539）

中国電力株式会社 
島根原子力発電所 
050-5521-9027（0852-82-3017）

中国電力株式会社 
三隅発電所 
0855-32-2139（0855-32-2583）

公益財団法人しまね海洋館 
0855-28-3611（0855-28-3610）

石見地区排出油等防除協議会 
0855-27-0771（0855-27-0863） 

境港災害対策協議会 
0859-42-2531（0859-42-2533） 
 

島根県警察本部 
0852-26-0110（0852-26-0110） 

神戸税関境税関支署　　　　　　　　　0859-42-3806（0859-42-2450） 
神戸税関浜田税関支署　　　　　　　　0855-27-0366（0855-27-4180）

山陰沖排出油防除協議会 
（第八管区海上保安本部） 
0773-76-4100（0773-76-4100）

関係各課･支庁･県土整備事務所等

市町村・関係機関

総務省消防庁 
平日(9:30～18:15) 
03-5253-7527（03-5253-7537） 
平日(18:15～9:30)・休日 
03-5253-7777（03-5253-7553） 

島根県知事（防災危機管理課） 
0852-22-5885（0852-22-5930） 
＊休日・夜間（危機管理当直） 

0852-22-5885

＊図中、組織・団体名の下に電話番号及びＦＡＸ番号（カッコ内）を明記
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図：河川、湖沼における流出油事故情報の収集伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　３　流出油に対する応急対策 ...............【防災危機管理課、広報課、商工企画課、水産振興課、観光振興課、 
健康福祉総務課、健康推進課、こども家庭支援課、環境エネルギー課、河川課、各支所、上下水道局、市立病院】 

　 

流出した原油又は重油は時間とともに拡散・風化し、作業が広範囲に及ぶだけでなく、回収しなけ

ればならない量も 2～3倍に増えるため、第八管区海上保安本部、国土交通省中国地方整備局等と連携

し、初動段階において有効な防除勢力の先制集中を図る。 

なお、以下は海洋における流出油事故の場合を想定したものであるが、河川・湖沼における流出油

事故の場合はこれに準じて行う。 

(1) 初期評価 

国土交通省 流域市町村 海上保安部 警察署 保健所 消防署 西日本高速道路(株)県土整備事務所

第一発見者 
・流域住民　　　　 　・漁業協同組合 
・沿川パトロール　 　・河川モニター　 　　・その他

鳥取県警察本部 
生活環境課

境海上保安部 
0859-42-2531 

(0859-42-2533)

警察署

水質汚濁防止連絡協議会 
国土交通省出雲河川事務所 
管理第一課・流域治水課 

管理第一課 0853-20-1765(0853-22-6117) 
流域治水課 0853-20-1763(0853-21-2878)

鳥取県西部総合事務所 
県土整備事務所

鳥取県河川砂防課

鳥取県内 
市町村 環境政策課

国土交通省出雲河川事務所　中海・大橋川・平田出張所 
中海 0854-23-7433　大橋川 0852-22-2280　平田 0853-63-2524

国土交通省中国地方整備局　河川管理課 
082-511-6267　(082-227-2762)

国土交通省水管理・国土保全局　河川環境課 
03-3523-8447　(03-5253-1603) 島根県企業局 

施設課 
0852-22-6646 
(0852-22-5679)

島根県警察本部 
生活環境課 

0852-26-0110(内 3196)

保健所

島根県内市町村

島根県内消防署

県土整備事務所等

中国電力(株)

島根県企業局 
東部事務所

島根県環境政策課 
0852-22-5562 
(0852-25-3830)

島根県防災危機管理課 
0852-22-5885 
(0852-22-5930)

島根県薬事衛生課 
0852-22-5263 
(0852-22-6041)

島根県水産課 
0852-22-5950 
(0852-22-5929)

発信元

発信者

＊図中、組織・団体名の下に電話番号及びＦＡＸ番号（カッコ内）を明記

協議会機関

その他の機関

必ず連絡するライン

必に応じて連絡

確認のためのライン

島根県河川課 
0852-22-5529 
(0852-22-5681)

島根県県土整備事務所
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第八管区海上保安本部及び県の行う流出油事故の現状把握及び防除方針の決定に基づき、以下の

対策を講ずる。 

 

(2) 流出油の防除 

ア 流出油の回収方法等 

 

イ 市における活動 

関係機関の協議により決定された除去方針を踏まえ、消防本部、警察機関、漁業協同組合、地元住

民、ボランティア及び自衛隊の災害派遣部隊等との共同により、概ね次に掲げる活動を行う。 

(ｱ) 沿岸の監視 

(ｲ) 沿岸での除去活動の実施 

(ｳ) 回収油の一時集積場所への貯留 

(ｴ) 除去活動情報の収集及び県への伝達 

なお、手袋、作業着、ひしゃく等の消耗品は市の備蓄品又は市の行う調達により対応することと

するが、不足するものについては県へ要請する。 

ウ 海上保安庁長官からの防除要請への対応 

海上保安庁長官から市長に対し海域における防除要請があった場合には、必要な支援体制を整え、

相互に連携を図りながら油防除を実施する。この場合において、第八管区海上保安本部は、流出油

状況に関する情報をもとに回収範囲と役割分担の調整を図る。 

エ 医療救護活動 

県、医師会、島根県看護協会及び日本赤十字社島根県支部と連携を図り、傷病者等の発生状況に

ついて情報収集を行い、除去作業者の安全・健康の保持を図るため、漁港、港湾等の防除活動の拠

点において医師、看護師等の派遣による救護所の設置、健康相談の実施等の措置をとる。 

オ ボランティア活動の支援 

事故発生直後から、県及びボランティア関係団体と連絡を密にし、ボランティア活動のニーズ、

活動状況、留意事項等の情報収集に努めるとともに、活動を支援するため必要な対策を実施する。 

カ 義援物資の募集、配分等 

義援物資については、県が市から報告される活動情報等により被災地のニーズを集約し、必要が

あると認められるときは、一般に募集する。 

キ 活動状況等の情報の共有化 

県、第八管区海上保安本部及び関係機関等との間で流出油防除連絡会議を適宜開催し、事故情報、

流出油の漂流状況・回収状況・防除方針、関係機関の活動状況等について情報の共有化を図る。 

 

 

(3) 回収油の運搬・処理 

ア 回収油の位置付け 

一時保管場所等に集積された廃油等については、船舶所有者等が運送活動に伴い排出した産業廃

棄物として取り扱われるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理基準に従い、

 

回 収 方 法

流出量の種類、性状、経時変化の状況及び気象海象に応じて、次に掲げる回収方

法のうち最も効果的な方法により実施する。 

1 機械的回収（油回収船、油回収装置等） 

2 物理的回収（油吸着材、油ゲル化剤、高粘度油回収ネット等） 

3 応急的・補助的回収（ひしゃく、バケツ、ガット船、バキューム車等）

 
回収船・防除

資機材の確保

· 防除作業に必要な回収船、防除資機材に関する情報を把握のうえ県及び関係

機関に提供し、県及び関係機関が行う回収船、防除資機材の確保に協力する。 

· 県で調達可能な回収船、防除資機材について、県より情報提供を受ける。
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適切に処理を行う。 

イ 油処理に関する情報の収集提供 

県の行う回収油等の量や処理作業の状況把握、回収油等の貯留・搬送に従事可能な事業者に関す

る情報提供、回収油等の処理施設及び受け入れ可能量等に関する情報提供等に協力する。 

ウ 漂着油の回収・処理方法 

· 海岸に漂着した油については、回収油の性状（油だけのもの、油が付着した砂、油の付着した資

機材等）によって処理の方法（焼却、埋立等）が異なるため、専門家による指導・助言を得て、

効率及び処理方法を考慮したうえで回収方法を決定する。 

· 漂着油が付着した砂の重機による回収は、回収後の処分が困難となることに留意する。 

エ 回収油の保管方法 

· ドラム缶等の集積保管場所については、回収後の運般方法及び産業廃棄物処理施設への搬出方

法（車両、鉄道又は船舶）並びに近隣地域住民の生活環境の保全等を考慮し選定する。 

· ドラム缶により保管する場合は、飛散流出、地下浸透及び揮発の防止並びに運搬中の流出防止

のため、ふたを閉める等により密閉する。 

· 気象条件等によっては集積保管場所から処分先への搬出が計画どおりに進まず時間を要するた

め、あらかじめ十分な保管場所を確保する必要がある。 

オ 再生利用の検討 

回収された廃油や油混じりの砂等で、再生利用が可能なものについては再生利用に努める。 

 

(4) 環境対策 

ア 環境対策の実施 

· 初期評価の段階から水質・底質・水産資源・水鳥、植生等に関する総合的な環境対策検討委員会

を県及び関係機関とともに設置し、事故の影響の実態把握、環境復旧対策、野生生物救護対策、

史跡名勝天然記念物対策等の方針を決定し、環境対策を実施する。 

· 環境対策の実施に当たっては、専門家による指導・助言等の活用を図る。 

イ 健康調査の実施 

油の漂着直後は、油の揮発性成分の異臭による健康への影響が考えられるため、住民、ボランテ

ィア等の防除活動従事者に対する健康調査を実施するとともに、大気調査を実施する。 

ウ 県・国との連携 

環境調査に当たっては、県及び国が実施する調査との連携を密に図る。 

 

(5) 風評対策 

ア 連絡会議の設置 

風評による観光客離れ、水産物の消費者離れ等を防止するため、事故発生直後から漁業関係者、

商工観光業関係者、報道機関等の協力を得て風評対策連絡会議を設置し、対策の方針を決定する。 

イ 風評対策の実施 

流出油風評対策連絡会議において決定された対策方針に基づき、次に示す活動を実施する。 

(ｱ) 風評の発生予想（初期段階） 

(ｲ) 風評の実態把握 

(ｳ) 風評による観光、消費への影響調査 

(ｴ) 風評に対応するため客観的資料の収集 

(ｵ) 風評による被害を被った中小企業、漁業者等に対する緊急融資 

(ｶ) 報道機関を通じたキャンペーン活動等 

 

 

(6) 補償対策 
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ア 関係機関における対応 

· 漁業関係者、商工観光業関係者等とともに、県、海事鑑定人、保険会社、国際油濁補償基金等か

ら情報を収集し、作業内容及び経費の把握と写真等の証拠書類の整備を行い、補償請求を実施

する。 

· 必要な場合には、県、海事鑑定人等に対し、説明会の開催を求める。 

· 補償の早期実現を図るため、できる限り早期に請求を行うよう努める。 

イ 関係機関の連携 

県、漁業関係者、商工観光業関係者等と連携し、補償対策に関する情報交換、補償請求の請求方針

等の確認を行う。必要に応じて、海事鑑定人、国際油濁補償基金代理人又は委任弁護士の出席を求

める。 

 

(7) 災害広報等 

ア 情報通信活動 

(ｱ) 各種情報の収集・整理 

· 情報収集系統に混乱が生じないよう配慮のうえ、各種情報を収集・整理する。 

· 発災初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、正確な情報の収集に努める。 

(ｲ) 情報発信 

· 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関等の情報、それぞれの機関

が講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネット、広報紙、

報道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

· 情報の公表及び広報活動の際には、関係機関相互間において相互に連絡をとり実施する。 

イ 関係者等からの問合せに対する対応 

報道機関からの問合せの集中に備え、広報課での対応のほか、各部門の広報責任者を明確にする

ことにより、適切に対応できるよう努める。 
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第３節　災害復旧 

 

１　被害回復活動の推進体制の確立 

油の流出による各種被害からの回復を総合的に推進する必要があると認められるときは、関係部課

により構成する被害回復推進会議を設置し、災害復旧対策の基本方針等を検討する。 

 

２　被災事業者、住民等の復旧支援 .........................................【税務管理課、商工企画課、農林基盤整備課、 
水産振興課、上下水道局】 

 

流出油により被害を受けた漁業関係者、農業関係者、商工観光業関係者、住民等の回復を支援する

ため、総合的な相談窓口を設置し、各種資金の貸付の実施等、必要に応じた租税の徴収猶予又は減免

措置を実施する。 

 

３　被災公共施設等の復旧 .......................................................................... 【水産振興課、河川課、上下水道局】 

· 国及び県と協力し、被災した漁港施設、港湾施設、海岸施設、河川管理施設等公共施設の復旧事業

を迅速かつ円滑に行う。 

· 復旧に当たっては、可能な限り復旧予定時期を明示するとともに、環境に配慮しつつ、必要な措

置を講じる。 

 

４　事後の監視等の実施 ..................【防災危機管理課、水産振興課、環境エネルギー課、河川課、上下水道局】 

· 流出油の防除措置終了後においても、防災関係機関と連携のうえ、必要に応じてパトロール、環

境影響調査、財産の被害の調査等を実施する。 

· 流出油事故による生態系等環境への影響は、回復に長期間を要す場合があるため、水質、底質、野

生生物等への影響の調査を段階的・継続的に実施し、必要に応じて適切な措置を講じる。 
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第１節　災害予防 
 

船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難・水難事故の発生による多数の遭難

者、行方不明者、死傷者等の発生を未然に防ぐため、海難・水難防止活動を推進するとともに、事故

発生時の効果的な応急対策に備えるため、情報収集・伝達体制や民間救助組織の活用等を含む応急活

動体制の整備、資機材の整備等、基本的な対策を推進する。 

 

１ 海難・水難防止の推進 ................................................【防災危機管理課、消防本部】 

要救助海難の発生原因を見ると、見張り不十分、操船不適切等の運航の過誤や機関取扱不良といっ

た人為的要因によるものが大半を占めている。このような要因による海難等を防止するため、海難等

防止思想の普及・高揚並びに海難等防止に関する知識・技能の習得及び向上を図る。 

 

(1) 海難・水難等防止思想の普及 

第八管区海上保安本部等の船舶安全運航対策の関係機関の実施又は開催する訪船指導、海難防止講

習会、海難防止強調運動及び自動繰舵海難防止運動等と連携し、海難等防止思想の普及に努める。 

 

(2) 海上・湖上交通環境の整備 

管轄海域及び港湾・漁港内における海上交通の安全性向上のため、県及び第八管区海上保安本部が

行う防波堤、航路等の整備にあたり、必要な協力を行う。 

 

(3) 運航管理規程等の作成 

海上運送事業者に対し、海上運送法（昭和 24 年法律第 187 号）第 10 条の 2の規定に基づき、運航

管理規程を作成し、運航管理者の選任等船舶の運航管理組織並びに実施の基準及び手続に関する事項

その他輸送の安全を確保するため事業者及び従業員が遵守すべき事項を定めるよう指導する。 

 

(4) 船内の巡視 

海上運送事業者は、「火災予防船内巡視実施要項」に基づき、毎航海出港直後及び航海中の一定時期

に火災予防船内巡視を実施し、火災の予防及び早期発見に努める。 

 

２ 災害情報の収集・伝達体制の整備 .................. 【防災危機管理課、デジタル戦略課、消防本部】 

(1) 情報通信設備の整備 

県、第八管区海上保安本部及び防災関係機関の行う航空機、巡視船等の多様な情報収集手段を活用

できる体制の整備、画像情報の収集・連絡システムの整備に協力する。 

 
(2) 県総合防災情報システムの活用 

県総合防災情報システムの使用方法等について習熟を図る。 

 

３ 災害応急活動体制の整備 ............................................. 【防災危機管理課、消防本部】 

· 職員の非常参集体制の整備を図るとともに、初動体制、登庁までの協議体制、災害対策本部室等の

設置要領等を事前に整備しておく。 

· 必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知するとともに、活動手順、使用する
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資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底を図る。 

 

４ 資機材の整備 .......................................................... 【防災危機管理課、消防本部】 

· 捜索活動を実施するため、救急車、照明車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材

の整備に努める。 

· 災害時における必要な資機材等の調達の円滑を図るため、調達先の確認等の措置を講じておく。 

 

５ 防災訓練 ................................................................【防災危機管理課、消防本部】 

(1) 総合防災訓練 

県及び第八管区海上保安本部、日本水難救済会、運送事業者等の関係機関と連携し、水難事故発生

時における初期活動訓練や、水難事故を想定した総合防災訓練等が円滑に実施されるよう配慮する。 

 

(2) 防災訓練の事後評価 

防災訓練実施後は、関係機関等訓練参加者の意見を収集する等の方法により、成果及び問題点を点

検・評価し、これらの検討結果に基づき防災体制や防災活動要領等の改善について検討を行う。 
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第２節　災害応急対策 
 

大規模な海難等事故が発生した場合、事故の発生場所や時間帯等によって様々な防災活動需要や活

動上の制約が生ずるため、直ちに必要な活動体制をとるとともに、防災関係機関との間で緊密な連携

の確保に努める。 

 

１ 災害情報の収集・伝達 ......................................【防災危機管理課、政策企画課、各支所】 

· 第八管区海上保安本部、県、海上運送事業者及び防災関係機関と協力し、災害応急対策を適切に実

施するため相互に密接な連携のもとに、迅速かつ的確な災害情報の収集、伝達に努める。 

· 関係機関及び海上運送事業者は、事前に定められた情報収集・伝達体制の確立要領に従い、保有し

ている情報伝達手段を効果的に確保・運用し、各種災害情報を収集・伝達する。 

 

２ 災害応急活動体制の確立 ....................................................... 【防災危機管理課】 

(1) 市の活動体制 

· 迅速かつ的確な応急措置の実施のため、災害対策本部の設置等必要な体制を速やかに確立する。 

· 災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報を行う。 

 

(2) 海上・湖上運送事業者の活動体制 

運航管理規程及び事故処理基準に基づき、事故処理を迅速かつ適切に実施し人命の安全の確保と損

害の極限を図るとともに、職員の非常参集等必要な体制をとる。 

 

３ 海難・水難救助等及び消火活動 ..................................... 【防災危機管理課、消防本部】 

(1) 海難救助等 

ア 捜索救助 

県警察本部及び第八管区海上保安本部が実施する捜索救助に対し、必要な協力を行う。 

イ 水難救護 

遭難船舶の救助は海上保安官署において実施するほか、水難救護法に基づき概ね次のとおり行う。 

 

ウ 医療救護 

医師会、日本赤十字社島根県支部及び県と連携を図りながら、海傷病者等の発生状況について情

報収集を行い、医師、看護師等の派遣による救護所の設置、健康相談の実施等を行う。 

 

 

 実施責任者 遭難船舶の救護は、水難救護法第 3条に基づき市長が行う。

 
発 見 者 の 

措 置

遭難船舶のあることを発見した者は水難救護法第 2条に基づき市長、警察官又は

海上保安官に通報し、通報を受けた警察官又は海上保安官は直ちに市長に通知す

る。

 
市長の措置

遭難船舶のあることを認知した市長は、直ちに現場に臨み必要な処分を行うとと

もに、警察官及び海上保安官に通報する。

 
応 援

市長は自ら水難救護を行うとともに、必要に応じて警察機関、海上保安官署、（社）

水難救済会救難所、隣接市町、海上輸送関係機関及び県等に応援を要請する。
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(2) 消火活動 

ア 船舶火災の協力措置 

船舶火災が発生した場合、海上保安官署及び消防本部は「海上保安庁の機関と消防本部との業務

協定の締結に関する覚書（昭和 43年 3月 29 日）」に基づき、次の分担により相互に協力し行う。 

 
イ 連絡調整 

消火活動の効果的な実施のため、海上保安官署と消防本部は概ね次の事項につき連絡調整を行う。 

(ｱ) 必要資機材の保有状況等、あらかじめ掌握しておくことが必要な資料及び情報の交換 

(ｲ) 消火活動要領及び連絡周知系統の作成 

(ｳ) 必要資機材の集中使用の計画実施 

(ｴ) 必要資機材の整備の促進 

ウ 他の消防本部に対する応援要請 

· 単独の消防力で火災の防御が困難な場合には、県内の他の市町村・消防一部事務組合に対し、

消防機関による応援の要請をする。 

· 火災に関する情報を収集した結果、県内の消防力を結集しても火災の防御が困難であると認め
られる場合は、消防組織法第 44 条の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊や他の
都道府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣を求めるよう知事に要請する。 

４ 海上交通の確保 

· 海上保安機関は、船舶交通の危険が生じ又は生ずるおそれのあるときは、航行の制限又は禁止、航

行船舶の火気使用禁止、港内在泊船舶に対する移動命令、その他必要な交通規制を行う。 

· 海上保安機関は、海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ又は生ず

るおそれのあるときは、速やかに必要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者等に対し、これら

の除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ又は勧告する。 

 

５ 災害広報等 ............................................................... 【防災危機管理課、広報課】 

(1) 情報通信活動 

ア 各種情報の収集・整理 

· 情報収集系統に混乱が生じないよう配慮のうえ、海上事案にあっては第八管区海上保安本部を

中心に、各種情報を収集・整理する。 

· 発災初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、正確な情報の収集に努める。 

イ 情報発信 

· 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関等の情報、それぞれの機関が

講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネット、広報紙、報

道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

· 情報の公表及び広報活動の際には、関係機関相互間において相互に連絡をとり実施する。 

 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

報道機関からの問合せの集中に備え、広報課での対応のほか、各部門の広報責任者を明確にするこ

とにより、適切に対応できるよう努める。

 
消 防 本 部

1 ふ頭又は岸壁に係留された船舶及び上架又は入渠中の船舶 

2 河川、湖沼における船

 海上保安官署 その他の船舶
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第１節　災害予防 
 

県及び関係機関と協力して、情報収集・伝達体制や応急活動体制の整備、資機材の整備等基本的な

対策を推進し、航空災害発生時の効果的な応急対策に備える。 

 

１ 災害情報の収集・伝達体制の整備 .................. 【防災危機管理課、デジタル戦略課、消防本部】 

(1) 情報通信設備の整備等 

· 航空災害の発生時に事故の状況等に関する情報を迅速かつ正確に収集するため、無線等の伝達機

器の整備を図るとともに、災害時に的確に使用できるよう、日常業務又は訓練を通じて使用方法

等について習熟を図る。 

· 移動通信系の運用については、通信輻輳時の混信等に留意するため、通信輻輳時及び途絶時を想

定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り入れた実践的通信訓練を定期的に実施する。 

 

(2) 総合防災情報システムの活用 

県総合防災情報システムの使用方法等について習熟を図る。 

 

２ 災害応急活動体制の整備 ............................................. 【防災危機管理課、消防本部】 

航空災害の発生時に効果的な応急対策を実施できるよう、関係機関と連携して防災体制を整備する。 

 

３ 広域応援協力体制の整備 ............................................. 【防災危機管理課、消防本部】 

· 航空機事故発生時には、空港管理事務所、消防本部、警察機関、医療機関、自衛隊、第八管区海上保

安本部、航空会社及び航空関連会社等相互の連携体制が重要であることから、これらの機関と応急

活動及び復旧活動に関し、平常より連携を強化しておく。 

· 所要の資機材の調達等に関する応援体制の充実に努める。 

· 消防本部は、緊急消防援助隊等による人命救助活動等の支援体制の整備に努める。 

 

４ 資機材の整備 .......................................................... 【防災危機管理課、消防本部】 

· 航空災害の発生時には、多くの傷病者を生ずるのが通例であることから、レスポンスタイム（最初

の通報から救難及び消防車両が最初の効果的活動の開始までに要した時間）の短縮が重要であり、

そのために有効な防災装備・資機材（救急車・医薬品等）の整備を推進する。 

· 関係機関は、防災装備や資機材等について、その備蓄状況を消防本部に連絡するとともに、消防及

び医療機関の指導を受ける。 

· 災害時における必要な資機材等の調達の円滑を図るため、調達先の確認等の措置を講じておく。 

 

５ 防災訓練 ......................................................【防災危機管理課、消防本部、市立病院】 

(1) 総合防災訓練 

· 県、空港管理事務所、消防本部、警察機関、医療機関、自衛隊、第八管区海上保安本部、航空会社

及び航空関連会社等と一体となって、初期活動訓練や各防災機関の連携訓練等災害応急対策につ
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いて実践的で実効性のある総合的な防災訓練を実施する。 

· 消防本部は、消防、救急、救助活動の円滑な遂行を図るため、不測の事態を想定し、火災防御訓

練、救助救出・避難誘導訓練等関係機関と一体となった消防訓練を実施する。 

· 災害時の効果的な医療救護活動を実施できるよう、県、医師会、日本赤十字社、薬剤師会等の医療

関係機関が連携して行う医療救護訓練の実施に協力する。 

 

(2) 防災訓練の事後評価 

防災訓練実施後は、関係機関等訓練参加者の意見を収集する等の方法により、成果及び問題点を点

検・評価し、これらの検討結果に基づき防災体制や防災活動要領等の改善について検討を行う。 
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第２節　災害応急対策 
 

空港管理事務所、県及び関係機関と連携し、収集・連絡された情報に基づき、迅速かつ的確に応急

措置を実施することができるよう、直ちに必要な活動体制をとる。 

 

１ 災害情報等の収集・伝達 ................................. 【防災危機管理課、政策企画課、消防本部】 

(1) 情報の収集・伝達系統 

ア 出雲空港の場合 

図：出雲空港管理事務所における情報等の収集・伝達系統 

  ＊図中、組織・団体名の下に電話番号及びＦＡＸ番号（カッコ内）を明記

大阪航空局安全企画・保安対策課
06-6949-6212（06-6949-6218）

大阪航空局出雲空港出張所
0853-72-0129

関西航空地方気象台出雲航空気象観測所
0853-72-4390

第八管区海上保安本部美保航空基地
0859-45-1100

出雲保健所
0853-21-1190

宍道湖漁業協同組合
0852-21-3391

企業警備保障（株）（消防）
0853-72-8230内線540ｲﾝﾀｰﾎﾝ11

島根県土木部港湾空港課
0852-22-5934

（0852-31-6247）

島根県医師会
0852-21-3454

出雲市医師会
0853-21-1131

出雲市消防本部（119番）
0853-21-2119

斐川消防署
0853-72-0800

出雲市交通政策課空港対策室
0853-21-6819

（株）日本航空出雲空港駐在員事務所
0853-72-0001

㈱セノン出雲空港保安隊
日本航空㈱山陰支店
㈱一畑ﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ

島根県防災航空管理所
0853-72-7661

永瀬石油（株）出雲空港サービス
0853-72-0572

出雲空港ターミナルビル（株）
0853-72-7501 （0853-72-4667）

各ビルテナント
(山陰航空事業社、ヤマト運輸含む)

島根県立中央病院
0853-22-5111

島根大学医学部付属病院
0853-23-2111

ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ運航管理室(県立中央病院)
0853-30-6888

ﾌｼﾞﾄﾞﾘｰﾑｴｱﾗｲﾝ
0853-73-8001

㈱ｴｽｴｰｴｽ出雲空港事務所
0853-73-8001

出雲空港管理事務所
0853-72-0224

（0853-72-9732）

航空局総務課危機管理室
03-5253-8700

(株)ＪＡＬエンジニアリング出雲空港整備事業所
企業警備保障㈱（保安）

日本ｴｱｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ㈱出雲駐在

島根県医師会
0852-21-3454

総務省消防庁
平日(9:30～18:15)

03-5253-7527 （03-5253-7537）
平日(18:15～9:30)・休日

03-5253-7777（03-5253-7553）

島根県知事（防災部防災危機管理課）
0852-22-5885 （0852-22-5930）

※休日･夜間（危機管理当直）
0852-22-5885

関係各課・支庁・県土整備事務所等

市町村・関係機関

航空自衛隊美保基地
0859-45-0211（0859-45-0211）

陸上自衛隊出雲駐屯地
0853-21-1045

出雲警察署出雲空港派出所
0853-72-6734

出雲警察署（110番）
0853-24-0110

島根県警察本部航空隊
0853-72-0131

日本赤十字社島根県支部
0852-21-4237
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イ 米子空港（美保飛行場）の場合 

民間航空機の場合は、島根県防災危機管理課のほか、必要に応じ鳥取県（危機管理局危機管理政

策課：0857-26-7064）、鳥取県西部広域行政管理組合消防局（0859-35-1951）等に対し、被害状況等

の確認を行う。 

自衛隊機の場合は、次の系統による。（夜間、祝祭日等の場合は、各機関担当者の携帯電話等連絡

の取れる連絡先） 

　　図：美保飛行場における情報等の収集・伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　※航空自衛隊機による災害及び飛行場の閉鎖等の運用に係ることは、航空自衛隊美保基地渉外室から、

また、陸上自衛隊機による災害は、陸上自衛隊美保分屯地から情報が伝達される。 

 

 

(2) 情報の収集・把握 

· 収集した災害情報、被災情報を県に報告する。 

· 県、ライフライン、公共交通関係機関等が把握する情報を電話、ＦＡＸ等により収集する。 

· 陸上自衛隊又は第八管区海上保安本部等に災害派遣要請を行い、航空機による上空からの目視、

ヘリコプターのテレビ電送システムの活用、船艇を用いた監視等により情報を収集する。 

· 現地災害対策本部を設置したときの派遣職員等から、携帯電話、無線等により情報を収集する。 

 

２ 災害応急活動体制の確立 ....................................................... 【防災危機管理課】 

(1) 市の活動体制の確立 

· 迅速かつ的確な応急措置の実施のため、災害対策本部の設置等必要な体制を速やかに確立する。 

· 災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報を行う。 

 

(2) 県、関係機関及び周辺自治体との応援協力体制の確立 

県、防災関係機関と一致協力して、災害の拡大防止及び被災者の救援救護に努める。 

 

 

３ 救急・救助、医療救護、捜索及び消火活動 ..............................【消防本部、市立病院】 

美 保 基 地 
監 理 部 渉 外 室 
0 8 5 9 - 4 5 - 0 2 1 1 

美 保 分 屯 地 
Ｓ － １ 係 
0 8 5 9 - 4 5 - 0 2 3 0

島 根 県 防 災 部 
防災危機管理課 
0 8 5 2 - 2 2 - 6 4 8 6 

松江市防災部 
防災危機管理課 
0 8 5 2 - 5 5 - 5 1 1 5

松江市八束支所 
地 域 振 興 課 
0 8 5 2 - 5 5 - 5 8 2 0

安 来 市 総 務 部 
防 災 課 
0 8 5 4 - 2 3 - 2 3 7 0

鳥取県地域づくり推進部 
市 町 村 課 
0 8 5 7 - 2 6 - 7 1 1 1 

境 港 市 建 設 部 
都 市 整 備 課 
0 8 5 9 - 4 4 - 2 1 1 1

米子市総合政策部 
地 域 振 興 課 
0 8 5 9 - 2 3 - 5 3 7 0

中国四国防衛局 
美保防衛事務所 
0 8 5 9 - 3 4 - 9 3 6 3
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救急・救助、医療救護活動については、事前に知事と島根県医師会とが締結した「空港医療救護に

関する協定書」に基づき実施する。また、消火救難活動については、出雲空港管理事務所と消防本部

が締結した「空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定書」に基づき実施する。活動に当

たっては、災害の発生場所に応じて初動体制を確立するが、被災地が不明だが墜落の可能性があり捜

索の要請を受けた場合等、状況に応じた体制や指揮系統を確立する。 

 

(1) 救急・救助、医療救護活動 

 

 

(2) 捜索 

· 墜落現場が不明の場合又は航空機の行方が不明になる等航空災害発生のおそれがある場合、消防

本部は県警察本部と協力して、ヘリコプター及び船舶等を活用し捜索活動を実施する。 

· 捜索は、人命危険の大きい場所から順次実施し、生存者等の迅速な発見に努める。 

· 市街地に航空機が墜落した場合は、周辺に飛散した航空機搭載燃料への引火により、大規模市街

地火災に発展する危険があるとともに、民家及び航空機内には多数の要救助者がいることも予想

されるので、覚知と同時に多くの消防隊を結集して、市街地火災の延焼防止、人命救助及び避難

誘導を重点的に実施する。 

 

(3) 消火活動 

ア 消防本部の消火活動体制 

航空機火災の消火活動は、火災が特異な様相を呈するため状況判断がしにくいこと、ほとんどの

火災が人命危険を伴った油火災であり、迅速な行動と高度な技術を持って対処しなければならない

こと、空港消防隊その他の関係機関と緊密な連携活動が要求されること等から極めて困難なものと

なる。したがって、消防活動に当たっては、乗客、乗員及び付近住民の人命救助に主眼を置き、空港

消火救難隊との緊密な連携のもとに、住宅等周囲の消防対象物への延焼防止を図る。 

イ 広域消防応援体制 

· 単独の消防力で火災の防御が困難な場合には、県内の他の市町村・消防一部事務組合に対し、

消防機関による応援の要請をする。 

· 火災に関する情報を収集した結果、県内の消防力を結集しても火災の防御が困難であると認め

 
救急・救助、医療

体 制 の 確 立

· 空港周辺で発災した場合の救難活動は、管轄する各消防本部が一時的に

これにあたり、空港管理事務所が必要に応じて出動する。 

· 医療救護活動に当たっては県の指導のもと、支援に努める。

 
救 護 所 の 設 置

被災現場、避難場所等災害の状況等を判断し、二次的災害の危険がなく、

傷病者の搬送、応急処置及び救急搬送に至便な位置に設置する。

 医薬品・医療用資

機 材 等 の 調 達

医薬品・医療用資器材等の要請があった場合は、医薬品等取扱業者から調

達し、緊急輸送する。

 トリアージの実

施

緊急度判定に基づく治療の優先度判定を行うトリアージ・タッグを活用

し、効率的な救護活動を行う。

 

負 傷 者 の 搬 送

· 負傷者の受け入れを必要とする場合は、災害拠点病院を中心に受け入れ

をし、該当機関のない地区については医師会等に協力を求める。 

· 入院治療や高度医療を要する負傷者の施設等への後方搬送については、

受け入れ施設までの交通状況、道路状況（緊急輸送道路の状況）、ヘリ

ポートの状況等の情報を収集し、迅速に実施する。 

· 搬送能力が不足する場合は、消防団員、関係機関、国、関係県等に医療

機関への搬送協力を求める等により、効率的な活動を行う。
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られる場合は、消防組織法第 44 条の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊や他の

都道府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣を求めるよう知事に要請する。 

ウ 消防団の活動 

消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防団長は、現場指揮本部において消防団

の指揮にあたる。消防団隊は、消防署隊との連携を密にし、消防活動に従事する。 

 

４ 交通規制の実施 ......................................【防災危機管理課、建設総務課、道路課、各支所】 

交通渋滞の発生による救急・救助、消火活動等の支障を防ぐため、次の点に留意し迅速かつ適切に

交通規制を実施する。また、第八管区海上保安本部は、必要に応じて船舶の交通を制限又は禁止する。 

ア 道路管理者と警察機関の相互連絡の徹底 

イ 迂回路等の設定 

ウ 規制の標識等の明示 

エ 規制の広報・周知 

オ 規制の解除時における連絡 

 

５ 災害広報等 ............................................................... 【防災危機管理課、広報課】 

(1) 情報通信活動 

ア 各種情報の収集・整理 

· 情報収集系統に混乱が生じないよう配慮のうえ、各種情報を収集・整理する。 

· 発災初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、正確な情報の収集に努める。 

イ 情報発信 

· 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関等の情報、それぞれの機関が

講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネット、広報紙、報

道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

· 情報の公表及び広報活動の際には、関係機関相互間において相互に連絡をとり実施する。 

 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

報道機関からの問合せの集中に備え、広報課での対応のほか、各部門の広報責任者を明確にするこ

とにより、適切に対応できるよう努める。 
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第１節　災害予防 
 
道路構造物の被災等による災害を未然に防ぐため、道路の安全確保、災害応急・復旧体制の整備、

防災知識の普及・啓発等の基本的な対策を推進する。 
 

１ 道路の安全確保 ..............................................【防災危機管理課、建設総務課、道路課】 

(1) 道路交通情報の充実 

· 気象台から伝達される各種気象情報等を有効に活用できるよう、県総合防災情報システムの使用

方法等について習熟を図る。 

· 交通規制状況、迂回路等の道路災害情報を正確かつ迅速に道路利用者に提供する交通情報板や道

路情報ラジオ、ＶＩＣＳを中心とした路側通信機器の整備を推進する。 

 

(2) 道路施設等の整備 

· 道路パトロールの実施や応急復旧体制の整備のほか、道路管理連絡員制度や道路防災ボランティ

ア制度等の活用により、道路施設等の監視・点検体制の整備を県及び関係機関とともに推進する。 

· 管理する道路について、各種点検により判明した危険箇所のうち危険度・緊急性の高い箇所から

対策を進め、早急に対策事業を完了させ、必要な施設の整備をより一層推進する。 

 

２ 災害応急・復旧体制の整備 ........ 【防災危機管理課、デジタル戦略課、人事課、建設総務課、道路課、 

消防本部、各支所、市立病院】 

(1) 情報の収集・伝達体制の整備 

ア 関係機関相互の連携の確保 

国、県、消防本部、警察機関、日赤及び医師会等と連携を図り、より一層の情報の収集・伝達体制

の整備を図る。その際、夜間、休日の場合等においても対応できる体制を確立する。 

イ 通信体制の整備 

· 既存の道路連絡体制を活用し、情報通信システムの強化を図るとともに、情報を確実に通信で

きるよう、有線回線だけでなく防災行政無線や国土交通省マイクロ回線等の連絡回線の相互利

用等による通信ルートの複数化や停電対策の検討を行う。 

· 平常時において無線通信設備の点検を実施するとともに、県及び関係機関と連携して通信訓練

等を行う等、災害時の通信手段の整備を推進する。 

· トンネル内における非常通報設備の整備を推進する。 

ウ 情報管理体制の確立 

日本道路交通情報センターの集約する事故等の情報、県総合防災システム、衛星通信ネットワー

ク等のヘリテレ映像による被害情報等を関係機関が共有できるよう、情報の収集・伝達体制の整備

を推進する。 

 

(2) 組織体制の整備 

ア 職員の体制 

· 事故災害の規模に応じた職員の非常参集体制について検討する。 

· 道路災害に対応した、職員の応急活動マニュアル等の整備を検討する。 

イ 防災関係機関の相互連携体制の強化 

· 道路管理者相互において、応急・復旧活動にあたり確実に相互応援を行える体制を構築する。 

· 災害時の協力体制や役割分担について、警察機関及び自衛隊等との間で事前協議を行う。 
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· 隣接県の消防本部等との間で協定を締結し、体制の強化を図っておく。 

 

(3) 救急・救助、医療救護及び消火活動体制の整備 

ア 救急・救助活動 

必要な救急車等の車両、道路災害に対応した救急救助用資機材を検証し、整備を推進する。 

イ 医療救護活動 

· 医師会、島根県看護協会、医療機関、日本赤十字社、消防本部等との連携を強化し、関係機関相

互の連絡体制の整備に努める。 

· 医療用資器材及び医薬品等を整備するとともに、災害時の円滑な供給を確保するための体制の

整備に努める。 

ウ 消火活動 

道路災害における消火活動について、沿道の各消防本部相互及び道路管理者等と平常時より連携

体制の強化を図り、災害時の活動に備えておく。 

 

(4) 交通の確保・緊急輸送体制の整備 

· 災害時の円滑な交通規制の実施のため、松江警察署と（社）島根県警備業協会との間で締結され

ている協定について、各種訓練等を通じ実効性を高めるよう努める。 

· 発災後に交通規制が実施された場合における車両の運転者の義務について、松江警察署と連携し、

広く周知するよう努める。 

· 災害応急対策活動の円滑な推進のため、緊急通行車両の事前届出を行っておく。 

 

(5) 危険物等流出防除活動体制の整備 

消防本部においては、高圧ガス及び火薬類等については事故取扱要領が整備されているが、それ以

外の危険物等取扱施設については適宜対応する体制となっているため、各種の危険物等の流出時に適

切な防除活動が行えるよう検証し、必要な資機材の整備を推進する。 

 

(6) 応急復旧活動体制の整備 

· 災害時の道路障害物除去や応急復旧に関しては、各道路管理者が適宜、業者を選定して対応して

いるが、迅速・的確に活動を実施するため、必要な資器材を確保しておくとともに、建設業協会等

との協定の締結等により、必要な人員・資機材を確実に活用できる体制を整備しておく。 

· 必要に応じ、重要な施設の構造図等の資料整備を推進する。 

 

３ 防災知識の普及・啓発及び防災訓練 ..................................................【道路課】 

(1) 防災知識の普及・啓発 

道路利用者に対する通常の交通安全に関する通常の広報のほか、防災訓練や広報紙の活用等様々な

方法・機会を通じ、道路災害発生時における対応等の防災知識の普及・啓発に努める。 

 

(2) 防災訓練 

県の行う道路防災週間における防災トンネル訓練、災害時の情報伝達を迅速かつ正確に行うための

演習、トンネル開通時の訓練等に連携した訓練を実施する等、訓練の充実を図る。 

 

(3) 防災訓練の事後評価 

防災訓練実施後は、関係機関等訓練参加者の意見を収集する等の方法により、成果及び問題点を点

検・評価し、これらの検討結果に基づき防災体制や防災活動要領等の改善について検討を行う。 
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第２節　災害応急対策 
 
道路構造物の被災等により災害が発生した場合、以下の応急対策を実施する。 
 

１ 災害情報の収集・伝達 ......................................【防災危機管理課、政策企画課、各支所】 

(1) 事故情報等の連絡 

各道路管理者と連携し、情報交換を迅速かつ的確に行う。 

 

(2) 被害情報等の収集・伝達 

自衛隊、県及び警察等、その時点で特に必要のある機関に対し、優先して詳細情報を伝達する。 

 

２ 災害応急活動体制の確立 ....................................................... 【防災危機管理課】 

(1) 市の活動体制の確立 

· 迅速かつ的確な応急措置の実施のため、災害対策本部の設置等必要な体制を速やかに確立する。 

· 災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報を行う。 

 

(2) 県、関係機関及び周辺自治体との応援協力体制の確立 

被害が甚大であり、市や各防災関係機関単独では対処することが困難と予想される場合には、県及

び他の市町村、消防本部に応援要請を行い、広域応援体制を確立する。 

 

３ 救急・救助、医療救護及び消火活動 ......................................【消防本部、市立病院】 

(1) 救急・救助活動 

· 県及び県警察本部部等と連携し、迅速に体制を確立し、救急・救助活動を実施する。 
· 所轄する組織で救急・救助活動の実施が困難な場合は、県内の他の市町村・消防一部事務組合に

対し、応援の要請を行う。 
 

(2) 医療救護活動 

県、医師会、島根県看護協会及び日本赤十字社島根県支部と連携を図り、傷病者等の発生状況につ

いて情報収集を行い、医師、看護師等の派遣による救護所の設置、健康相談の実施等の措置をとる。 

 

(3) 消火活動 

ア 道路管理者の体制 

消防本部等の要請により、初期消火活動に協力することを求められた場合、迅速に協力体制を確

立し、消防本部との連携について調整し、活動を実施する。 

イ 消防本部の消火活動体制 

消火活動の必要がある場合、迅速に消防体制を確立し、消防活動を実施する。 

ウ 他の消防本部に対する応援要請 

· 単独の消防力で火災の防御が困難な場合には、県内の他の市町村・消防一部事務組合に対し、

消防機関による応援の要請をする。 

· 火災に関する情報を収集した結果、県内の消防力を結集しても火災の防御が困難であると認め

られる場合は、消防組織法第 44 条の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊や他の
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都道府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣を求めるよう知事に要請する。 

 

４ 交通規制の実施 ..................................................................【道路課、各支所】 

交通渋滞の発生による救急・救助、消火活動等の支障を防ぐため、次の点に留意し迅速かつ適切に

交通規制を実施する。 

ア 道路管理者と警察機関の相互連絡の徹底 

イ 迂回路等の設定 

ウ 規制の標識等の明示 

エ 規制の広報・周知 

オ 規制の解除時における連絡 

 

５ 緊急輸送手段の確保 ............................................ 【防災危機管理課、道路課、各支所】 

次の点に留意し、緊急度、重要度を考慮した効率的な緊急輸送を実施する。 

ア 輸送車両の確保順位（応急対策実施機関所有の車両、公共的団体の車両等を優先して確保） 

イ 車両に不足を生ずるときの、県トラック協会等への応援要請 

ウ 車両、船舶等の調達を要請するときの明示事項（物資の品名、数量、重量、区間、日時等） 

 

６ 危険物等流出に対する応急対策 ............................................. 【道路課、消防本部】 

県警察本部と密に連絡をとり、初動段階から相互に連携した防除活動、人命救助活動等を実施し、

危険物等による二次災害の防止に努める。 

 

７ 災害広報等 ............................................................... 【防災危機管理課、広報課】 

(1) 情報通信活動 

ア 各種情報の収集・整理 

· 情報収集系統に混乱が生じないよう配慮のうえ、各種情報を収集・整理する。 

· 発災初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、正確な情報の収集に努める。 

イ 情報発信 

· 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関等の情報、それぞれの機関が

講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネット、広報紙、報

道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

· 情報の公表及び広報活動の際には、関係機関相互間において相互に連絡をとり実施する。 

 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

報道機関からの問合せの集中に備え、広報課での対応のほか、各部門の広報責任者を明確にするこ

とにより、適切に対応できるよう努める。 
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第３節　災害復旧 
 

１ 復旧事業 ......................................................................【建設総務課、道路課】 

· あらかじめ定めてある物資、資材の調達計画及び建設業者等との連携により、迅速かつ円滑に被災

した道路施設の復旧事業を実施する。 

· 大規模災害時において、復旧のための資機材や人員が不足する状況下では、優先順位（第 1次、第

2次、第 3次の緊急輸送道路の順）を付けながら実施する等規模に応じた対応を実施し、早急な復旧

に努める。 

· 応急復旧の優先度については、ネットワークとしての通行機能が十分に確保できるような手段で設

定する。 

· 応急復旧を円滑に遂行するために、通行を禁止又は制限している区間における道路情報について、

道路利用者に対して積極的な広報等を行う。 

 

２ 緊急点検 ..................................................................................【道路課】 

· 復旧事業と併せて、被災箇所以外の道路施設について、再発防止のための緊急点検を実施する。 

· 緊急点検の実施にあたり、応急復旧活動とは別に、点検に必要な体制を確立できるように努める。 
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第１節 災害予防 

 

危険物災害による被害を未然に防ぐため、危険物等関係施設の安全性の確保、災害情報の収集・伝

達体制の整備、災害応急活動体制の整備、防災知識の普及・啓発に係る基本的な対策を推進する。ま

た、危険物等施設の管理者は、危険物等施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等

の該当性並びに被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害により危険物など災害の拡大が

想定される場合は、防災のため必要な措置の検討や、応急対策に係る計画の作成等の実施に努めるも

のとする。 

危険物等災害が発生した場合における各種応急対策を実施し、復旧する場合には、万全な対策を講

じ計画を実行する。 

 

１ 危険物等関係施設の安全性の確保 ................................................. 【消防本部】 

(1) 消防法に定める危険物施設の予防対策 

ア 施設の現況 

本市における消防法に定める危険物施設の箇所数は次のとおり。 

資料：消防本部（令和 6年 4月 1日現在） 

 

①
～
③
計 

①
製
造
所 

②貯蔵所 ③取扱所 

事 
業 
所 計 

屋 
 
 
 
内 

特タ 
定 
 ン 
屋 
外ク 

特屋 
定外 
以タ 
外ン 
のク 

屋 
内 
タ 
ン 
ク 

地 
下 
タ 
ン 
ク 

簡 
易 
タ 
ン 
ク 

移 
動 
タ 
ン 
ク 

屋 
 
 
 
外 

計 

給油 販売 移 

 

送 

一 

 

般 

営 
業 
用 

自 
家 
用 

第 
一 
種 

第 
二 
種 

537 0 331 54 0 50 25 134 0 59 9 206 68 37 2 1 0 98 375 

 

イ 予防計画 

過去の地震災害の経験から、消防法をはじめ関係法令の一部改正による耐震基準設計の強化が図

られている施設もあるが、軟弱な地盤地域においては施設が被災する危険性が依然として高いため、

県及び関係機関と連携し、危険物施設の実態把握、指導及び普及啓発を引き続き推進する。 

 

(2) 高圧ガス施設の予防対策 

ア 施設の現況 

本市における高圧ガス関係施設の箇所数は次のとおり。 

資料：消防本部（令和 6年 4月 1日現在） 

製造所 貯蔵所 
販売業者 

特定高圧ガス
消費者 第１種 第２種 第１種 第２種 

12 77 8 17 207 10 

 

イ 予防計画 

(ｱ) 施設の耐震性強化 

ガス導管の施設は、ポリエチレン管、銅管（溶接、又は機械的接合）等耐震性のあるものを用い

るよう指導する。 

(ｲ) 保安指導、保安教育 

県及び関係機関と連携し、関係法令（高圧ガス保安法・液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律）に基づき、保安検査・立入検査等を行い、以下の事項について指導する。 
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 高圧ガス製造、販売、貯蔵、移動、消費、容器の取扱い 

 高圧ガス施設の管理者、高圧ガス保安統括者及び保安係員等が非常時にとるべき措置 

(ｳ) 自主保安体制の確立 

関係事業所は、次の点に留意し自主保安体制を確立する。 

 定期自主検査の実施と必要事項の保存 

 防災設備の維持管理、整備及び点検 

 緊急時の関係機関に対する通報体制の確立 

 防災訓練の実施や災害対応マニュアルの作成 

 

(3) 火薬類施設の予防対策 

ア 施設の現況 

本市における火薬類施設の箇所数は次のとおり。 

 

資料：島根県（令和 5年 4月 1日現在） 

1 級火薬庫 2 級火薬庫 3 級火薬庫 煙火火薬庫 計 

5  1   6 

 

イ 予防計画 

(ｱ) 保安指導及び保安教育 

県及び関係機関と連携し、火薬類取締法に基づき、製造、販売、貯蔵、消費及びその他の取扱い

について、保安検査・立入検査等により適正な保安管理を指導する。 

(ｲ) 自主保安体制の確立 

火薬類取扱業者は、次の点に留意し自主保安体制を確立する。 

 年 2回以上の定期自主検査の実施（火薬庫の所有者又は管理者の場合） 

 防災設備の維持管理、整備予備点検 

 緊急時の関係機関に対する通報体制の確立 

 防災訓練の実施や災害対応マニュアルの作成 

 

(4) 毒劇物取扱い施設の保安対策 

ア 施設の現況 

本市の市域を所管する松江保健所管内における、毒劇物取扱い施設の現況は次のとおり。 

 

資料：島根県（令和 5年 4月 1日現在） 

製造業 一般販売業 農業用品目販売業 特定品目販売業 小計 業務上取扱者 

2 101 29 5 137 3 

 

イ 予防計画 

県及び関係機関と協力して毒劇物取扱い施設の実態把握に努めるとともに、次の点に留意し自主

保安体制を確立するよう事業所への指導を行う。 

 研修会等における耐震教育の徹底 

 立入検査時における耐震措置及び施設の耐震化の指導 

 毒劇物の流出防止・中和等の除去活動体制の整備 

 緊急連絡、資材確保等の応急マニュアルの整備 

 治療方法を記した書類の整備 
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２ 災害情報の収集・伝達体制の整備 .................. 【防災危機管理課、デジタル戦略課、消防本部】 

(1) 情報通信設備の整備 

 危険物等取扱い施設及び毒劇物取扱い施設において災害が発生した場合に、事故の状況等に関す

る情報を迅速かつ正確に収集するため、無線等の伝達機器の整備を図るとともに、災害時に的確

に使用できるよう日常業務又は訓練を通じて、使用方法等について習熟を図る。 

 移動通信系の運用においては、通信輻輳時の混信等に留意するため、通信輻輳時及び途絶時を想

定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り入れた実践的通信訓練を定期的に実施する。 

 消防本部は迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み、災害現場で情報の収集・連絡

にあたる担当員をあらかじめ選任する。 

 

(2) 総合防災情報システムの活用 

県総合防災情報システムの使用方法等について習熟を図る。 

 

３ 災害応急活動体制の整備 ............................................ 【防災危機管理課、消防本部】 

 危険物等災害時の配備体制、登庁までの協議体制、災害対策本部室設営要領等を整備する。 

 関係各課及び各危険物施設管理者は、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周

知するとともに、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連

携について徹底を図る。 

 

４ 資機材の整備 ......................................................................... 【消防本部】 

危険物施設管理者及び関係機関と連携し、各種危険物等の性質に応じ、必要な防災資機材の整備を

図る。 

 

５ 防災知識の普及・啓発 .............................................................. 【消防本部】 

危険物等災害の危険を軽減するため、これまでに実施してきた活動に加え、防災訓練や広報紙の活

用など様々な方法・機会を通じ、防災知識の普及・啓発に努める。 
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第２節 災害応急対策 

 

危険物等災害が発生した場合、以下の各種応急対策を実施する。 

 

１ 危険物等関係施設における応急措置 .................................. 【公共建築課、消防本部】 

(1) 消防法に定める危険物施設の応急措置 

県及び消防本部と連携し、関係事業所の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危

険物取扱い者等に対し、次の措置を講ずるよう指導する。 

 

危険物の取扱い作業及び

運搬の緊急停止措置 

危険物が流出、爆発等のおそれがある場合は、直ちに取扱い作業等を

中止し、弁の閉鎖又は給油の緊急停止措置を行う。 

危険物施設の緊急点検 
危険物取扱施設、消火設備及び保安電源並びに近隣状況の把握等の

緊急点検を実施する。 

危険物施設からの出火及

び流出の防止措置 

危険物施設に損傷等の異常が発見されたときは、必要に応じて応急

補修及び危険物の回収等の適切な措置を行う 

災害発生時の応急活動事

態の確立 

危険物による災害が発生したときは、消火剤、オイルフェンス及び中

和剤等を十分活用し、初期消火、危険物の流出防止措置を行う。 

防災関係機関への通報 災害を発見した者は、速やかに防災関係機関に状況を報告する。 

従業員及び周辺地域住民

に対する人命安全措置 

災害発生事業所は、防災関係機関と連絡を密にし、従業員及び周辺地

域住民の安全を図るため、避難、広報等の措置を行う。 

 

(2) 高圧ガス施設の応急措置 

県及び消防本部と連携し、次の措置を講じる。 

 

被害状況の把握 早急に正確な被害状況の把握に努め、適切な緊急措置を講じる。 

二次災害の防止 

1 ガスの漏洩を防止し、爆発等の二次災害を防止するため、弁の

閉鎖等の緊急停止措置を行う。 

2 応急点検の実施、ガス濃度の測定等を実施する。 

3 施設に損傷等が発見されたときは、応急補修、ガス抜取り等の

措置を行う。漏洩が確認されたときは、漏洩防止措置を行うと

ともに、ガスの性状により火気使用禁止措置等を行う。 

防災関係機関への通報 災害を発見した場合は、速やかに防災関係機関に通報する。 

従業員及び周辺地域住民

に対する人命安全措置 

災害発生事業所は、防災関係機関との連絡を密にし、従業員及び周

辺住民の安全を図るため、必要に応じて避難、広報等の措置を行う。 

 

(3) 火薬類施設の応急措置 

火薬類取扱い施設に災害が発生した場合は、県及び防災関係機関等と連携し、火薬類取締法第 45 条

に基づく緊急措置を命ずる。また、各事業者は、次の措置を講ずる。 

ア 保管、貯蔵又は運搬中の火薬類を安全地域に移す余裕があるときは、速やかにこれを安全な場所

に保管し、見張り役をつけて関係者以外の者が近づくことを禁止する。 

イ 道路が危険又は運搬に余裕がないときは、火薬類を付近の水中に沈める等の安全措置を講ずる。 

ウ 運搬の余裕がないときは、火薬庫の入り口及び窓等を密閉し、可燃部については防火措置を講じ、

かつ必要に応じ付近の住民に避難を呼びかける。 
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(4) 毒劇物取扱い施設の応急措置 

毒劇物等による災害が発生した場合は、特に住民の保健衛生上の危害を最小限にとどめるため、県

及び防災関係機関等と連携し、関係事業所等に次の措置を講ずるよう指導する。 

ア 保健所又は消防本部等への報告･届出 

イ 毒劇物の流出等の防止措置及び中和等による除害措置 

ウ 被災していない貯蔵施設等の応急点検及び必要な災害防止措置 

エ 毒劇物による保健衛生上の危害発生時の中和、消火等の応急措置及び緊急連絡、要員、資材確保

等活動体制の確立 

オ 緊急連絡等情報網の確立による状況に即した活動体制の確保 

 

２ 災害情報の収集・伝達 ............................................ 【防災危機管理課、政策企画課】 

 危険物等災害への対応を効果的に実施するためには、危険物の種類、性状、量、拡散状況等に関す

る情報をできるだけ正確かつ詳細に入手し、関係機関においてこれらの情報を共有化することが必

要不可欠であるため、関係機関は相互に連携し、迅速かつ的確に災害情報を収集・伝達する。 

 伝達系統としては、その状況下において最も迅速かつ確実な手段により行うが、県総合防災情報シ

ステムを有効に使用する。また必要に応じ防災ヘリを運用し情報収集を図る。 

 

３ 災害応急活動体制の確立 ...................................................... 【防災危機管理課】 

(1) 市の活動体制の確立 

 迅速かつ的確な応急措置の実施のため、災害対策本部の設置等必要な体制を速やかに確立する。 

 災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報を行う。 

 

(2) 県、関係機関及び周辺自治体との応援協力体制の確立 

被害が甚大であり、市や各防災関係機関単独では対処することが困難と予想される場合には、県及

び他の市町村、消防本部に応援要請を行い、広域応援体制を確立する。 

 

４ 危険物等の漏洩・拡大防止活動 .................................... 【防災危機管理課、消防本部】 

 危険物等が流出・漏洩した場合においては、施設管理者が初期対応を実施するが、対応しきれない

等の場合、施設管理者は消防本部及び関係機関と協力し、防除活動、避難誘導活動等を実施し、危

険物等による被害の拡大防止に努める。 

 専門機関職員・資機材等を早急に派遣・搬送する必要がある場合は、警察機関による車両の先導又

は防災ヘリ等を利用する。 

 

５ 救急・救助、医療救護及び消火活動 .................................... 【消防本部、市立病院】 

(1) 救急・救助活動 

 施設管理者及び県警察本部等と連携し、迅速に体制を確立し、救急・救助活動を実施する。 

 所轄する組織で救急・救助活動の実施が困難な場合は、県内の他の市町村・消防一部事務組合に

対し、応援の要請を行う。 
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(2) 医療救護活動 

県、医師会、島根県看護協会及び日本赤十字社島根県支部と連携を図り、傷病者等の発生状況につ

いて情報収集を行い、医師、看護師等の派遣による救護所の設置、健康相談の実施等の措置をとる。 

 

(3) 消火活動 

ア 消防本部の消火活動体制 

消防本部は消火活動の必要がある場合、迅速に消防体制を確立し、消防活動を実施する。 

イ 他の消防本部に対する応援要請 

 単独の消防力で火災の防御が困難な場合には、県内の他の市町村・消防一部事務組合に対し、

消防機関による応援の要請をする。 

 火災に関する情報を収集した結果、県内の消防力を結集しても火災の防御が困難であると認め

られる場合は、消防組織法第 44 条の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊や他の

都道府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣を求めるよう知事に要請する。 

 

６ 災害広報等 ................................................... 【防災危機管理課、広報課、消防本部】 

(1) 情報通信活動 

ア 各種情報の収集・整理 

 情報収集系統に混乱が生じないよう配慮のうえ、各種情報を収集・整理する。 

 発災初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、正確な情報の収集に努める。 

イ 情報発信 

 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関

が講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネット、広報紙、

報道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

 情報の公表及び広報活動の際には、関係機関相互間において相互に連絡をとり実施する。 

 

(2) 関係者等からの問い合わせに対する対応 

報道機関からの問い合わせの集中に備え、広報課での対応のほか、各部門の広報責任者を明確にす

ることにより、適切に対応できるよう努める。 
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第３節 災害復旧 

 

１ 復旧事業 .............................................................................. 【消防本部】 

被災した危険物等施設の復旧にあたり、施設管理者が万全な再発防止を講じるよう指導する。 

 

２ 緊急点検 .............................................................................. 【消防本部】 

施設復旧と併せ、被災箇所以外の施設の管理者に対し、再発防止のための緊急点検を実施するよう

指導する。 
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第１節 大規模火災の履歴 

 

 島根町加賀における大規模火災 

令和 3 年 4 月 1 日夕方、島根町加賀地内において火災が発生した。発生当時、市内には強風注意報

が発表され、海沿いでは強い東風が吹いていたこともあり、住宅密集地及び山林の広範囲が焼損した。

全焼 22 棟含む 32 棟の建物被害や山林において 2,051.53 ㎡を延焼するなど、大規模な火災となり、

「災害救助法」が適用された。 
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第２節 災害予防 

 

大規模火災による被害を未然に防ぐための基本的な対策を推進する。 

 

１ 大規模火災に強いまちづくり ..... 【公共建築課、都市政策課、建築審査課、公園緑地課、建設総務課、 

上下水道局】 
(1) 災害に強いまちの形成 

 都市等の基盤整備を推進する等、防災環境を整備するための土地区画整理事業や再開発事業等に

より既成市街地を更新し、新規開発に伴う指導・誘導により適正な土地利用を推進する。 

 防火地域等の指定、避難施設・避難路の確保、密集住宅市街地等の不燃化、延焼遮断帯等の整備、

消防水利・防火水槽等の整備、都市公園・オープンスペースの確保等の各種対策を推進する。 

 

(2) 大規模火災に対する建築物の安全化 

大規模火災時には広範囲にわたる延焼・焼失等の被害が予想される。特に、防災基幹施設及びライ

フライン施設の被災による影響は極めて大きいため、大規模火災に強い公共施設等の整備を推進する。 

 

２ 災害応急・復旧体制の整備 ........ 【防災危機管理課、デジタル戦略課、健康福祉総務課、健康推進課、 

こども家庭支援課、建設総務課、道路課、消防本部、教育総務課、生涯学習課、 

スポーツ課、各支所、市立病院ほか関係各課】 

 

(1) 情報の収集・伝達体制の整備 

 住民に対し、火災警報等の内容及び発令されたときの措置を周知徹底するとともに、広く警報等

を伝達できるよう必要な防災行政無線、屋内告知端末、サイレン等の伝達手段を整備する。 

 火災の発見から応急活動実施過程での気象情報の収集・伝達等、大規模火災に対応した県総合防

災情報システムの使用方法等について習熟を図る。 

 県総合防災情報システム、衛星通信ネットワーク等のヘリテレ映像による被害情報等を関係機関

が共有できるよう、情報の収集・伝達体制の整備を推進する。 

 関係機関相互において、夜間、休日の場合等にも対応できる情報の収集・伝達体制の整備を図る。 

 無線通信システム、防災行政無線システム、総合防災情報システム等の通信体制について、より

一層の整備を推進する。 

 

(2) 災害応急活動体制の整備 

 火災の規模に応じた各段階における参集配備体制について整備しておく。 

 大規模火災に対応した職員の応急活動マニュアル等の整備について検討する。 

 

(3) 救急・救助及び医療救護活動体制の整備 

ア 救急・救助活動 

必要な救急車等の車両、ヘリコプター、大規模火災に対応した救急救助用資機材等を検証し、整

備を推進する。 

イ 医療救護活動 

 医師会、島根県看護協会、医療機関、日本赤十字社、消防本部等との連携を強化し、関係機関相

互の連絡体制の整備に努める。 

 医療用資器材及び医薬品等を整備するとともに、災害時の円滑な供給を確保するための体制の

整備に努める。 

 

(4) 消火活動体制の整備 
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ア 消防水利の整備 

消火栓のほか、防火水槽の整備、海水・河川水等の自然水利の活用、水泳プール、ため池等の指定

消防水利としての活用等による消防水利の多様化を図り、その適正配置に努める。 

イ 自主防災組織等との連携 

消防団、住民、町内会・自治会、自主防災組織等との災害時の連携体制について、平常時から体制

の強化を図る。特に、火災の通報や初期消火活動において、近隣住民等の協力が得られるよう配慮

する。 

ウ 資機材の整備 

消防ポンプ車等の消防用機械・資機材等の整備を推進する。 

エ 被害想定の実施 

市域における大規模火災の被害想定を実施し、消防本部と自主防災組織等の防災訓練や災害時の

消火活動に効果的な活用が図れるようにする。 

オ 広域応援体制の整備 

隣接県の市町村等と協議し、広域応援体制を整備する。 
 

(5) 避難受け入れ活動体制の整備 

ア 避難誘導体制の整備 

 避難路を確保し、日頃から住民への周知に努める。 

 県警察本部等と連携し、避難計画の策定と避難体制の整備を行う。 

 策定した避難計画の内容を事前に住民へ周知するとともに、避難行動要支援者の避難誘導体制

の整備、避難訓練の実施等の避難対策を実施する。 

イ 指定避難所の指定 

法令に基づく指定避難所を指定し、住民への周知徹底を図る。 

 あらかじめ管理者の同意を得ておく。 

 被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者を受け入れるこ 

と等が可能な構造又は設備を有する施設とする。 

 想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所に 

あるものとする。 

 主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用 

を確保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整備されて

いるものとする。 

 学校を避難所として指定する場合、学校が教育活動の場であることに配慮する。 

 避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、避難所となる施設の利用方法 

等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

 

３ 防災知識の普及・啓発及び防災訓練等 . 【防災危機管理課、健康福祉総務課、消防本部、教育委員会】 

(1) 防災知識の普及・啓発活動 

 全国火災予防運動や防災週間、文化財防火デー等を通じ、住民に対し、大規模な火事の被害想定

等の活用により地域の危険性の周知や災害発生時にとるべき行動、避難行動等の防災知識の普及・

啓発を図る。 

 教育機関においては、火災予防等防災に関する教育の充実を図る。 
 

(2) 各種防災資料等の配布 

県の実施する防災アセスメントを活用し、地域住民の適切な避難や防災活動の促進のため、防災マ

ップ、地区別防災カルテ、避難時の行動マニュアル等を作成し、住民等に配布する。 
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(3) 防災訓練 

 全国火災予防運動、防災週間等において、大規模火災を想定し、消防本部、市等関係機関が相互に

連携した防災訓練の実施を検討する。 

 地域、職場、学校等において定期的な防災訓練を実施するよう指導し、住民の大規模な火災発生

時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図る。 
 

(4) 要配慮者への配慮 

防災知識の普及・啓発活動や防災訓練等を実施する場合、要配慮者に十分配慮し、地域において避

難行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努める。 
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第３節 災害応急対策 

 

大規模火災が発生した場合、以下の各種応急対策を実施する。 

 

１ 災害情報の収集・伝達 ...................................【防災危機管理課、政策企画課、消防本部】 

(1) 発災直後の災害情報の収集・伝達 

 火災、人的被害及び建築物被害等の発生状況を収集し、総合防災情報システムにより県に連絡す

る。なお、消防庁ほか関係省庁への連絡は、県及び県警察本部が行う。 

 関係機関は、直ちに情報収集連絡のための各種通信手段を確保する。 

 

(2) 航空機、ヘリコプター等による情報収集 

自衛隊の航空機等による上空からの目視、県防災ヘリコプターや警察用航空機のヘリコプターのテ

レビ電送システム等を活用して被害情報等を収集する。 

 

２ 災害応急活動体制の確立 .................................【防災危機管理課、政策企画課、消防本部】 

(1) 市の活動体制の確立 

 迅速かつ的確な応急措置の実施のため、災害対策本部の設置等必要な体制を速やかに確立する。 

 災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報を行う。 

 

(2) 県、関係機関及び周辺自治体との応援協力体制の確立 

被害が甚大であり、市や各防災関係機関単独では対処することが困難と予想される場合には、県及

び他の市町村、消防本部に応援要請を行い、広域応援体制を確立する。 

 

(3) 自衛隊の災害派遣要請 

被害が甚大であり、相互応援協定等に基づく県及び他市町村等の応援によっても対処することが困

難と予想される場合（空中消火活動を行う場合等）には、自衛隊の災害派遣を県に対し要請する。 

 

３ 救急・救助及び医療救護活動 ............................................ 【消防本部、市立病院】 

(1) 救急・救助活動 

 県及び県警察本部等と連携し、迅速に体制を確立し、救急・救助活動を実施する。 

 所轄する組織で救急・救助活動の実施が困難な場合は、県内の他の市町村・消防一部事務組合に

対し、応援の要請を行う。 

 

(2) 医療救護活動 

県、医師会、島根県看護協会及び日本赤十字社島根県支部と連携を図り、傷病者等の発生状況につ

いて情報収集を行い、医師、看護師等の派遣による救護所の設置、健康相談の実施等の措置をとる。 
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４ 消火活動 .............................................................................. 【消防本部】 

(1) 消防本部の体制 

消防本部は消火活動の必要がある場合、迅速に消防体制を確立し、消防活動を実施する。 

 

(2) 他の消防本部に対する応援要請 

 単独の消防力で火災の防御が困難な場合には、県内の他の市町村・消防一部事務組合に対し、消

防機関による応援の要請をする。 

 火災に関する情報を収集した結果、県内の消防力を結集しても火災の防御が困難であると認めら

れる場合は、消防組織法第 44条の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊や他の都道

府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣を求めるよう知事に要請する。 

 

５ 交通規制の実施 ................................................ 【防災危機管理課、道路課、各支所】 

交通渋滞の発生による救急・救助、消火活動等の支障を防ぐため、次の点に留意し迅速かつ適切に

交通規制を実施する。 

ア 道路管理者と警察機関の相互連絡の徹底 

イ 迂回路等の設定 

ウ 規制の標識等の明示 

エ 規制の広報・周知 

オ 規制の解除時における連絡 

 

６ 緊急輸送手段の確保 ....................................................... 【建設総務課、道路課】 

次の点に留意し、緊急度、重要度を考慮した効率的な緊急輸送を実施する。 

ア 輸送車両の確保順位（応急対策実施機関所有の車両、公共的団体の車両等を優先して確保） 

イ 車両に不足を生ずるときの、県トラック協会等への応援要請 

ウ 車両、船舶等の調達を要請するときの明示事項（物資の品名、数量、重量、区間、日時等） 

 

７ 避難受け入れ活動 .......... 【防災危機管理課、健康福祉総務課、教育総務課、学校管理課、生涯学習課、 

スポーツ課、各支所ほか施設所管課】 

 

松江警察署と連携し、次の点に留意して地域住民に対し避難指示等の発令及び避難誘導を行う。 

 避難先は、火災現場から風上、風横にある施設等とする。 

 避難は、火災現場の風下に位置する住民（特に要配慮者）を優先し、車両等を使用せず徒歩を原則

とする。 

 避難経路は安全で消防活動を阻害しない経路を選定する。 

 消防団員、市職員等により避難者の実態の把握と避難先の警戒に努める。 

 要配慮者等を適切に誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、

平常時より、要配慮者等に関する情報の把握・共有、避難誘導体制の整備を図る。  

 

 

 



第７章 大規模火災対策計画 

第３節 災害応急対策 

57 

 

８ 災害広報等 ................................................... 【防災危機管理課、広報課、消防本部】 

(1) 情報通信活動 

ア 各種情報の収集・整理 

 情報収集系統に混乱が生じないよう配慮のうえ、各種情報を収集・整理する。 

 発災初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、正確な情報の収集に努める。 

イ 情報発信 

 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関等の情報、それぞれの機関が

講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネット、広報紙、報

道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

 情報の公表及び広報活動の際には、関係機関相互間において相互に連絡をとり実施する。 

 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

報道機関からの問合せの集中に備え、広報課での対応のほか、各部門の広報責任者を明確にするこ

とにより、適切に対応できるよう努める。 
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第４節 災害復旧・復興 

 

【建設総務課、道路課ほか関係機関等】 

 

 県及び関係機関と連携し、あらかじめ定めてある物資、資材の調達計画及び建設業者等との連携

により、迅速かつ円滑に被災した被災施設の復旧事業を実施する。 

 ライフライン関係機関及び交通輸送関係機関等は、復旧にあたり可能な限り地区別の復旧予定時

期を明示する。 

 被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本としつつも、再度災害防止等の観点から、可能な

限り改良復旧等を行う。 
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第１節 災害予防 

 

近年、森林レクリエーション等で山林に入る人が多くなり、たき火の不始末・飛び火、たばこの投

げ捨て等による出火の危険性が高まっている。このため火災による広範囲にわたる林野の焼失等によ

る被害を防止又は軽減し、復旧を図るために以下の対策を推進する。 

 

１ 林野火災に強い地域づくり ................. 【農林基盤整備課、道路課、都市政策課、消防本部】 

(1) 林野火災に強い森林の造成 

 森林内の尾根、林道周辺、住宅地周辺、渓流沿い等において、耐火性のある樹種を植栽し、防火林

道、防火樹帯の整備を検討する。 

 下刈の励行、除伐・間伐を行うことにより林内を整備し、地上可燃物を減らすように努める。 

 

(2) 消防水利の整備 

 消防水利に役立つと考えられる森林内の調整池、水源地域整備事業に係るダム等の把握に努める。 

 防火水槽、ドラム缶等の簡易防火水槽、貯水槽の整備及び海水、河川水等の自然水利、水泳プー

ル、ため池等の活用等により、消防水利の多様化及び適正配置に努める。 

 

(3) 防火線等の設置 

 火災の延焼拡大を防ぐため必要に応じ防火線の配置を推進する。配置に当たっては、地形や風の

条件、過去の火災の記録等から最大限の効果が得られるよう慎重に決定する。 

 森林内の歩道・自動車道の存在は、焼け止まりや火勢を衰えさせる効果があり、防火線等の機能

も備えているため、消火活動の交通路・拠点として重要である。県及び関係機関と協力してこれ

らの状況を把握し、新設路線の選定に際しては防火面にも配慮し行う。 

 消防車両が進入できる林道の整備を推進するとともに、消防本部は、森林内で消防車両が通行で

きる道路を把握しておく。 

 

(4) 住宅地開発における指導 

 林地開発による宅地造成においては、林野と住宅が近接（概ね 10m 未満）し相互の延焼危険性が

高くならないよう、間に道路等の防火帯を設置する等計画段階から必要な指導を行う。 

 必要な場合には、消防車両等のため、幹線道路と 2 方向でつながり車両の相互通行が可能な幅員

の道路の設置指導を検討する。 

 

２ 災害応急・復旧体制の整備 .................. 【防災危機管理課、農林基盤整備課、道路課、消防本部】 

 
(1) 情報の収集・伝達体制の整備 

 住民に対し、火災警報等の内容及び発令されたときの措置を周知徹底するとともに、山間部にも

警報等を伝達できるよう必要な防災行政無線、屋内告知端末、サイレン等の伝達手段を整備する。 

 火災の発見から応急活動実施過程での気象情報の収集・伝達等、林野火災に対応した県総合防災

情報システムの使用方法等について習熟を図る。 

 県総合防災情報システム、衛星通信ネットワーク等のヘリテレ映像による被害情報等を関係機関

が共有できるよう、情報の収集・伝達体制の整備を推進する。 

 関係機関相互において、夜間、休日の場合等にも対応できる情報の収集・伝達体制の整備を図る。 

 無線通信システム、防災行政無線システム、総合防災情報システム等の通信体制について、より

一層の整備を推進するとともに、特に山間部における災害時の無線通信手段の確保に努める。 
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(2) 災害応急活動体制の整備 

 林野火災が住宅に延焼するおそれのある場合等、迅速な対応ができるよう必要な体制を整備する。 

 林野火災に対応した職員の応急活動マニュアル等の整備について検討する。 

 

(3) 救急・救助及び医療救護活動体制の整備 

ア 救急・救助活動 

必要な救急車等の車両、ヘリコプター、林野火災に対応した救急救助用資機材等を検証し、整備

を推進する。 

イ 医療救護活動 

 医師会、島根県看護協会、医療機関、日本赤十字社、消防本部等との連携を強化し、関係機関相

互の連絡体制の整備に努める。 

 医療用資器材及び医薬品等を整備するとともに、災害時の円滑な供給を確保するための体制の

整備に努める。 

 

(4) 消火活動体制の整備 

ア 空中消火体制 

 空中消火体制については、島根県防災ヘリコプター運航管理要綱が定められ、陸上自衛隊出雲

駐屯地及び益田広域消防本部において資機材の配備等がなされている。県、県警察本部、自衛

隊及び消防本部による空中消火体制活動をより積極的に推進するため、ヘリコプター、広域航

空応援体制、ヘリポート・補給基地等の活動拠点及び空中消火用資機材の整備に努める。 

 効果的な消火活動の実施のためには、空中消火隊と地上消火隊の緊密な連携が不可欠であるた

め、訓練等を通じて連携を確保しておく。 

イ 自主防災組織等との連携 

消防団、住民、町内会・自治会、自主防災組織等との災害時の連携体制について、平常時から体制

の強化を図る。特に、火災の通報や家屋への予備注水等の初期消火活動において、近隣住民等の協

力が得られるよう配慮する。 

ウ 資機材の整備 

軽可搬式消防ポンプ、可搬式散水装置・送水装置、林野火災用工作機器（チェーンソー、ブッシュ

カッター等）等の資機材の整備を推進する。 

エ 林野火災防御図の作成 

林野火災の発生しやすい地域について、地形、林況、消防車両通行可能道路、建物、消防利水、ヘ

リポート用地の位置等を記入した林野火災防御図をあらかじめ作成しておき、火災発生時に消防本

部等が火災状況を正確に把握し、防御戦術の決定や効果的な部隊の運用を図れるようにする。 

オ 残火処理体制 

大規模林野火災においては、消防本部は、広範な焼損区域を人海戦術により残火箇所の発見に努

め適切に対処する必要があるが、必要に応じ空中からの赤外線写真を利用する方法等を検討する。 

カ 広域応援体制の整備 

林野火災は隣接県の市町村に及ぶ可能性があるため、隣接県の市町村等とも協議し、林野火災発

生時の広域応援体制を整備する。 

 

(5) 避難受け入れ活動体制の整備 

ア 避難誘導体制の整備 

 避難路を確保し、日頃から住民への周知に努める。 

 県警察本部等と連携し、避難計画の策定と避難体制の整備を行う。 

 策定した避難計画の内容を事前に住民へ周知するとともに、避難行動要支援者の避難誘導体制
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の整備、避難訓練の実施等の避難対策を実施する。 

イ 指定避難所の指定 

法令に基づく指定避難所を指定し、住民への周知徹底を図る。 

 あらかじめ管理者の同意を得ておく。 

 被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者を受け入れること等

が可能な構造又は設備を有する施設とする。 

 想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にある

ものとする。 

 主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確

保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整備されているもの

とする。 

 

(6) 二次災害の防止活動 

 林野火災後の二次災害防止のための応急復旧事業等について、組織、マニュアル等の整備を図る。 

 流域の荒廃、その後の降雨等による土砂災害の危険について、危険度を応急的に判定する技術者

の養成、事前登録等の施策について検討する。 

 

３ 防災知識の普及・啓発及び防災訓練等 ............................ 【農林基盤整備課、消防本部】 

(1) 事前点検及び警戒巡視の実施 

 森林組合等と連携し、過去に林野火災が発生した地域、入山者が多い森林等林野火災が発生しや

すい区域を把握する。 

 森林保全巡視員を設置し、林野火災多発期、火災警報発表時等において、それらの森林等に対す

る巡視、パトロールを実施し、火災の未然防止、早期発見に努める。 

 

(2) 防災知識の普及・啓発 

林業関係者、林野周辺住民及びハイカー等入山者に対して、火気取扱いのマナー等林野火災予防の

ための防災知識の普及・啓発を図る。 

 

(3) 防災訓練 

 県及び林業関係団体等関係機関が相互に連携し行う、林野火災を想定した防災訓練の実施にあた

り、円滑に実施されるよう配慮し協力を行う。 

 消防本部は、様々な状況を想定し広域応援も視野に入れた実践的な林野火災消防訓練を実施する。 
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第２節 災害応急対策 

 

林野火災の発生に際して、迅速に消火を実施し、被害の拡大を防ぐために必要な対策を実施する。 

 

１ 災害情報の収集・伝達 ...................................【防災危機管理課、政策企画課、消防本部】 

(1) 情報の収集・連絡体制の確立 

市及び消防本部は、火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害の状況等を収集し、県総合防災

情報システムにより県に連絡する。なお、消防庁、環境省及び林野庁への連絡は県が行う。 

ア 総務省消防庁への報告 

林野火災のうち、次のものについては、火災・災害等即報要領に基づき県が即報を行うため、県

に対して災害情報を迅速に報告する。なお、休日・夜間等に林野火災が発生した場合においても、

必要な体制を確保し、迅速な情報収集・連絡に努める。 

 焼損面積 10ha 以上と推定されるもの 

 空中消火を要請したもの 

 住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの（災害対策本部が設置された等） 

イ 環境省、林野庁への報告等 

林野火災が自然公園内で発生する等、県内の自然公園に火災の被害が及び、又はそのおそれのあ

る場合においては、県の行う情報収集活動が円滑に実施されるよう配慮し、必要な協力を行う。特

に、国立公園、国定公園については、環境省自然保護局、国立公園管理官事務所等と連携をとり、自

然環境への影響や対策の実施状況等必要とされる情報の収集・連絡、環境省の現地調査の調整等必

要な措置を実施する。 

 

(2) 航空機、ヘリコプター等による情報収集 

自衛隊の航空機等による上空からの目視、県防災ヘリコプターや警察用航空機のヘリコプターのテ

レビ電送システム等を活用して被害情報等を収集する。 

 

２ 災害応急活動体制の確立 .................................【防災危機管理課、政策企画課、消防本部】 

(1) 市の活動体制の確立 

 迅速かつ的確な応急措置の実施のため、災害対策本部の設置等必要な体制を速やかに確立する。 

 災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報を行う。 

 

(2) 県、関係機関及び周辺自治体との応援協力体制の確立 

被害が甚大であり、市や各防災関係機関単独では対処することが困難と予想される場合には、県及

び他の市町村、消防本部に応援要請を行い、広域応援体制を確立する。 

 

(3) 自衛隊の災害派遣要請 

被害が甚大であり、相互応援協定等に基づく県及び他市町村等の応援によっても対処することが困

難と予想される場合（空中消火活動を行う場合等）には、自衛隊の災害派遣を県に対し要請する。 
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３ 救急・救助及び医療救護活動 ............................................ 【消防本部、市立病院】 

(1) 救急・救助活動 

 県及び県警察本部等と連携し、迅速に体制を確立し、救急・救助活動を実施する。 

 所轄する組織で救急・救助活動の実施が困難な場合は、県内の他の市町村・消防一部事務組合に

対し、応援の要請を行う。 

 

(2) 医療救護活動 

県、医師会、島根県看護協会及び日本赤十字社島根県支部と連携を図り、傷病者等の発生状況につ

いて情報収集を行い、医師、看護師等の派遣による救護所の設置、健康相談の実施等の措置をとる。 

 

４ 消火活動 ...................................................................... 【消防本部、各支所】 

(1) 自主防災組織等との連携 

 消防本部は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行うが、住民、町内会・自治会、自

主防災組織等においても、発災後の初期段階において自発的に初期消火活動を行い、消防本部に

協力することが求められる場合があり、市、消防本部等はそのための連絡調整に努める。 

 住民、町内会・自治会、自主防災組織等の消火活動の実施に当たっては、住民等に危険が及ばない

範囲での活動にとどめ、安全に十分配慮するよう努める。 

 

(2) 他の消防本部に対する応援要請 

 単独の消防力で火災の防御が困難な場合には、県内の他の市町村・消防一部事務組合に対し、消

防機関による応援の要請をする。 

 火災に関する情報を収集した結果、県内の消防力を結集しても火災の防御が困難であると認めら

れる場合は、消防組織法第 44条の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊や他の都道

府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣を求めるよう知事に要請する。 

 

５ 交通規制の実施 ................................................ 【防災危機管理課、道路課、各支所】 

交通渋滞の発生による救急・救助、消火活動等の支障を防ぐため、次の点に留意し迅速かつ適切に

交通規制を実施する。 

ア 道路管理者と警察機関の相互連絡の徹底 

イ 迂回路等の設定 

ウ 規制の標識等の明示 

エ 規制の広報・周知 

オ 規制の解除時における連絡 

 

６ 緊急輸送手段の確保 ....................................................... 【建設総務課、道路課】 

次の点に留意し、緊急度、重要度を考慮した効率的な緊急輸送を実施する。 

ア 輸送車両の確保順位（応急対策実施機関所有の車両、公共的団体の車両等を優先して確保） 

イ 車両に不足を生ずるときの、県トラック協会等への応援要請 

ウ 車両、船舶等の調達を要請するときの明示事項（物資の品名、数量、重量、区間、日時等） 
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７ 避難受け入れ活動 .......... 【防災危機管理課、健康福祉総務課、教育総務課、学校管理課、生涯学習課、 

スポーツ課、各支所ほか施設所管課】 

 

松江警察署と連携し、次の点に留意して地域住民に対し避難指示等の発令及び避難誘導を行う。 

 避難先は、火災現場から風上、風横にある施設等とする。 

 避難は、火災現場の風下に位置する住民（特に要配慮者）を優先し、車両等を使用せず徒歩を原則

とする。 

 避難経路は安全で消防活動を阻害しない経路を選定する。 

 消防団員、市職員等により避難者の実態の把握と避難先の警戒に努める。 

 要配慮者等を適切に誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、

平常時より、要配慮者等に関する情報の把握・共有、避難誘導体制の整備を図る。 

８ 災害広報等 ................................................... 【防災危機管理課、広報課、消防本部】 

(1) 情報通信活動 

ア 各種情報の収集・整理 

 情報収集系統に混乱が生じないよう配慮のうえ、各種情報を収集・整理する。 

 発災初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、正確な情報の収集に努める。 

イ 情報発信 

 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関等の情報、それぞれの機関が

講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネット、広報紙、報

道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

 情報の公表及び広報活動の際には、関係機関相互間において相互に連絡をとり実施する。 

 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

報道機関からの問合せの集中に備え、広報課での対応のほか、各部門の広報責任者を明確にするこ

とにより、適切に対応できるよう努める。 

 

９ 二次災害の防止活動等 ........................................................ 【農林基盤整備課】 

(1) 治山事業等 

 降雨等による二次的な土砂災害等を防止するため、専門技術者等を活用し、危険箇所の点検等を

実施するとともに、危険性の高い箇所では、周辺住民への周知を図り、警戒避難体制を整備する。 

 林野火災により流域が荒廃した地域の下流部においては、土石流等の二次災害が発生するおそれ

があることに十分留意し、治山事業等二次災害の防止に努め、県の行う応急･復旧措置が円滑に実

施されるよう配慮し協力する。 

 

(2) 自然環境等への対応 

林野火災による被害が国立公園、国定公園等の自然環境に及んだ場合、県（防災部消防総務課、農

林水産部）は、環境省、林野庁等と連携をとり、影響を最小限に止めるために必要な応急・復旧措置を

講じることとなっているため、県の行う応急・復旧措置が円滑に実施されるよう配慮し協力する。 
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第３節 災害復旧 

 

【農林基盤整備課、建設総務課、道路課ほか関係機関等】 

 

県及び関係機関と連携し、あらかじめ定めてある物資、資財の調達計画及び建設業者等との連携に

より、迅速かつ円滑に被災した施設等の復旧事業を実施又は支援するとともに、林野火災跡地の復旧

と林野火災に強い森林づくりへの改良復旧を行う。 
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第１節 災害予防 

 

鉄道における列車の衝突等により多数の死傷者等が発生する等の鉄道災害に対して、被害の発生又

はその拡大を防止する対策を推進する。 

 

１ 鉄道交通の安全確保 ....................................... 【防災危機管理課、建設総務課、道路課】 

鉄道事業者と協議し、必要に応じ次の対策を実施する。 

 鉄道施設の重要な地域における土砂災害対策。 

 踏切道の改良（立体交差化、構造の改良、交通規制の実施、統廃合の促進等） 

 

２ 災害応急・復旧体制の整備 ...................... 【防災危機管理課、建設総務課、道路課、消防本部】 

(1) 情報の収集・伝達体制の整備 

 鉄道災害が発生した場合の情報収集・連絡体制について検証し、必要に応じ、県、鉄道事業者等と

の間で連携を図り、夜間、休日等も考慮した体制の整備を図る。 

 県総合防災情報システム、衛星通信ネットワーク等のヘリテレ映像による被害情報等を関係機関

が共有できるよう、情報の収集・伝達体制の整備を推進する。 

 各種通信体制について、多様な整備を進め、災害時の通信手段の確保に努める。 

 鉄道事業者及び関係機関等と連携し、平常時において通信訓練等を行う等、災害時の通信手段確

保のための対策を推進する。 

 

(2) 災害応急活動体制の整備 

ア 職員の体制 

 事故災害の規模に応じた職員の非常参集体制等について検討する。 

 鉄道災害に対応した応急活動マニュアル等の整備について検討する。 

イ 防災関係機関の連携体制 

鉄道災害に対しては、各事業者がそれぞれの防災体制をとっており、事業者により体制が異なっ

ている。災害発生時には、各関係機関相互の連携体制が必要であるため、鉄道事業者、県、その他

の防災関係機関相互間において、災害時の応急活動・復旧活動に関し、連携体制の強化に努める。 

 

(3) 救急・救助、医療救護及び消火活動体制の整備 

ア 救急・救助活動 

必要な救急車等の車両、ヘリコプターや鉄道災害を想定した救急救助用資機材等を検証し、整備

を推進する。 

イ 医療救護活動 

 医師会、島根県看護協会、医療機関、日本赤十字社、消防本部等との連携を強化し、関係機関相

互の連絡体制の整備に努める。 

 医療用資器材及び医薬品等を整備するとともに、災害時の円滑な供給を確保するための体制の

整備に努める。 

ウ 消火活動 

消防本部相互及び鉄道事業者との間で、鉄道災害時の連携体制の強化を図る。 

 

(4) 緊急輸送活動体制の整備 
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ア 交通誘導体制 

県警察本部は、鉄道災害時の交通規制を円滑に行うため、交通誘導等に関し（社）島根県警備業

協会と協定を締結しているので、各種訓練等を実施し、協定の実効性を高めるよう努める。 

イ 広報体制 

県警察本部は、発災後において交通規制が実施された場合における車両の運転者の義務について

広報活動を適宜行っているので、あらかじめそれらを広く周知する体制を検討する。 

 

３ 防災訓練の実施 ................................................................ 【防災危機管理課】 

鉄道事業者の参加する防災訓練が県により実施される場合は、円滑に実施されるよう配慮し協力を

行う。 
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第２節 災害応急対策 

 

鉄道における列車の衝突により多数の死傷者が発生する等の災害が発生した場合、被災者の救出や

被害の拡大を防止するために以下の対策を実施する。 

 

１ 災害情報の収集・伝達 ............................................ 【防災危機管理課、交通政策課】 

(1) 事故情報等の収集・伝達 

大規模な鉄道事故が発生した場合、鉄道事業者は速やかに国土交通省に連絡し、国土交通省は、官

邸、関係省庁、関係都道府県及び関係指定公共機関に事故情報等の連絡を行う。西日本旅客鉄道株式

会社及び一畑電車株式会社における情報等の収集・伝達系統図は次のとおり。 

（資料：島根県地域防災計画） 

ア 西日本旅客鉄道株式会社ルート 

 

西日本旅客鉄道（株） 
山陰支社対策本部 
0859-32-8062  
 
現地対策本部 
松江管理駅 
（安来－田儀間）  
0852-21-3219 

 
現地対策本部 
木次管理駅 
（宍道－備後落合間） 
0854-42-5457 

島根県知事 
( ) 

0852-22-5885 
（0852-22-5930） 
＊休日・夜間 

（危機管理当直） 
0852-22-5885 

各市町村 

安来市消防本部 
0854-22-2511（0854-23-1987） 

 

出雲市消防本部 
0853-21-2119（0853-21-8241） 

平田消防署 
0853-63-3119（0853-63-5519） 

安来警察署 
0854-22-0110（0854-22-6565） 

出雲警察署 
0853-24-0110（0853-22-0100） 

松江市消防本部 
0852-32-9141（0852-22-0150） 

雲南消防本部 
0854—40-0139（0854-42-1911） 

大社消防署 
0853-53-2373（0853-53-3796） 

（0853-21-1045） 

松江警察署 
0852-28-0110（0852-26-4110） 

雲南警察署 
0854-45-9110（0854-45-5444） 

 

＊図中、組織・団体名の下に電話番号及びＦＡＸ番号（カッコ内）を明記 

＊本市域において災害が発生した場合の関係連絡先のみ抜粋 

陸上自衛隊出雲駐屯地 
0853-21-1045（0853-21-5975） 

島根県警察本部警備第二課 
0852-26-0110（0852-31-4825） 

島根県交通対策課 
0852-22-6510（0852-22-6511） 

総務省消防庁 
平日(9:30～18:15) 

03-5253-7527（03-5253-7537）

平日(18:15～9:30)・休日 

03-5253-7777(03-5253-7553) 

 

島根県医療政策課 
0852-22-6700（0852-22-6040） 

日本赤十字社 
0852-21-4237（0852-31-2411） 

医療機関･医師会 
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イ 一畑電車株式会社ルート 

 

 
(2) 被害情報等の収集・伝達 

鉄道事業者は、国土交通省へ被害状況を連絡する。消防庁ほか関係省庁等への報告は県が行うため、

県の行う情報把握活動が円滑に実施されるよう配慮し、協力する。 

 

(3) 航空機、ヘリコプター等による情報収集 

自衛隊の航空機等による上空からの目視、県防災ヘリコプターや警察用航空機のヘリコプターのテ

レビ電送システム等を活用して被害情報等を収集する。 

 

２ 災害応急活動体制の確立 ...................................................... 【防災危機管理課】 

(1) 市の活動体制の確立 

 迅速かつ的確な応急措置の実施のため、災害対策本部の設置等必要な体制を速やかに確立する。 

 災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報を行う。 

 

(2) 県、関係機関及び周辺自治体との応援協力体制の確立 

被害が甚大であり、市や各防災関係機関単独では対処することが困難と予想される場合には、県及

び他の市町村、消防本部に応援要請を行い、広域応援体制を確立する。 

 

３ 救急・救助、医療救護及び消火活動 .................................... 【消防本部、市立病院】 

(1) 救急・救助活動 

一畑電車（株） 
対策本部 

0853-62-3383 
（0853-62-3384） 

島根県知事 
( ) 

0852-22-5885 
（0852-22-5930） 
＊休日・夜間 

（危機管理当直） 
0852-22-5885 

陸上自衛隊出雲駐屯地 
0853-21-1045（0853-21-5975） 

島根県警察本部警備第二課 
0852-26-0110（0852-31-4825） 

島根県交通対策課 
0852-22-6510（0852-22-6511） 

島根県医療政策課 
0852-22-5251（0852-22-6040） 

医療機関･医師会 

各市町村 

出雲市消防本部 
0853-21-2119（0853-21-8241） 

平田消防署 
0853-63-3119（0853-63-5519） 

出雲警察署 
0853-24-0110（0853-22-0100） 

松江警察署 
0852-28-0110（0852-26-4110） 

大社消防署 
0853-53-2373（0853-53-3796） 

＊図中、組織・団体名の下に電話番号及びＦＡＸ番号（カッコ内）を明記 

松江市消防本部 
0852-32-9141（0852-22-0150） 

総務省消防庁 
平日(9:30～18:15) 

03-5253-7527（03-5253-7537） 
平日(18:15～9:30)・休日 

03-5253-7777(03-5253-7553) 
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 鉄道事業者及び県警察本部部等と連携し、迅速に体制を確立し、救急・救助活動を実施する。 

 所轄する組織で救急・救助活動の実施が困難な場合は、県内の他の市町村・消防一部事務組合に

対し、応援の要請を行う。 

 

(2) 医療救護活動 

県及び医師会、島根県看護協会、日本赤十字社島根県支部と連携を図り、傷病者等の発生状況につ

いて情報収集を行い、医師、看護師等の派遣による救護所の設置、健康相談の実施等の措置をとる。 

 

(3) 消火活動 

ア 鉄道事業者の体制 

事故災害発生直後における初期消火活動を行い、消防本部に協力する。 

イ 消防本部の体制 

消火活動の必要が生じた場合、迅速に消防体制を確立し、消防活動を実施する。 

ウ 他の消防本部に対する応援要請 

 単独の消防力で火災の防御が困難な場合には、県内の他の市町村・消防一部事務組合に対し、

消防機関による応援の要請をする。 

 火災に関する情報を収集した結果、県内の消防力を結集しても火災の防御が困難であると認め

られる場合は、消防組織法第 44 条の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊や他の

都道府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣を求めるよう知事に要請する。 

 

４ 交通規制の実施 ................................................ 【防災危機管理課、道路課、各支所】 

交通渋滞の発生による救急・救助、消火活動等の支障を防ぐため、次の点に留意し迅速かつ適切に

交通規制を実施する。 

ア 道路管理者と警察機関の相互連絡の徹底 

イ 迂回路等の設定 

ウ 規制の標識等の明示 

エ 規制の広報・周知 

オ 規制の解除時における連絡 

 

５ 災害広報等 ................................................... 【防災危機管理課、広報課、消防本部】 

(1) 情報通信活動 

ア 各種情報の収集・整理 

 情報収集系統に混乱が生じないよう配慮のうえ、各種情報を収集・整理する。 

 発災初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、正確な情報の収集に努める。 

イ 情報発信 

 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関等の情報、それぞれの機関が

講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネット、広報紙、報

道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

 情報の公表及び広報活動の際には、関係機関相互間において相互に連絡をとり実施する。 

 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

報道機関からの問合せの集中に備え、広報課での対応のほか、各部門の広報責任者を明確にするこ

とにより、適切に対応できるよう努める。 
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第３節 災害復旧 

 

【西日本旅客鉄道（株）、一畑電車（株）】 

 

 鉄道施設及び車両の被害の状況に応じ、あらかじめ定めてある物資、資材の調達計画及び人材の

応援等に関する計画により、迅速かつ円滑に被災した被災施設及び車両の復旧を実施する。 

 復旧に当たっては、可能な限り地区別の復旧予定時期を明示する。 

 被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本としつつも、再度災害防止等の観点から、必要に

応じ改良復旧等を行う。 
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第１節 災害予防 

 

本市においては、昭和 38 年 1 月や平成 22 年 12 月～23 年 1 月に大規模な雪害が発生しているが、

雪に対する備えが市民において不十分であり、豪雪時には都市機能の阻害、交通の途絶による集落の

孤立、雪崩災害等の発生が予想される。このため、以下の予防対策を実施する。 

 

１ 冬季対策の充実強化 .................................... 【防災危機管理課ほか冬季対策会議関係各課】 

本市は、豪雪地帯と比べて雪害に対する対策基盤が脆弱であり、また、雪害に対する市民意識もそ

れほど高くないため、大規模な雪害に至らない程度の降雪が発生した場合であっても、市民生活に及

ぼす影響が大きい。このため、平素より雪害への警戒防御を行い、被害の軽減と公共の安全、民心の

安定を図る。なお、具体的な対策については、資料編「冬季における災害等対応実施基準」による。 

→  資料編  [資料1-11]冬季における災害等対応実施基準 

 

(1) 冬季対策の対応目標 

 除雪体制の整備を含めた道路交通、公共交通機関の円滑な運行、凍結対応も含めたライフライン

等の確保対策を重点的に実施する。 

 降雪時等の対応に関する事前広報、通学路の確保、凍結による転倒の防止対策、庁舎管理等の安

全確保対策を実施する。 

 降雪時の交通の安全や家まわりの除雪等、住民自らが雪に対応していくことへの具体的な啓発的

広報を積極的に実施する。 

 

(2) 冬季対策会議の開催 

当該年度における冬季対応・連携等体制の確認、問題点の改善、市民への周知内容決定等を行うた

め、冬季対策会議を開催する。対策会議の概要は次のとおり。 

 

関係部局 

防災危機管理課、交通政策課、農林基盤整備課、観光施設課、市民生活相談課、健

康福祉総務課、こども政策課、リサイクル都市推進課、道路課、消防本部、教育総

務課、学校教育課、生徒指導推進室、生涯学習課、各支所、上下水道局、ガス局、交

通局 

会議内容 

・災害時の体制の確認 ・冬季対応における留意事項等確認 

・連絡、報告体制の徹底 ・関係各課による対応内容確認 

・事前広報内容の協議、決定 ・その他必要な事項 

 

(3) 事前広報等の実施 

冬季対策会議の決定を受け、降雪時対応に関する市民への情報提供を次のとおり行う。 

 

実施内容 

・降雪時に実施する市の対策、注意事項（降雪、除雪作業、凍結による市民生活への

影響等）、市民の理解と協力。 

・除雪、気象等についての情報提供。 

・その他必要な事項。 

周知方法 
・公民館への文書による通知 ・公民館長会、自治会連合会等への周知 

・広報紙による周知 ・その他必要な周知 
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２ 雪害に強いまちづくり ... 【農林基盤整備課、健康福祉総務課、障がい者福祉課、リサイクル都市推進課、 
道路課、交通政策課、公園緑地課、消防本部、 

教育総務課、学校管理課、各支所、上下水道局、交通局】 

 
(1) 雪害に強いまちの形成 

ア 雪崩危険箇所等の把握 

雪崩の危険箇所については、県が、豪雪地帯特別措置法に基づく豪雪指定市町村を調査し、各所

管により把握をしている。また、県は、平成 8～9年度道路防災総点検により道路に係る雪崩危険箇

所の調査を実施し、必要な箇所の施設整備を実施している。これら県の行う調査に加え、市域内の

危険箇所の把握を進め、必要な対策を推進する。 

イ 防雪施設の整備 

県は、冬季における交通の確保のため、道路の指定路線においてスノーシェルター、スノーシェ

ッド、消雪パイプ、雪崩防止柵、吹止め柵及び流雪溝の整備を図っている。また、鉄道関係において

は、西日本旅客鉄道株式会社が指定区間において鉄道林、雪崩止め柵、流雪溝の雪害防備施設を設

置している。また、雪崩危険箇所において主として集落保護を目的に雪崩防止施設の整備が行われ

ている。市としては、これらの対策に加え、より一層の防雪施設の整備に努める。 

ウ 孤立予想地区への対策の推進 

積雪や雪崩等による孤立が予想される地区において、風水害、震災に準じた各種対策を推進する。 

→  資料編  [資料 1-13]孤立予想地区(集落)及び衛星携帯電話配備状況 

 

 孤立予想地区（集落）名 

旧 市 
東持田町（納蔵西、納蔵東）、坂本町（坂本上）、西忌部町（中組、空山）、 

東忌部町（槙山、大川端） 

島 根 町 加賀（加賀別所）、多古（多古、沖泊）、野波（瀬崎）、野井（野井） 

美 保 関 町 笠浦（笠浦）、諸喰（法田、諸喰）、雲津（雲津）、美保関（軽尾、才浦） 

宍 道 町 上来待（小林、和名佐） 

玉 湯 町 大谷（大谷 5区、大谷 6区、大谷 7区） 

八 雲 町 熊野（萱野、岩室、矢谷）、西岩坂（秋家、秋奥）、東岩坂（西奥、藤原） 

東 出 雲 町 上意東（本谷奥組、本谷中組、畑） 

 

(2) 除雪体制の整備 

ア 道路除雪体制 

 積雪時における除雪については、道路交通の確保のため直営及び業者委託等の方法で実施してい

るが、豪雪等にも対応できるよう除雪機械の整備、必要な資機材の備蓄及び除雪要員の確保を行

うなど効率的・効果的な除雪に努める。 

 国・県・市の各道路管理者が連携した除雪体制を構築し、除雪路線の優先順位や相互支援計画を

作成する。 

 

イ 除雪援助体制 

 地域の実情に応じて、町内会・自治会、自主防災組織、消防団等地域コミュニティによる除雪を促

進するとともに、市社会福祉協議会やボランティア団体など幅広く除雪の支援を求めることので

きる体制の整備に努める。 

 高齢者世帯、身体障がい者世帯など、豪雪時に特に支援が必要な要配慮者支援対策として、平常

時から、住居等の状況の把握に努め、必要に応じて、消防団、自主防災組織、近隣居住者等との連

携協力により除雪支援や避難誘導を行う体制の整備を行う。 
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(3) 凍結防止対策 

 橋梁、日陰のカーブ又は勾配の急な場所等、特に凍結の起こりやすい箇所及び危険な箇所に、事

前に凍結防止材を設置する。 

 半島部及び山間部の主要道路については、当該道路を走行する路線バスに凍結防止材を積込み、

凍結が予想される場合に散布を行う等の措置を講じる。 

 

(4) ライフライン施設等の機能の確保 

市の管理する上下水道等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設、コンピューターシステム等に

ついて、雪害に対する安全性を検証し、必要な場合は安全確保のための措置を講じるとともに、系統

多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。 

 

(5) 雪害に対する建築物の安全性の確保 

 施設管理者は、駅等の不特定多数の者が利用する施設、学校、災害応急対策上重要な行政関連施

設等の施設、要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等について、雪害に対する安全性の確保

に配慮する。  

 庁舎、災害拠点病院等の施設への、停電に備えたバッテリー、無停電電源装置、自家発電設備等の

整備を進める。 

 

３ 災害応急・復旧体制の整備 ............ 【防災危機管理課、政策企画課、デジタル戦略課、スポーツ課、 
商工企画課、農林基盤整備課、健康福祉総務課、健康推進課、こども家庭支援課、保健衛生課、 

交通政策課、住宅政策課、建築審査課、道路課、公共建築課、消防本部、 

教育総務課、生涯学習課、市立病院、上下水道局ほか関係各課】 
 

(1) 災害発生直前の体制整備 

ア 警戒・避難体制の整備 

雪崩危険個所を監視する体制の整備を推進するとともに、雪崩が発生する危険のある場合等の避

難指示等や気象警報・特別警報等を住民等に伝達する体制について検証し、必要な措置を講じる。 

イ 住民の避難誘導体制の整備 

積雪、融雪等に配慮した避難先・避難路の指定、住民への周知、避難計画の策定、要配慮者の避難

誘導体制の整備及び避難訓練の実施等避難誘導活動のための対策を実施する。特に、要配慮者等に

対しては、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら平常時より情報の把握・共有を行い、避難

誘導体制の整備を図る。 

 

(2) 災害発生直後の情報収集・伝達体制の整備 

ア 夜間・休日等における体制の整備 

関係機関相互において、夜間、休日の場合等にも迅速かつ確実に対応できる情報の収集・連絡体

制の整備を図る。 

イ 画像情報の収集・連絡システムの整備 

県総合防災情報システム、衛星通信ネットワーク等のヘリテレ映像による被害情報等を関係機関

が共有できるよう、情報の収集・伝達体制の整備を推進する。 

ウ 通信体制の整備 

 各種通信体制について、多様な整備を進め、災害時の通信手段の確保に努める。 

 無線設備の点検を実施し、平常時において連携して通信訓練等を行う等、災害時の通信手段確

保のための対策を推進する。 

 

(3) 災害応急活動体制の整備 

ア 職員の体制 
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 事故災害の規模に応じた職員の非常参集体制について検討する。 

 雪害に対応した、職員の応急活動マニュアル等の整備を検討する。 

イ 防災関係機関相互の連携体制 

 締結済みの協定内容を検証し、雪害時の孤立地区対策として、特に食料、飲料水、燃料等生活必

需品、医薬品、血液製剤及び所用の資機材の調達等に関して、より一層の応援体制の充実に努

める。 

 防災関係機関及び民間企業等に対しても、必要な協定の締結を進め、応急活動及び復旧活動に

おいて、幅広く相互応援を図ることができるような体制の構築を検討する。 

 

(4) 救急・救助及び医療救護活動体制の整備 

ア 救急・救助活動 

必要な救急車等の車両、ヘリコプターや雪害を想定した救急救助用資機材等を検証し、整備を推

進する。 

イ 医療救護活動 

 医師会、島根県看護協会、医療機関、日本赤十字社、消防本部等との連携を強化し、関係機関相

互の連絡体制の整備に努める。 

 医療用資器材及び医薬品等を整備するとともに、災害時の円滑な供給を確保するための体制の

整備に努める。 

 

(5) 緊急輸送活動体制の整備 

 松江警察署と連携を図り、多重化、代替性を考慮した交通対策を検討する。 

 雪害時における孤立予想地区に連絡するアクセス道路において、除雪体制の整備等必要な交通路

を確保するための対策を講じる。 

 

(6) 避難受け入れ活動体制の整備 

ア 避難・受け入れ活動 

（ア）指定避難所の指定 

法令に基づく指定避難所について、必要な数、規模の施設等を指定し、指定後は住民への周知

徹底を図る。なお、指定を取り消した場合も同様に、住民への周知を図る。 

 あらかじめ管理者の同意を得ておく。 

 被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者を受け入れるこ

と等が可能な構造又は設備を有する施設。 

 想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所に

あるもの。 

 主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用

を確保するための措置を講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整備されて

いるもの。 

 学校を避難所として指定する場合、学校が教育活動の場であることに配慮する。 

 避難所としての機能は応急的であることを認識の上、避難所となる施設の利用方法等につ

いて、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 

（イ）指定避難所の整備 

指定避難所となる施設には、避難生活の環境を良好に保つため、必要に応じ、給食施設、換気、

冷暖房、照明等の設備の整備に努める。 

また、指定避難所において、救護施設、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、簡易ベット、非

常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した

施設・設備の整備に努めるとともに、被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の
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機器の整備を図る。 

なお、電気・ガス等の供給停止に備えて燃料の確保及び補助暖房設備を検討しておく。 

（ウ）指定避難所における備蓄等の推進 

指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食糧、飲料水、常備薬、マスク、

消毒液、体温計、炊出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。また、孤立予想

地区の指定避難所には、特に一週間程度の避難生活を想定し、必要な物資の備蓄に努める。 

 

イ 応急仮設住宅 

 雪崩災害の危険を配慮した用地選定、資材の供給体制等の整備を図る。 

 災害時に被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空き家等の把握に努め、災害時に迅速に

あっせんできる体制を整備する。 

 災害時の民間賃貸住宅の借り上げの円滑化に向け、その取扱い等についてあらかじめ定めてお

く。 

 

(7) 食料、飲料水及び生活必需品の調達、供給体制の整備 

都市機能の阻害、交通の途絶による集落の孤立が発生した場合に、交通が途絶している中での輸送

体制や物資一時集積場所の積雪対策等を考慮した備蓄・調達体制の整備を検討する。 

 

(8) 施設、設備の応急復旧活動関係 

市の所管する施設のうち、特にライフライン施設については、事前の被害状況の予測・把握及び緊

急時の応急復旧体制についてあらかじめ検討を行う。 

 

４ 防災知識の普及・啓発及び防災訓練 ................. 【防災危機管理課、農林基盤整備課、道路課】 

(1) 防災知識の普及・啓発 

ア 雪崩の危険に関する普及・啓発 

 住民に対し、土砂災害等予防のための知識、雪崩等に関する早期避難等の普及啓発を行う。 

 雪崩危険箇所について、住民への周知を図る。 

イ 自主的な除雪活動等の普及 

町内会・自治会等による自主的な除雪の普及対策について検討するとともに、併せて除排雪に伴

う事故（雪下ろし中の転落事故等）や屋根雪の落下等による人身事故の防止等の注意喚起を図る。 

ウ 大雪降雪予測時の行動に関する普及・啓発 

集中的な大雪が予測される場合は、計画的・予防的な通行規制や、不要不急の道路利用を控える

ことが重要であることについて、住民への周知に努める。 

 

(2) 防災訓練 

雪害や積雪期の災害を想定して行われる県の総合防災訓練について、円滑に実施されるよう配慮し

協力を行う。 

 

(3) 防災訓練の事後評価 

防災訓練実施後は、関係機関等訓練参加者の意見を収集する等の方法により、成果及び問題点を点

検・評価し、これらの検討結果に基づき防災体制や防災活動要領等の改善について検討を行う。 
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第２節 災害応急対策 

 

豪雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による集落の孤立、雪崩災害等の予防、被害軽減のた

め、関係機関は相互に連携し、住民と一体となった総合的な対策を講じる。 

また、雪害については、気象情報の分析により災害の危険性をある程度予測することが可能なこと

から、情報伝達や適切な避難誘導等の災害発生直前の対策が重要になる。雪害は、雪が降っている時

（風雪害、着雪害）、降り積もった後（積雪害、雪圧害、雪崩）、融ける時（融雪害）とさまざまな場合

に発生するので、それぞれの特性に応じた対策が必要になる。 

 

１ 災害発生直前の対策 ................ 【防災危機管理課、農林基盤整備課、観光施設課、市民生活相談課、 
健康福祉総務課、道路課、各支所ほか関係各課】 

 
(1) 降雪時の対応 

気象予警報、降雪、凍結等により、各課において対応が必要と判断される場合は、担当課長の判断、

指示により活動を行う。なお、実施した内容については、速やかに防災危機管理課に報告を行う。 

 

(2) 雪害に関する特別警報、警報及び注意報等の伝達 

県及び気象台からの雪害に関する警報、注意報及び気象情報等について、関係機関等へ迅速に伝達

する。また、特別警報については、住民に対して直ちに伝達する。 

 

(3) 雪崩に対する警戒・監視 

 県と連携し雪崩に対する警戒・監視体制を速やかに確立するとともに、専門技術者等による危険

箇所の点検を実施し、危険箇所を発見した場合は雪庇落とし、人工雪崩等の応急措置を講じる。 

 危険箇所を住民等に周知するとともに、必要な場合は避難指示等を行う。 

 

(4) 住民に対する避難誘導等 

事前避難が必要と判断される場合、住民に対する避難指示等を行い適切な避難誘導を行う。 

 

２ 災害情報の収集・伝達  ................. 【防災危機管理課、政策企画課、交通政策課、消防本部】 

 

（1）被害情報の収集・伝達及び被害規模の早期把握 

 災害の発生直後において、人的被害の状況、建築物の被害情報等を収集し、県総合防災情報シス

テム等により県に連絡する。 

 人的被害のうち行方不明者数については、住民登録の有無にかかわらず、市域（海上を含む。）内

で行方不明となった者について警察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努め、行方不

明者として把握した者が他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場合には、当該市町

村又は県（外国人のうちの旅行者等の住民登録対象外の者については外務省）に連絡する。 

 

（2）交通情報の伝達 

県が県総合防災情報システムを活用して行う雪害による交通情報の提供について、円滑に実施さ

れるよう必要な協力を行う。 

 

（3）航空機・ヘリコプター等による情報収集 

自衛隊の航空機等による上空からの目視、県防災ヘリコプターや警察用航空機のヘリコプターテ
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レビ電送システム等を活用して被害状況等を収集する。 

 

３ 災害応急活動体制の確立 ........................ 【防災危機管理課、政策企画課、消防本部】 

(1) 市の活動体制の確立 

災害の状況に応じて、職員の非常参集、情報連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等、必要な措

置を講じる。なお、被害の規模により災害対策本部の設置には至らないが応急対策が必要な場合等に

ついては、風水害に準じ必要な体制をとる。体制の基準は次のとおり。 

 

注 意 体 制 

本市を含む地域に気象業務法に基づく大雪等に関する警報、注意報及び気象情報が

発表され、災害に備え体制をとることが必要と判断される場合（市街地の降雪量が

10cm 程度を超える予報がされるとき等＊）。 

準 備 体 制 

本市を含む地域に気象業務法に基づく大雪等に関する警報、注意報及び気象情報が

発表され、小規模の災害が発生又は災害の発生が予想されるも事態の発生まで時間

的余裕がある場合（市街地の積雪量が 15cm 程度を超える予報がされるとき等＊）。 

警 戒 体 制 

本市を含む地域に気象業務法に基づく大雪等に関する警報、注意報及び気象情報が

発表され、実際に災害が発生又はそのおそれがある場合（市街地の積雪量が 25cm

程度を超える予報がされるとき等＊）。 

災 害 体 制 

市街地の積雪量が 25cm 程度を超え、かつそれ以上の積雪が予想される等の状態で、

相当規模の災害が発生するおそれがあり対策を要するとき、又は災害が発生し、そ

の規模及び範囲から特に対策を要する場合。 

＊積雪量は必要な措置を講ずる目安であり、低温による凍結被害時等においてはこの限りではない。 

 

(2) 県、関係機関及び周辺自治体との応援協力体制の確立 

被害が甚大であり、市や各防災関係機関単独では対処することが困難と予想される場合には、県及

び他の市町村、消防本部に応援要請を行い、国等とも連携して広域的な応援体制を迅速に確立し、必

要な場合、関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の派遣を要請する。 

 

(3) 自衛隊の災害派遣要請 

被害が甚大であり、相互応援協定等に基づく県及び他市町村等の応援によっても対処することが困

難と予想される場合には、自衛隊の災害派遣を県に対し要請する。 

 

４ 除雪の実施と雪崩災害の防止活動 ........... 【防災危機管理課、農林基盤整備課、道路課、各支所】 

(1) 除雪 

 道路除雪において、短時間に強い降雪が見込まれる場合等においては、あらかじめ定められたマ

ニュアルにより、道路管理者相互の連携の下、迅速・適切に対応するよう努める。 

 除雪体制の円滑な運用に努め、必要に応じ住民の除雪を支援する。 

 住民への広報等により、除排雪に伴う二次災害（雪下ろし中の転落事故等）の防止に十分留意す

るよう、市民へ広報する。 

 

(2) 雪崩災害の防止 

 県と連携し迅速に活動体制を確立するとともに、専門技術者等による危険箇所の点検を実施し、

危険箇所を発見した場合は、雪庇落とし、人工雪崩等の応急措置を講じる。 

 避難指示等の必要を認めた場合は、危険箇所の住民等に対し必要な措置を講じる。 
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５ 救急・救助、医療救護活動 ............................. 【道路課、消防本部、市立病院】 

(1) 救急・救助活動 

 県及び県警察本部等と連携し、迅速に体制を確立し、救急・救助活動を実施する。 

 所轄する組織で救急・救助活動の実施が困難な場合は、県内の他の市町村・消防一部事務組合に

対し、応援の要請を行う。 

 道路管理者は関係機関と連携して、車両の滞留状況や開放の見通し等に関する道路管理者が有す

る情報等から、積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要すると見込

まれる場合には、相互に連携の上、支援体制を構築し、滞留車両の乗員に対し救援物資の提供や

避難所への一時避難の支援等を行うよう努める。 

 

(2) 医療救護活動 

県及び消防本部、ＤＭＡＴ指定医療機関、島根県医師会、島根県歯科医師会、島根県薬剤師会、島根

県看護協会、日本赤十字社島根県支部と連携を図り、傷病者等の発生状況について情報収集を行い、

ＤＭＡＴ及び医療救護班の派遣など迅速かつ適切な医療救護活動を行う。 

 

６ 交通確保・緊急輸送活動 ........................ 【防災危機管理課、道路課、各支所ほか施設所管課】 

 救援体制及び緊急輸送を確保するために県及び県警察本部が行う一般車両の交通規制の実施にあた

り、必要な協力を行う。 

 被害の状況、緊急度及び重要度を考慮し、除雪、交通規制、応急復旧及び輸送活動を行う。 

 ライフライン施設復旧に必要な道路の除雪について、関係機関が相互に連携し状況に応じた対応を

迅速に実施する。 

 道路、港湾・漁港、航空機関、鉄道交通及び広域輸送拠点等を確保するため、各施設の管理者等は

必要な連絡をとりながら連携して、除雪、障害物の除去、応急復旧等の必要な措置を実施する。 

 

７ 避難受け入れ活動 .......... 【防災危機管理課、健康福祉総務課、教育総務課、学校管理課、生涯学習課、 

スポーツ課、各支所ほか施設所管課】 

 

 地域住民の避難指示等の発令及び避難誘導の実施に当たっては、県警察本部及び消防団等と連携し、

雪崩災害等の危険及び孤立地区の対策を考慮のうえ避難先所及び避難路を選定するとともに、除雪

等により避難路の確保を図る。 

 避難住民を受け入れる指定避難所の指定及び応急仮設住宅の設置に当たっては、雪崩災害の危険、

積雪期の気候、要配慮者等について配慮する。 

 

８ 災害広報等 ................................................... 【防災危機管理課、広報課、消防本部】 

(1) 情報通信活動 

ア 各種情報の収集・整理 

 情報収集系統に混乱が生じないよう配慮のうえ、各種情報を収集・整理する。 

 発災初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、正確な情報の収集に努める。 

イ 情報発信 

 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関等の情報、それぞれの機関が

講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネット、広報紙、報

道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 



第１０章 雪害対策計画 

 第２節 災害応急対策 

81 

 

 情報の公表及び広報活動の際には、関係機関相互間において相互に連絡をとり実施する。 

 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

報道機関からの問合せの集中に備え、広報課での対応のほか、各部門の広報責任者を明確にするこ

とにより、適切に対応できるよう努める。
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第３節 災害復旧・復興 

 

１ 被災施設の復旧等 ....................................................... 【道路課ほか関係機関等】 

 県及び関係機関と連携し、あらかじめ定めてある物資、資材の調達計画及び建設業者等との連携

により、迅速かつ円滑に被災した被災施設の復旧事業を実施する。 

 ライフライン関係機関及び交通輸送関係機関等は、復旧にあたり可能な限り地区別の復旧予定時

期を明示する。 

 被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本としつつも、再度災害防止等の観点から、可能な

限り改良復旧等を行う。 

 

 

２ 被災者の生活再建等の支援 ........................................... 【生活福祉課、住宅政策課】 

雪害発生時に多くの人々が被災し、住居や家財の喪失、経済的な困難や破綻等が生じることをふま

え、県及び防災関係機関等と協力し、生活再建等の支援を行う。 
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第１節 災害予防 

 

電気、ガス、上下水道、電話等のライフライン施設における断線・破損等の被害は、ネットワーク全

体の機能の復旧に長時間を要する場合があり、応急対策活動や市民生活に与える影響が大きい。 

このため、被害の未然防止や被害を最小限に止めるための以下の対策を講じる。 

 

１ 関係施設の安全性の確保 

(1) 電気施設 ......................................... 【中国電力（株）、中国電力ネットワーク（株）】 

ア 現況 

本市には、島根原子力発電所のほか、送電線路、変電所、配電線路等の設備が整備されている。 

なお、本市は中国電力ネットワーク（株）と、災害時における相互応援協定を締結している。 

→  資料編 [資料 4-(2)-21]災害時における連絡体制及び協力体制に関する取扱い（中国電力ネットワーク（株）） 

 

イ 安全化対策 

 発電設備、送電設備等は、関連する法令、基準等を満たす設備となっているが、巡視・点検等を

徹底し、被害の未然防止に努める。 

 専門知識の普及、印刷物の配布等を通じ、従業員の防災意識の高揚に努める。 

 年 1回以上防災訓練を実施するとともに、市や県の実施する防災訓練に積極的に参加する。 

 

(2) 都市ガス施設 .................................................................. 【ガス局】 

ア 現況 

本市における都市ガス施設（ガス局）の現況は次のとおり。 

資料：ガス局（令和 6年 10 月 1日現在） 

事業所名 所在地 設備 

松江市ガス局
LNG サテライト基
地 

平成町 

182-42 

ＬＮＧ貯槽 150k×2基、450k×1基 

ＬＰＧ貯槽 15t×2 基 

天然ガス発生装置  2,400m3N/ｈ×4基 

ＬＰＧガス発生装置   150kg/ｈ×4基 

ガスホルダー 中圧球型 3,000m3・0.97MPa×1 基 

 

施設の状況 

ガ ス 製 造 施 設 

1 ガス事業法、高圧ガス保安法、消防法及び建築基準法等の諸法規並び

に日本ガス協会技術基準に準拠している。 

2 原料貯蔵設備、ガス製造設備等は、緊急遮断又は停止装置及び安全装

置、消防設備等の保安設備を設けている。 

供
給
施
設 

ガ ス ホ ル ダ ー 

1 ガス事業法等の諸法規並びに基準に基づいて設計しているほか、遮

断装置及び離隔距離を考慮している。 

2 地震力を考慮した耐震構造となっている。 
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施設の状況 

供
給
施
設 

ガ ス 導 管 

1 ガス事業法、道路法等の諸法規に準拠して設計、施工している。 

2 材料には鋼管、ポリエチレン管を使用している。 

3 溶接・機械的接合・融着接合を行っており、従来工法による部分は順

次計画的に入替を進めている。なお、最近は耐震性、耐食性に優れた

ポリエチレン管による融着接合が大半を占めている。 

4 緊急遮断又は供給操作上の必要により、遮断弁を設置している。 

5 事故処理のための緊急要員・車両及び緊急連絡体制を整えている。 

通 信 設 備 
1 有線では災害時優先電話に加入している。 

2 無線については固定局、移動局があり供給区域をカバーしている。 

巡 視 ・ 点 検 
1 ガス事業法の規定に基づき定期検査、自主検査を行っている。 

2 災害時に被害の受けやすい箇所を中心に点検を行っている。 

地 震 計 の 設 置 
橋北地区及び橋南地区に各々1 箇所ずつ地震計（ＳＩセンサー）を設置

しており、ガスの供給を継続するか停止するかの判断に利用する。 

マ イ コ ン 

ガ ス メ ー タ ー 

一般の消費先に設置されているガスメーターは感震機能が付加されて

おり、地震発生時にはガスを使用中の場合概ね震度 5以上でガスを遮断

する。 

 

イ 安全化対策 

ガス局における安全化対策は次のとおり。 

自 主 保 安 

体 制の 構築 

製造設備 
消防関係法令、ガス事業法に基づき所要の対策を講ずるとともに、

防消火設備の整備・点検、火気取締等の実施により火災防止を図る。 

供給設備 

1 大規模なガス漏洩・爆発を予防するため、ガス工作物の技術上

の基準等に基づきガス遮断装置の設置、導管防護措置、他工事

に係る導管事故防止措置等を行う。 

2 供給所には防消火設備を設置するとともに、架管・地区整圧器

等については一般火災に対しても耐火性を確保する。 

防 災 教 育 

防 災 訓 練 

松江市ガス事業防災計画に基づいて訓練を行う。なお、必要により関係機関の実

施指導を受ける。 

 

 

(3) ＬＰガス施設 ....................................... 【島根県ＬＰガス協会、ＬＰガス販売事業者】 

ア 現況 

本市におけるＬＰガス関係施設の現況は次のとおり。 

 

資料：島根県地域防災計画（令和 3年 4月 1日現在） 

 ＬＰガス貯蔵設備（タン

ク） 

オートガススタンド ＬＰガス消費プラント 

箇所数 5 4 3 

 

イ 安全化対策 

ＬＰガス施設における安全化対策は次のとおり。 
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自 主 保 安 

体制の構築 

新規工事施工時及び定期の調査・点検等の際、次の事項の整備を行う。 

1 設備全般について、耐震性・安全性が確保できるよう整備を推進する。 

2 容器は、風等によって転倒しないように堅固で水平な基礎のうえに設置し、転

倒防止用のチェーンにより固定する。 

3 感震機能付きマイコンメーター等の安全器具の普及に努める。 

防 災 教 育 

防 災 訓 練 

1 防災訓練の実施や災害対応マニュアルの作成等ソフト面の充実を図る。 

2 二次災害を防止するため、次のような啓発を行う（特に高齢者に配慮）。 

 初期防災活動等について記した印刷物を配布する。 

 災害時に異常を感じた場合は、販売事業者の点検を受けるよう指導する。 

 災害時には火を消し、元栓・器具栓、容器のバルブを閉めるよう指導する。 

 

(4) 上水道施設 ................................................................. 【上下水道局】 

ア 現況 

本市における上水道施設の現況は次のとおり。 

資料：上下水道局（令和 2年 10 月 1日現在） 

 水道事業名 主な事業区域 
計画一日最大給水量（m3／

日） 

水道事業 松江市水道事業 
旧市、鹿島町、玉湯町、東出雲町、 

島根町、美保関町、八雲町、八束町 
70,200 

資料：斐川宍道水道企業団（令和 2年 10 月 1日現在） 

 水道事業名 主な事業区域 計画一日最大給水量（m3／日） 

水道事業 斐川宍道水道企業団 宍道町（及び斐川町） 18,000＊1 

＊1斐川町における事業区域も含めた値。 

 

イ 安全化対策 

上水道施設における安全化対策は次のとおり。 

自 主 保 安 

体制の構築 

1 取水、浄水、配水施設等水道施設の重要構造物について、安全性の診断等によ

り老朽度及び構造を把握し、安全性の低い施設の補強、増強等を行う。 

2 送水管・配水管は大きな被害を受けるため、特に経年化した管路及び強度的に

弱い石綿セメント管については、ダクタイル鋳鉄管等に取り替えるとともに、

継ぎ手は伸縮性のある離脱防止型に取り替える。 

3 情報伝送設備や遠隔監視・制御設備、自家発電設備等を整備する。 

4 給水装置や受水槽の安全化を、水道利用者の協力により推進する。 

5 配水池の容量は 12 時間分の配水量を貯留できるようにし、浄水施設や配水池

等に緊急遮断弁を整備するよう努める。 

6 避難所等の防災上重要な拠点の関係部局と連携して、緊急時用貯水槽や大口径

配水管を整備することにより、貯水機能を強化する。 

7 水道の広域化を促し、施設全体の機能の向上を目指す。 

防 災 教 育 

防 災 訓 練 

1 各種研修会、講習会、有事を想定した模擬訓練等を通じて、災害時における判

断力の養成、防災上の知識及び技術の向上を図る 

2 地震時の配備編成や各自の職務分担について周知徹底を図る。 

具体的な施策については、「第一次松江市上下水道事業経営計画（平成３０年度１０月策定）」に基づ

き、取組んでいく。 
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(5) 下水道施設 ................................................................. 【上下水道局】 

ア 現況 

本市における下水道施設の現況は次のとおり。特に、地震被害としては管渠の折損並びに継ぎ手

部の漏水が想定され、軟弱地盤地域における被害発生の危険性が高い。 

資料：上下水道局（令和 2年 3月 31 日現在） 

公共下水道施設 

流域関連 

 
整備区域面積 

（ha） 

処理区域人口 

（人） 

整備管渠延長

（km） 

ポンプ場 

（ヶ所） 

旧市 3,385.1 128,458 698.2 6 

玉湯町 244.6 6,672 64.7 － 

八雲町 158.1 5,024 48.8 － 

宍道町 332.5 5,842 60.4 － 

東出雲町 418.1 15,009 107.0 － 

計 4,538.4 161,005 978.1 6 

特定環境保全公共下水道 

地区名 
整備区域面積 

（ha） 

処理区域人口 

（人） 

整備管渠延長

（km） 

現有処理能力 

（m3/日最大） 

鹿島町恵曇 165.1 4,978 64.1 2,150 

島根町佐波 4.1 115 2.0 80 

美保関町千酌 13.1 461 4.0 340 

美保関町七類 26.0 751 8.8 570 

美保関町森山 13.5 597 8.7 310 

八束町江島 16.8 642 6.5 284 

八束町遅江 16.2 473 4.7 218 

八束町馬渡 8.7 212 3.1 123 

計 263.5 8,229 101.9 4,075 

農業集落排水施設 

 箇所数 
処理区域人口

（人） 
地区名 

旧市 7 9,359 古江、長江、秋鹿、本庄、大井、生馬、大野 

鹿島町 1 83 一矢 

島根町 3 1,082 野波、大芦、加賀別所 

美保関町 2 490 万原・下宇部尾、管浦 

宍道町 5 2,645 弘長寺、鏡、宍道中央、南城、中来待 

八束町 4 2,535 入江、二子、寺津・亀尻、波入 

東出雲町 1 527 意東 

計 23 16,721  

漁業集落排水施設 
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 箇所数 
処理区域人口

（人） 
地区名 

旧市 1 296 魚瀬 

鹿島町 3 1,165 片句、御津、手結 

島根町 6 1,927 野井、大芦、沖泊、瀬崎、多古、加賀 

美保関町 10 2,540 
稲積・北浦、片江、美保関、笠浦、福浦、笹子、 
惣津、雲津、諸喰、法田 

計 20 5,928  

 

公設浄化槽 

管理基数 水洗化人口（人） 設置区域 

900 2,242 
旧市、鹿島町、美保関町、八雲町、玉湯町、島根町、
宍道町、八束町、東出雲町 

 

 

イ 安全化対策 

下水道施設における安全化対策は次のとおり。 

自 主 保 安 

体制の構築 

1 災害時の停電に備え、中継ポンプ場及び終末処理場に自家発電装置を備えると

ともに、遠隔監視等管理体制の充実に努める。 

2 定期的な整備、保守・点検を行う。 

3 協定等に基づく相互応援体制を整備する。 

4 災害時用の資機材を整備する。 

防 災 教 育 

防 災 訓 練 

災害発生時に的確な防災対策が講じられるよう、防災部局と連携して、平時から教

育・訓練を実施する。 

具体的な施策については、「第一次松江市上下水道事業経営計画（平成３０年度１０月策定）」に基づ

き、取組んでいく。 

(6) 電気通信施設 ...................... 【西日本電信電話（株）島根支店、NTT コミュニケーションズ(株)、 

（株）ＮＴＴドコモ中国支社島根支店、ＫＤＤＩ（株）、ソフトバンク(株)、楽天モバイル(株)】 

ア 現況 

本市における電気通信施設の防災設備の現況は次のとおり。 

西日本電信電話（株） 
島根支店 

電気通信設備等の高信頼化（耐水、耐震、耐火構造化）を進めている。 
ＮＴＴコミュニケーション
ズ（株） 

（株）ＮＴＴドコモ中国

支社島根支店 

 防火扉、防火シャッター、防水扉等を設置している。 

 建物内の電話交換機、電送・無線及び電力等の機器に対し、倒壊損

傷等を防止するための補強措置と、消火設備の設置を行っている。 

 交換設備、電力設備等の局内設備に耐震対策を実施している。 

 重要通信設備の設置されているビル等へ自家用発電機、蓄電池、自

家用発電機等を常備している。 

 可搬型マイクロエントランス及び移動基地局車を主要ビルに集中

配備するとともに、車両へ衛星携帯電話等を常備している。 

ＫＤＤＩ（株） 

通信局舎及び通信設備の防災設計を行っており、主要設備については

予備電源を設置している。また、通信設備の分散化、伝送路の多ルー

ト化等を進めている。 
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ソフトバンク(株) 
 停電対策として、予備電源や非常用発電設備の設置を進めている。 
 主要伝送路の冗長化等の対策を実施している。 

楽天モバイル(株) 

災害発生を未然に防止するため、次のとおり電気通信設備と、その附

帯設備についてその重要性等を鑑み防災設計を行っている。 

 豪雨、洪水、高潮または津波等のおそれがある地域にある電気通信

設備等について、耐水構造化を行っている。 

 暴風または豪雪のおそれのある地域にある電気通信設備等につい

て、耐風または耐雪構造化を行っている。 

 地震または火災に備えて、主要な電気通信設備等について、耐震ま

たは耐火構造化を行っている。 

 

イ 安全化対策 

現状の電気通信設備の更なる整備拡充を図るとともに、各事業者において、次に掲げる訓練を実

施する。なお、県、市及び関係機関が実施する防災訓練にも積極的に参加する。 

(ｱ) 非常招集の訓練 

(ｲ) 災害予報及び警報等の伝達訓練 

(ｳ) 災害時における通信疎通確保の訓練 

(ｴ) 電気通信設備等の災害応急復旧訓練 

(ｵ) 消防及び水防の訓練 

(ｶ) 避難及び救助訓練 

(ｷ) 災害用伝言板サービス等の運営 

 

２ 災害情報の収集・伝達体制の整備 ................. 【防災危機管理課、デジタル戦略課、各支所】 

 災害によりライフラインに障害が発生した場合、状況等に関する情報を迅速かつ正確に収集するた

め、無線等の伝達機器の整備を図るとともに、災害時に的確に使用できるよう日常業務又は訓練を

通じて使用方法等について習熟を図る。 

 移動通信系の運用については、通信輻輳時の混信等に留意するため、通信輻輳時及び途絶時を想定

した通信統制や、重要通信の確保及び非常通信を取り入れた実践的通信訓練を、定期的に実施する。 

 

３ 災害応急活動体制の整備 ....................... 【防災危機管理課、各支所、ガス局、上下水道局、 

各ライフライン施設の管理者】 

 災害時の配備体制、登庁までの協議体制、災害対策本部室設営要領等を整備する。 

 必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知するとともに、活動手順、使用する

資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底を図る。 

 

４ 資機材の整備 ....................... 【各支所、ガス局、上下水道局、各ライフライン施設の管理者】 

 災害に備え、平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努める。 

 資機材等の輸送計画を策定するとともに車両、船艇、ヘリコプター等の輸送力確保に努める。 

 資機材等の数量を常に把握しておくとともに、入念な整備点検を行う。 

 資機材等の規格の統一を推進するほか、他機関と災害対策用資機材の相互融通体制を整えておく。 

 公共用地等の中から災害対策用資機材等の仮置場の候補地を選定し、災害時における借用確保の円

滑化を図る。 



 

第１１章 ライフライン災害対策計画 

第１節 災害予防 

89 

 

 

５ 防災知識の普及・啓発 .............. 【各支所、ガス局、上下水道局、各ライフライン施設の管理者】 

防災訓練や広報紙の活用等様々な方法・機会を通じ、防災知識の普及・啓発に努める。 
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第２節 災害応急対策 

 

ライフライン施設は、災害による一部の機能停止が市民の日常生活及び社会、経済活動に大きな影

響を与えるほか、災害直後の応急対策活動においても重要な役割を果たすため、県及び施設管理者と

連携して、迅速な応急対策を実施する。 

 

１ 災害情報の収集・伝達 ...................................... 【防災危機管理課、政策企画課】 

関係各課・機関は相互に密接な連携の下に、迅速かつ的確に災害情報の収集・伝達を行い、互いに

これらの情報の共有化を行う。 

 

２ 応急活動体制の確立 .................................................. 【防災危機管理課】 

県及びライフライン施設管理者等と連携し、一致協力して災害の拡大防止及び被災者の救援救護に

努め、収集された情報を基に、必要な組織、動員その他の災害応急体制を速やかに確立する。 

 

３ 応急措置の実施（仮復旧も含む） 

電気、ガス、上下水道、電話等のライフライン施設の重要性に鑑み、市、県及びライフライン施設

管理者は相互に連携し、ライフライン施設復旧に必要な道路の除雪、倒木・土砂等の除去作業につい

て状況に応じた対応を迅速に実施する。 

(1) 電気施設 ...................................................... 【中国電力ネットワーク（株）】 

 

災害発生時においては、中国電力ネットワーク㈱の定める各マニュアルに基づき被害状況等の収集・

把握を行い、所定の工法により早期全送を図る。復旧に当たっては、重要施設（病院、避難所等）及び

被災者への生活電力の早期供給を行うための適切な工法を選定する。また、応援要請により最大限の

要員・車両（工事力）を投入するとともに、公衆の安全対策・作業安全対策を徹底し二次災害の防止

を図る。 

ア 応急復旧 

災害発生直後は被害規模及び被害状況の把握を最優先し、巡視へ優先的に要員を配置する。巡視

は公共機関・社会的影響の大きい箇所から優先的に実施する。あらかじめ定めおく重要設備等につ

いては、被害状況の確認と各作業班の調整を行いながら当該区域・設備の復旧を行う。 

なお、復旧作業に当たっては二次災害防止に留意し、高圧線全送電を最優先に実施する。 

(ｱ) 通報連絡 

関係機関への通報連絡は、連絡箇所一覧表を活用し、各種の通信方法・経路を確保し迅速かつ

的確に実施する。 

(ｲ) 応急復旧用資機材の確保 

 災害復旧資機材等の在庫を常に把握し、調達を必要とする資機材は、他ネットワークセンタ

ー・応援ネットワークセンター・協力会社の在庫品の流用、本部の災害対策本部への要請等に

より確実に確保する。 

 行政機関との連絡を密にして道路状況の把握を行い、資機材の運搬方法・ルート等を検討し、

適正な輸送手段の選定・確保により目的地までの輸送の迅速化を図る。 

 災害発生後、復旧資機材の設置場所が必要な場合は、関係機関等との協議により用地を確保
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し早期送電に資する。 

イ 拡大防止対策 

(ｱ) 危険予防措置 

電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続するが、警察・消防機関等か

らの要請があった場合は、送電停止する等適切な危険予防措置を講ずる。 

(ｲ) 災害時における広報 

 停電等における住民の社会不安除去のため、被害状況及び復旧予定に関する広報活動を行う。 

 電気事故（感電事故、漏電による出火）の防止を図るため、市民に対し以下の事項について広

報を行う。 

① 垂れ下がった電線には、絶対に触らず中国電力ネットワーク㈱へ連絡すること。 

② 火の元を確認しアイロン、電気ストーブ等の電気製品のコンセントは必ず抜き、煙等

の異常がないか確認・点検すること。 

③ 家屋に損傷が認められる場合は、メインのブレーカーのスイッチを必ず切ること。 

 広報に当たっては、テレビ・ラジオ・新聞等の報道機関やインターネットを通じて行うほか、

状況に応じては、広報車等により直接該当地域へ周知する。 

(ｳ) 復旧要員の広域運営 

必要に応じて、関係会社及び他電力会社等に応援を要請する。 

 

(2) 都市ガス施設 .................................................................. 【ガス局】 

ア 応急復旧 

大規模災害時には、ガス導管等の何らかの被災は免れないため、二次災害防止に全力を傾注する。

なお、災害発生時の交通網の寸断に備え、ルートの確保をしておく必要がある。 

(ｱ) 初動対応 

災害発生時は、あらかじめ定めた動員基準、巡回ルート及び点検基準に基づき、被災状況の把

握に努めるとともに次の体制により即応する。 

出 動 
1 ガス事業者からの連絡、気象情報・災害情報等をもとに出動する。 

2 出動にあたり、沿線の被害状況、交通状況等について連絡を行う。 

情 報 収 集 

災害規模の把握、工場の送出量の把握、主要導管の圧力、移動無線車の情報に加

え、需要家からの情報及び防災関係機関からの情報を得て、総合的に被害状況や

被害規模を判断する。 

緊急巡回調査 
1 主要な導管ルート、整圧器の巡回点検を行う。 

2 主要なガス使用建物の巡回点検を行い状況把握・応急措置に努める。 

供 給 停 止 災害規模及び被害状況等により供給停止の判断を下す。 

応 援 要 請 災害規模により、日本ガス協会を中心とした災害時の応援を要請する。 

 

(ｲ) 災害時における広報 

 供給停止を行うときは、広報車による広報、報道機関への依頼等により周知を徹底する。 

 供給を継続する場合でも、ガス臭やガス設備の異常発見時の通報・連絡に対する広報を行う。 

 復旧作業ではブロック単位での作業となるため、それに合わせた広報の徹底に努める。 

 復旧状況の概要と復旧完了予定の時期について定期的に広報を行う。 

(ｳ) 復旧 

 復旧に当たっては、①病院、療養施設等、②被災住民の避難場所、③公共施設等の順に優先的

に実施する。 

 復旧に係る資機材については、備蓄資機材により対応し、必要に応じ調達、確保する。 

イ 拡大防止対策 
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応急復旧措置に準じ、必要な広報、巡回監視活動を行う。 

 

(3) ＬＰガス施設 ....................................... 【島根県ＬＰガス協会、ＬＰガス販売事業者】 

 

ＬＰガス協会及び県と協力し、ＬＰガス販売事業者に対し次の事項を指導するとともに、ＬＰガス

施設の応急復旧体制確立のための必要な措置を講じる。 

ア 応急復旧 

(ｱ) 被害状況の把握 

早急に正確な被害状況を把握し、適切な緊急措置を講じる。 

(ｲ) 二次災害の防止 

 危険箇所（損壊、焼失、流失家屋等）からの容器の撤収及び回収箇所の指示を行う。 

 流出容器の被害状況確認の指示を行う。 

 臨時的使用箇所（一般家庭、避難所等）で使用されるＬＰガスの安全使用と使用済み小型容器

やカセットボンベの処理を行う。 

(ｳ) ＬＰガス設備の修復と早期安全供給の開始 

病院、避難場所等を優先し、ＬＰガス設備の修復と早期安全供給の開始に努める。 

(ｴ) 動員・応援体制 

 ＬＰガス設備の被害を覚知した場合、ＬＰガス事業者は地域のＬＰガス協会支部長に通報し、

緊急措置を行う体制を整える。 

 ＬＰガス協会は災害対策本部を設置し、被害を受けた地域の支部長との連携を密にし、被害

の少ない地域の支部長に対する支援要請の連絡体制を確立する。 

 ＬＰガスの漏洩、火災、爆発その他異常現象を発見した場合は、直ちに、災害の発生又は拡大

の防止のための必要な応急の措置を講じるとともに、その旨を消防本部、警察機関及び県（消

防防災課）等の関係機関に通報する体制を確立する。 

(ｵ) 電話相談窓口の開設（臨時） 

ＬＰガス協会は、避難場所等での応急的なＬＰガスの使用等に対応するため、電話相談窓口を

開設して、住民からの相談に対応する。 

イ 拡大防止対策 

 ＬＰガス販売事業者、保安機関及び容器検査所等は相互に協力し、ＬＰガス設備の安全点検を

行い、被害の拡大防止に努める。なお、点検に当たっては、避難場所となる公共施設や老人ホー

ム等の要配慮者施設を最優先する。 

 ＬＰガス協会は、被害を受けた地域の支部長と連携を密にして、被害の少ない地域の支部長に

対して被害拡大防止の点検のための動員を要請する。 

 ＬＰガス協会は、危険箇所での火気使用禁止や容器バルブ閉止の確認等、二次災害防止のため

に必要な事項及び復旧計画等の広報活動を行う。 

 

(4) 上水道施設 ................................................................. 【上下水道局】 

 

ア 応急復旧 

 応急復旧計画に基づき、①送配水幹線、給水拠点までの流れ、②その他の配水管、給水装置の順

で復旧し、配水調整によって段階的に断水区域を解消しながら速やかな正常給水を図る。 

 必要な応急復旧資機材については備蓄資機材で対応するが、必要に応じて、工事業者への調達

依頼により確保を図る。 

 水道施設並びに道路の図面により、迅速な被害状況の把握に努める。 

イ 拡大防止対策 

 浄水場、配水池付近の斜面崩壊、基幹施設が埋設されている道路の崩壊及び陥没、並びに河川
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取水口付近の堤防決壊等の危険度データを収集整理し、二次災害の防止措置を講じる。 

 関連する他のライフライン施設の被害を把握し、水道システム全体としての機能低下の程度、

機能回復までの期間を検討し、広域的支援体制について連絡調整を図る。 

 被災により断・減水が発生した場合、水質悪化が予想されため、水質管理や塩素消毒強化の徹

底及び住民に対する飲料水の衛生指導について周知する。 

 

(5) 下水道施設 ................................................................. 【上下水道局】 

ア 応急復旧 

(ｱ) 管渠 

 下水管渠の被害に対し、汚水の疎通に支障のないように応急措置を講じる。 

 管渠のマンホールが水没している場合は、マンホール内への浸水の防止措置を講ずる。 

(ｲ) ポンプ場及び処理場 

停電のためポンプ場及び処理場が停止した場合、自家発電装置により排水機能を維持する。 

(ｳ) 雨水渠 

樋門が機能停止することがないよう措置を講ずる。 

イ 拡大防止対策 

二次災害のおそれのある施設、緊急度の高い施設等から順次、重点的に調査・点検を実施し、水機

能の支障や二次災害のおそれのあるものについては、並行して応急対策を講じる。 

 

(6) 電気通信施設 ...................... 【西日本電信電話（株）島根支店、NTT コミュニケーションズ(株)、 

（株）ＮＴＴドコモ中国支社島根支店、ＫＤＤＩ（株）、ソフトバンク(株)、楽天モバイル(株)】 

各社において、次の措置を講じる。 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
㈱ 

西
日
本
電
信
電
話
（
株
）
島
根
支
店 

応急措置 

1 電気通信事業法に基づく通信の利用制限、災害時優先電話の設定等に

より重要通信の確保を行う。 

2 非常電報・緊急電報『115』による非常通信の確保を行う。 

3 災害救助法等が適用された場合、孤立地区及び避難場所等に特設公衆

電話の設置を行う。 

4 広域停電時には、既設公衆電話の無料化に努める。 

通信設備の応急

復旧 

1 関係機関相互の通信を確保するため、移動無線車、可搬型無線機等を

活用して、臨時回線を作成する。 

2 災害用伝言サービスの運用を行う。 

3 被災状況、復旧見込時期等について広報車により広報活動を行う。 

4 必要に応じてテレビ･ラジオ等による放送を報道機関に、防災無線等

による放送を市に依頼する。 

（
株
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ

中
国
支
社
島
根
支
店 

設備に被害が発

生した場合の措

置 

1 携帯電話、衛星携帯電話の貸出しにより、最低限の通信確保を行う。 

2 移動基地局車等を使用し、基地局の復旧作業を行う。 

3 通信の疎通が著しく困難となった場合には、契約約款の定めるところ

により必要な規制を行う。 

4 契約約款の定めるところにより、災害に関する通信を非常通信として

他の通信に優先して取り扱う。 

5 必要に応じ、関係機関に対し応援協力を要請する。 
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通信途絶時、利

用制限時の措置 

トーキ装置による案内、報道機関、窓口掲示及びインターネット等により、

次の事項を利用者に通知する。 

1 通信途絶利用制限の内容と理由 

2 通信の被害復旧に対しとられている措置 

3 通信利用者に協力を要請する事項 

4 被災設備、回線等の復旧状況及び疎通状況 

復旧対策 

1 復旧順位に基づき、基地局の復旧措置を行う。 

2 移動基地局車及び移動電源車等の発動を行う。 

3 直通回線、携帯電話等を用い被災状況を把握する。 

4 通信の輻輳時には、臨時通信回線の設定、対地別の規制等を行う。 

5 設備の監視強化及び巡視点検を実施する。 

 

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ

（
株
） 

防災組織 
状況に応じ、社内に災害対策本部等を設置し、情報収集と通信の確保、設

備復旧等に関する指揮を行う。 

応急措置 
臨時回線の設定、災害対策用設備等の運用等により必要な措置を講じると

ともに、関係事業者に必要な協力を要請し、重要な通信を確保する。 

応急復旧 他の一般の諸工事に優先して、速やかに応急復旧工事を行う。 

 
 

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
㈱ 

防災組織 状況に応じ、対策組織を設置し、ネットワーク復旧対策を行う。 

応急措置 

輻輳拡大による、通信ネットワークのシステムダウン（通信障害）を防ぎ、

輻輳の規模に応じて一般通信サービスを一時的に規制し、電気通信事業法

に従って重要通信の疎通を確保する。 

応急復旧 

1 基地局・移動局の停電対応として、移動電源車・移動無線基地局車を 

出動させ、電源・通信エリアの確保を推進する。 

2 被災地における障害状況や復旧状況などを WEB サイトで情報公開に努 

める。 

3 災害用伝言版、災害用音声お届けサービスによる安否情報の伝達に努 

める。 

4 借用依頼に応じて、災害復旧活動に利用する携帯電話、衛星電話の貸 

出に努める。 

楽
天
モ
バ
イ
ル
（
株
） 

防災組織 
別途定める緊急事態区分により対策本部を確立して被災の回復または予

防の措置を講ずる。 

応急措置 
災害等に際し、臨機にそ通確保の措置をとり、通信の輻輳の緩和及び重要

通信の確保を図る。 

応急復旧 

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関連および

情勢の緊急度を勘案して、迅速・適切に実施する。必要と認めるときは、

災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要する要員・資材

および輸送の手当てを行う。 

 

４ 災害広報等 ................................................... 【防災危機管理課、広報課、消防本部】 

(1) 情報通信活動 

ア 各種情報の収集・整理 

 情報収集系統に混乱が生じないよう配慮のうえ、各種情報を収集・整理する。 
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 発災初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、正確な情報の収集に努める。 

イ 情報発信 

 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関等の情報、それぞれの機関が

講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネット、広報紙、報

道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

 情報の公表及び広報活動の際には、関係機関相互間において相互に連絡をとり実施する。 

 

(2) 関係者等からの問合せに対する対応 

報道機関からの問合せの集中に備え、広報課での対応のほか、各部門の広報責任者を明確にするこ

とにより、適切に対応できるよう努める。 
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第３節 災害復旧 

 

１ 復旧事業 ......................................... 【上下水道局、ガス局、各ライフライン施設の管理者】 

 ライフライン施設管理者は、あらかじめ定めてある物資、資財の調達計画及び関係業者との連携

により、迅速かつ円滑に被災した施設の復旧事業を実施する。 

 復旧に当たっては、可能な限り、地区別の復旧予定時期を明示する。 

 

２ 再発防止 ......................................... 【上下水道局、ガス局、各ライフライン施設の管理者】 

 被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本としつつも、管理者は万全な再発防止等の観点か

ら可能な限り改良復旧等を行う。 

 施設復旧と併せて、被災箇所以外の施設について、再発防止のための緊急点検を実施する。 
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第１節 災害予防 

 

本市においては、過去、昭和 48 年と平成 6年に大きな渇水が発生し、水道の断水等により市民生活

や社会活動に大きな影響を受けた。また、近年では平成 17年の少雨により水不足が発生しており、水

資源の大切さを再認識させられたところである。このため、いつ渇水に見舞われても対処できる対策

を講じておく必要がある。 

 

１ 渇水被害の発生状況 

本市においては、近年、昭和 48 年、平成 6年、平成 12年、平成 17年の 4回にわたり渇水被害が発

生している。そのうち、給水制限を伴う被害が発生した各年における旧市の被害状況は次のとおり。 

 

年次 給水制限期間 備考 

昭和 48 年 

6/20～7/19 6 時間給水（29日間） 

7/19～7/25 3 時間給水（7日間） 

7/26～9/5 2 時間給水（42日間） 

9/6～9/13 3 時間給水（8日間） 

9/14～10/31 6 時間給水（48日間） 

11/1 給水制限解除（計 134 日間） 

災害対策本部 

7/26 設置、9/25 廃止 

平成 6年 
7/29～9/7 20％減圧給水（魚瀬地区） 

8/1～9/7 20％減圧給水（秋鹿・大野地区） 

災害対策本部 

8/10 設置、9/5 廃止 

平成 17 年 6/27～ 10％減圧給水 
渇水対策本部 

6/24 設置、7/2 廃止 

 

２ 災害応急・復旧体制の整備 ............................... 【防災危機管理課、各支所、上下水道局】 

(1) 情報の収集・伝達体制の整備 

ア 雨量・貯水量等の伝達体制の整備 

 渇水に対する事前取り組みとして、平常時から県及び関係機関との連絡調整体制を整備し、降

雨の状況、河川の流況、ダムの貯水状況、用水の取水状況等の情報収集・伝達体制を整備する。 

 主要ダムの貯水状況や今後の雨量予測データ等を基に渇水の状況の予測を行い、その結果等を

踏まえ、渇水対策本部の設置時期や対策方法等について、関係者間で検討を行う。 

イ 住民への情報伝達体制の整備 

 広報車、広報紙等を活用した情報伝達の方法について、あらかじめ定めておく。 

 上下水道局ホームページ、県河川課ホームページ等を活用したインターネットによる貯水量・

貯水率情報の伝達体制を整備する。 

 

(2) 組織体制の整備 

ア 防災組織の整備 

渇水時における渇水対策連絡会議及び渇水対策本部の設置要綱を整備するとともに、関係部局等

において、職員の非常参集体制をあらかじめ定めておく。なお、本市において渇水対策本部等を設

置する場合の設置基準、所掌事項及び組織等の概要は次のとおり。 
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体制 設置基準 所掌事項 招集･解散 

渇
水
対
策

連
絡
会
議 

今後の雨量が見込

めず、渇水対策が必

要と上下水道局長

が認めた場合。 

1 給水制限等に関する情報の収集及び市民に対する情

報の提供に関すること。 

2 全市的な対策の検討と実施に関すること。 

3 報道対応に関すること。 

防災部長

が行う。 

渇
水
対
策
本
部 

第 1 次給水制限若

しくはそれに準ず

る対応が必要と上

下水道局長が認め

た場合。 

1 給水制限等に関する情報の収集及び市民に対する情

報の提供に関すること。 

2 給配水資機材等の確保及び関係機関との連絡調整に

関すること。 

3 職員の動員体制に関すること。 

4 給配水計画に関すること。 

5 報道対応に関すること。 

本 部 長

（市長）

が行う。 

→  資料編  [資料 3-7]松江市渇水対策本部等設置要綱 

図：渇水対策連絡会議・渇水対策本部組織図 
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図：渇水対策本部組織図 本　部　長
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図：渇水対策連絡会議 上下水道局
（総務課）

議長 事　務　局 【報道対応】
　広報課防災部長 防災危機管理課
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渇水対策本部組織及び事務分掌 

部名 班名 班の所属課 事務分掌 備考 

事務局 

総務・調整班 防災危機管理課 
 本部会議の運営 

 本部長の指示命令の伝達 
 

情報班 防災危機管理課 
 情報収集・資料作成 

 気象情報の収集・伝達 
 

人事班 人事課 

 動員及び配置計画 

 職員の給食 

 職員の健康管理 

 

渉外班 政策企画課 

 他自治体への応援依頼 

 自衛隊への応援依頼 

 国、県等との調整 

 

支所班 支所各課  支所管内施設の渇水対策  

秘書広報班 
秘書課 

広報課 

 報道機関対応 

 災害記録写真の作成 

 本部長、副本部長の秘書業務 

 

水道部 水道班 上下水道局 

 給配水計画の策定 

 他団体からの飲料水確保対策 

 給水車両の確保 

 水運搬車両の確保 

 

財政部 管財班 資産経営課 
 水運搬車両の確保 

 車両管理及び給油 
 

市民部 市民班 市民生活相談課 

 関係自治会との連絡調整 

 市民相談受付 

 市民への広報・公聴活動 

生涯学習班と連携 

産業部 
農林班 農政課 

 家畜等への給水対策 

 農産物の干ばつ被害対策 
 

商工班 商工企画課  商工業の渇水対策  

健康福祉部 

福祉班 

健康福祉総務課 

こども政策課 

保育所幼稚園課 

 高齢者への給水対策 

 入浴サービス等の対策 

 ボランティアの受け入れ 

 幼稚園・保育所（園）の運営対策 

 

こども子育て

部 
 

環境エネル

ギー部 
環境班 

リサイクル都市推

進課 

 し尿・ごみ対策 

 仮設トイレ維持管理 
 

教育部 
教育総務班 

教育総務課 

学校管理課 

学校給食課 

 学校運営対策 

 学校給食対策 
 

生涯学習班 生涯学習課  公民館活動、運営 市民班と連携 

消防本部 消防班 警防課 
 火災対応 

 消防団員動員対策 
 

＜組織の運営＞ 

1 各部、班に責任者（部長、班長）を置き、事務局が部連絡会議及び班連絡会議を主催し調整事項について行う。 

2 各班の具体的な作業事項については、班長が主体となり関係各班と調整のうえ定める。 

3 各班の行動計画については、各部の部長が取りまとめ、渇水対策本部会議に報告する。 

 

イ 応急活動マニュアルの整備 

応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知するとともに、活動手順、使用する資機材や
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装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底を図る。 

 

(3) 水源・用水の確保 

ア 事業者間・用途間における水の融通体制の構築 

 市内に給水を受けている飯梨川水系、斐伊川水系、忌部水系等の相互融通に向けたシステムづ

くりに取り組むとともに、県及び周辺自治体との間で、渇水時における迅速かつ円滑な調整の

ためのルールづくりを行う等、各利水者間の総合調整機能の強化を図る。 

 上下水道局において、給配水コントロールシステムの整備並びに高度化に努める。 

イ 水資源の有効利用の推進 

 ため池については、農作物の成育状況や貯水量等の調査に基づき、水源状況を的確に把握し、

土地改良区、水利組合等に対して農業用施設の適切な管理指導を行う。 

 利水関係者に農業用水の反復利用や地下水開発等を周知徹底する。 

ウ 資機材等の整備 

小型浄水装置の整備、設置を検討する。 

 

３ 防災知識の普及・啓発 .................................................... 【各支所、上下水道局】 

(1) 生活用水の節水 

渇水時における生活用水について、次の事項に留意し市民に対する節水意識の啓発を図る。 

 

歯みがき コップですすげば 5ℓ/回の節約。 

台 所 野菜や食器を“ため洗い”することにより 80ℓ/日の節約。 

洗 濯 
 お風呂の残り湯を洗濯に再利用すると、冷水よりも洗浄力が上がる。 

 洗濯時のためすすぎは、注水すすぎと比べて 55ℓ/回の節約。 

お 風 呂 
 残り湯を洗濯、洗車、植木の散水等に利用すると 90ℓ/回の節約。 

 沸かし過ぎやシャワーの使いすぎに注意する。 

洗 車 流しっぱなしのホース洗いでは 210ℓ/回の無駄づかい。バケツの水を使う。 

 

(2) 農業用水の節水 

農業用水について、農業関係者への理解と協力を求め、番水や反復利用等による節水や、取水制限

の実施に対する合意形成をあらかじめ図っておく。 
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第２節 災害応急対策 

 

渇水発生時の対応として、県及び関係機関と連携し、河川の流況、被害状況等の情報収集や水利用

の調整協議、給水制限、節水の広報等の適切な渇水対策を実施する。 

 

１ 渇水が懸念される時点での対策 ....................... 【防災危機管理課、広報課、市民生活相談課、 
各支所、上下水道局】 

 

(1) 渇水に関する情報の収集及び警戒体制の確立 

 気象情報や水源に関するデータ（長期予報、ダムの貯水量、河川流量等）の収集を行うとともに、

県及び関係市町村との間で情報交換を行う。 

 渇水対策連絡会議を設置し警戒体制を確立するとともに、必要な対策を実施する。 

 

(2) 市民への広報等 

 報道機関や広報車を通じて、渇水が懸念される状況の周知及び節水の呼びかけを行う。 

 大口需要者に対して、節水依頼を行う。 

 

２ 渇水発生後の対策 ................................ 【防災危機管理課、政策企画課、広報課、 
各支所、上下水道局】 

(1) 応急活動体制の確立 

ア 市の活動体制の確立 

 渇水対策本部を設置し、節水の推進と給水制限等の具体的計画を策定するとともに、給水制限

の実施までにできるだけの予告期間をとり、渇水対策の周知を図る。 

 関係部局において職員の動員を行い、必要な配備体制をとる。 

 渇水対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に連絡を行う。 

イ 県、関係機関及び周辺自治体との応援協力体制の確立 

被害が甚大であり、市単独では対処することが困難と予想される場合には、県及び他の市町村等

に応援要請を行い、広域応援体制を確立する。 

ウ 自衛隊の災害派遣要請 

被害が甚大であり、相互応援協定等に基づく県及び他市町村等の応援によっても対処することが

困難と予想される場合には、自衛隊の災害派遣を県に対し要請する。 

 

(2) 渇水対策の実施 

 広域的水道施設を活用し、他水系の貯水池からの補給等、市町村間の水の相互融通を図るととも

に、渇水の深刻な地域における給水制限を行う。 

 市民あるいは事業所等との間の合意形成を図ったうえで、学校及び市民プールの使用中止等、大

規模水利用施設の休止・休業を行う。 

 地域ごとの実情を踏まえたうえで、関係者間の合意形成を前提に、渇水のより厳しい地域・用水

に対して、比較的余裕のある側から緊急的な水の融通を行う。 

 配分方法の変更だけでは対応できない場合は、車両、船舶又は応急ポンプ等による運搬を行う。 

 

(3) 市民への広報等 

 報道機関、広報車及び街頭宣伝等を通じて、渇水の状況を的確に伝えるとともに、具体的な節水

方法を指導し、効果的な広報活動に努める。 

 大口需要者に対し、節水を要請する。 
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第３節 災害復旧 

 

【商工企画課、農政課】 

 

 渇水により経営状態の悪化した事業者や収穫の減少した農業従事者を対象とした、公庫等による融

資や天災融資法の発動、激甚災害法の適用等の対策について検討を行う。 

 農業従事者等の実施した干害応急対策に対する助成等の支援について検討を行う。 

 飲食業、製造業、小売業に対する渇水対策緊急融資の実施について、金融機関等と協議を行う。 
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